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本文書は英語から翻訳されています。不明な点については、英語の原文を参照して

ください。  

はじめに  

このノートには、「統合鉱業基準」のレビューを希望する人のために、同基準に関する重要

な背景情報が記載されています。このノートでは、「統合鉱業基準」の全体的な構成と、そ

の適用と実践の方法の概要がまとめられています。   

1) 「統合鉱業基準」の構成 

「統合鉱業基準」では、（i）倫理的な企業活動（ii）労働者（労働契約に関わらず同じ職場

で働く人）と社会的保護措置、（iii）社会的パフォーマンス、（iv）環境スチュワードシッ

プという 4 本の柱の下に 24 の 「パフォーマンスエリア」が分けられています。   

 

 
 

 

 
 

各「パフォーマンスエリア」は、以下の共通の構造になっています: 

▪ 「パフォーマンスエリア」の番号とタイトル（「「パフォーマンスエリア 7:労働者（労働

契約に関わらず同じ職場で働く人）（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利」

など）。 
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▪ 主旨書は、「パフォーマンスエリア」の達成目的をまとめたものです。 

▪ 簡単に情報を参照できるよう、その他の関連する「パフォーマンスエリア」へのリンク

は、異なる「パフォーマンスエリア」間に強力で重要な関連性があることを認識して作

成しています。 

▪ 適用性の説明では、一部の「パフォーマンスエリア」はすべてのファシリティに普遍的

に適用され、他の「パフォーマンスエリア」は特定の条件が優先する場合にのみ適用し

ます（以下のセクション 3 も参照）。  

▪ 「統合鉱業基準」を実践している任意のファシリティ1のパフォーマンスの期待項目を指

定する一連の要件です。これらの要件では、基準を満たすために必要なコミットメント

や方針、手順、プロセス、またはアクションを規定しています。これらの要件は、多く

の場合、すべて 1 つの番号のついたセクションにまとめられます（「19.1 生物多様性と生

態系サービス」など）。場合によっては、１つの「パフォーマンスエリア」内に 2 つ以

上の番号がついたセクションが存在することがあります（「「パフォーマンスエリア 22:汚

染防止」、「22.6 偶発的な汚染の放出」など）。これらの要件は、3 つの異なるパフォ

ーマンスレベルに分類されます（以下のセクション 2 を参照）。  

 

2) パフォーマンスレベル   

各「パフォーマンスエリア」には、次の 3 つの異なるレベルの分類された要件があります:  

▪ 基本プラクティス：「基本プラクティス」とは、最低限の業界基準に適合する出発点で

す。ファシリティは「基本プラクティス」に基づいてパフォーマンスを構築し、改善す

ることができます。「基本プラクティスレベル」の企業は、コミットメントとして責任

ある採鉱を掲げていますが、「グッドプラクティス」と業界基準が実践されているかど

うかという視点からは、まだ「発展途上」と言えます。   

▪ グッドプラクティス:「グッドプラクティス」とは、業界基準や国際規範、枠組み、ガイ

ドラインに沿ったプラクティスレベルを指します。「グッドプラクティス」とは、すべ

ての責任ある採鉱会社が最終的に達成すべきパフォーマンスレベルです。    

▪ リーディングプラクティス:「リーディングプラクティス」とは、責任を負うべき業界の

「グッドプラクティス」を超えた、リーダーシップやベストプラクティスを示すレベル

のプラクティスです。  

1 つの「パフォーマンスエリア」の各レベルと、すべての「パフォーマンスエリア」の要件

の数は、「統合鉱業基準」で扱うトピックの性質と多様性のため、同じではありません。す

べての「パフォーマンスエリア」に共通するのは、レベルが互いに積み上げられていること

です。特定の「パフォーマンスエリア」で特定の「パフォーマンスレベル」に到達するには

 
1 ファシリティ:CMS 全体を通じて、「ファシリティ」という用語は、「サイト」または「運営」を指します。フ

ァシリティには、会社の運営管理下にあるすべての運営活動（つまり、鉱山、関連インフラ、発電所、製錬所な

どの補助ファシリティ）の拠点が含まれます。 
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、ファシリティはそのレベルで適用されるすべての要件を満たす必要があり、さらに、それ

より低いレベルのすべての要件を満たします。例えば、特定の「パフォーマンスエリア」で

「グッドプラクティスレベル」を達成するためには、ファシリティは「基本プラクティスレ

ベル」と「グッドプラクティスレベル」のすべての要件を満たす必要があります。    

3) 他の基準との同等性:  

「統合鉱業基準」では、将来的に他の既存の基準との相互認証の可能性を残すために、同等

性評価を考慮します。その意図するところは、類似の目的と要件を持つが異なる基準といっ

た場合に実践における重複を減らすことです。 

4) 「統合鉱業基準」の実践  

「統合鉱業基準」の策定を指導してきた「統合鉱業基準」イニシアティブ（CMSI）諮問グル

ープとの議論では、実践に関して次のような質問がありました。 

a. 適用はファシリティレベルか、企業レベルですべきか？ 

本基準は、主にファシリティレベルで実践するように設計されています。ただし

、企業レベルを対象とした要件もあります（「「パフォーマンスエリア 1:企業の要

件」、および「パフォーマンスエリア 8 のサブセクション:多様性、公平性、包

括性」および「パフォーマンスエリア 20:気候変動対策」）。企業レベルの要件を

ファシリティレベルで実践することは、要件が完全に満たされている（そして保

証提供者によって検証できる）限り、容認されます（その逆も同様）。ファシリ

ティレベルで完了できる要件の例としては、鉱物収入の開示があります（「パフ

ォーマンスエリア 1、要件 1.3」）。ただし、企業レベルの要件の多くは、ファシ

リティレベルで完全に実践できないため、企業レベルでの実践が必要です。    

b. 採鉱のライフサイクルのどの段階に適用する必要があるのか？「統合鉱業基準」

は、主に鉱山の操業段階で実践するように設計されています。ただし、基準全体

には重要な「パフォーマンスエリア」と個々の要件があり、鉱山の操業前の段階

で実践します（「「パフォーマンスエリア 4：新規プロジェクト、拡張と住民移転

」、「パフォーマンスエリア 12:ステークホルダーエンゲージメント」、「パフ

ォーマンスエリア 14:先住民」など）。これらの「パフォーマンスエリア」の一

部の要件は、ファシリティが鉱山ライフサイクルにおける該当段階を過ぎた場合

（つまり、遡及的に適用できない場合）、適用されないことがありますが、この

基準には、操業段階の期間中と同じトピック（継続的な悪影響の管理など）を対

象とした要件が含まれます。また、「パフォーマンスエリア 24:閉山」の多くの

要件は、鉱山の操業段階（またはそれ以前）に適用します。  

c. ファシリティはすべての「パフォーマンスエリア」を実践する必要があるのか？

全 24 の「パフォーマンスエリア」の冒頭部分には、その「パフォーマンスエリ
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ア」の適用範囲に関する簡単な説明があります。一部の「パフォーマンスエリア

」は、ファシリティの特定の性質や場所または状況により適用されません。例え

ば、ファシリティに住民移転プログラムがなく、先住民が存在しない場合、「パ

フォーマンスエリア 4」のセクション 2 と「パフォーマンスエリア 14」のすべて

がそれぞれ適用されません。同様に、「パフォーマンスエリア 23：サーキュラ

ーエコノミー」のセクション 2 は製錬所にのみ適用します。特定の「パフォーマ

ンスエリア」には、適用可能性を決定する上で、特定の条件が満たされているか

どうかをファシリティが評価する必要がある「スクリーニング」もあります。例

えば、「パフォーマンスエリア 3 のセクション 2：責任あるサプライチェーン」

（3.2 鉱物調達）と「パフォーマンスエリア 11:セキュリティ管理」を参照してく

ださい。いずれの場合も、適用可能性がファシリティにないと判断する根拠は、

保証プロセス中にファシリティから提供された（およびファシリティとの話し合

い）根拠に基づいて、保証プロバイダーによって検証して、保証報告書で公開す

る必要があります。  

d. この基準はマネジメントシステムの手法を適用しているのか？はい。マネジメン

トシステムの要件は、基準の個々の「パフォーマンスエリア」に組み込まれてい

ます。これにより、さまざまな対象分野にわたるマネジメントシステムの実践に

的を絞ってカスタマイズされた手法が提供されます。    

 

5) 「統合鉱業基準」に対するパフォーマンス報告 

結果は、レポートテンプレートに従って「パフォーマンスエリア」レベルで報告されます（

詳細については、「保証プロセス」を参照してください）。ファシリティに集計結果（また

は「スコア」）が単一で提供されることはありません。  

6) 用語集と解釈ガイダンス 

「統合鉱業基準」で斜体で表示されている語句は、各「パフォーマンスエリア」の最後にあ

る「用語集と解釈ガイダンス」セクションにまとめられています。基準の見直しに役立てて

いただけるよう主な用語の使用例を以下に示します。 

a. 法令遵守 – 法令遵守は、「パフォーマンスエリア 2：企業倫理と誠実性」でカバ

ーされています。適用法が本基準の要件と異なる場合、ファシリティは現地の法

令を遵守するとともに、より高い基準に従えるように努めます。本基準のさまざ

まな「パフォーマンスエリア」にわたる要件には、「現地の法令に準拠している

」などのフレーズは重複するため含まれていません。    

b. ステークホルダーとライツホルダー – これらの用語はいずれも、用語集で個別に

定義されています。これらは、「権利」を含む「パフォーマンスエリア」、「パ

フォーマンスエリア 4：新規プロジェクト、拡張と住民移転」、「パフォーマン
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スエリア 5:人権」、「パフォーマンスエリア 7:労働者（労働契約に関わらず同じ

職場で働く人）（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利」、「パフォー

マンスエリア 14:先住民」、「パフォーマンスエリア 15:文化遺産」、「パフォー

マンスエリア 18:ウォータースチュワードシップ」で共に使用します。それ以外

では、簡略のため、「ステークホルダー」という用語を使用します（「「パフォー

マンスエリア 12:ステークホルダーエンゲージメント」など）。 

c. 定期的なアクションを必要とする要件 – 稀な例外を除き、定期的なアクション（

テスト、更新、レビューなど）を伴う要件に対処するために必要な頻度は規定し

ていません。代わりに、ファシリティで繰り返し行うアクションの頻度を事前に

決定する必要性を「規定の間隔で」という用語で定める場合があります。要件が

「1 回限り」または進行中のプロセス（地域参加など）である場合、「規定の間

隔で」は使用しません。 

d. 方針へのコミットメント - 基準の要件が方針を策定する必要やコミットメントを

行う必要性を規定している場合、これは企業レベルまたはファシリティレベルの

いずれかで実施できます。方針は、単独の場合も、統合または既存のコミットメ

ントや方針の一部に含めることもできます。 

e. 情報公開 – 企業のウエブサイトや地域での情報開示など、一般に公開されている

情報開示です。ファシリティレベルでの情報開示の要件は、要件に別段の定めが

ない限り、企業レベルの開示で満たすことができます（例えば、開示が地域社会

などの特定のステークホルダーグループを対象としている場合、例えば、「パフ

ォーマンスエリア 13：地域社会への影響とベネフィット」、要件 13.2 GP9 を参

照）。データのプライバシーやデータ保護要件、または法律専門家の特権を維持

するために必要な場合、情報開示が制限される場合があります。 

f. ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）の使用 – 必要に応じて

、最初に影響を防止し、次にこれを最小限に抑え、次に緩和してから補償するこ

とを求める環境条約に適合します。ただし、（人権に関する場合など）国連の企

業と人権に関する指導原則に明記されているように、補償が適切でない場合もあ

ります。        
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包括的な用語集  

統合鉱業基準用語  

保証プロセス:外部保証業務を実施する保証提供者の最小要件を確立し、順守すべきプロセ

スを定義します。また、ファシリティが有資格の認定保証提供者を採用するための明確で一

貫したプロセスに従うための要件と期待項目を特定します。 

保証提供者:ファシリティが「統合鉱業基準」に適合していることを確認するための保証業

務を実施することを認定された独立した当事者です。 

「パフォーマンスエリア:「統合鉱業基準」で取り上げた 24 件の個別の番号付きトピックで

す。  

パフォーマンスレベル:  

▪ 基本プラクティス。これは、最低限の業界基準への準拠の始点であり、ファシリテ

ィはそのパフォーマンスを構築し、改善する余地があります。「基本プラクティス

レベル」の企業は、コミットメントとして責任ある採鉱を掲げていますが、「グッ

ドプラクティス」と業界基準が実践されているかどうかという視点からは、まだ「

発展途上」と言えます。  

▪ グッドプラクティス。「グッドプラクティス」とは、業界基準や国際規範、フレー

ムワーク、ガイドラインに沿ったプラクティスレベルを指します。「グッドプラクテ

ィス」とは、すべての責任を負うべき鉱業会社が最終的に達成すべきパフォーマン

スレベルです。 

▪ リーディングプラクティス。これは、責任を負うべき業界の「グッドプラクティス

」を超えた、リーダーシップまたはベストプラクティスを示すプラクティスレベル

です。  

要件：各達成レベルには、基準を満たすために必要な特定のコミットメント、方針、手順、

プロセス、またはアクションを反映した番号が与えられた要件があります。その目的は、同

じであるか、類似している「パフォーマンスエリア」要件が 2 つある場合、それらを 1 つの

要件として実践することです。 

一般用語集の用語  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、

人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の

悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  
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影響を受けるステークホルダー:ファシリティの運営、アクション、決定によって影響を受け

る個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホルダ

ー」も参照してください。） 

指定した間隔で:事前に決められた頻度で定期的に実施すること。  

監査:明確で合意の得られた所定の基準による、正式で体系的かつ文書化して適合性を調査

すること。監査は、関連する根拠の体系的な収集と文書化に基づいて、規定された基準への

適合度を評価、報告します。監査にはある程度の判断が行われますが、監査は、不備の根本

的原因を特定するようには設計されていません。監査は、内部または外部の専門家によって

実施できます。内部監査は、適切な知識と能力を持つ会社の従業員によって実施します。こ

れらの従業員は、監査対象のファシリティの管理に関して公平かつ客観的であることとしま

す。これらの従業員が、例えば、別のファシリティや企業レベルで働く従業員である場合も

あります。独立監査は、監査対象の事業体外の監査人が実施します。これらの監査人は、 監

査 プロセス全体を通じて客観的な視点を維持し、調査結果と結論が証拠のみに基づいてい

ることを確認します。2 

監査人:一連の基準への準拠を検証するための 監査 を実施する個人または企業。監査は、内

部または外部の専門家によって実施できます。内部監査は、適切な知識と能力を持つ会社の

従業員によって実施します。これらの従業員は、監査対象のファシリティの管理に関して公

平かつ客観的であることとします。これらの従業員が、例えば、別のファシリティや企業レ

ベルで働く従業員である場合もあります。独立監査人は、公平性を確保し、利益相反を避け

るために、監査する事業体から独立していることとします。監査人は、監査対象の基準に固

有の関連する資格や専門知識を備え、訓練を受けていることとします。審査人は、公認の認

証機関または基準設定組織によって認定される場合があります。  

ベースラインデータ:変更を定量化するため、既存の条件（または定義された時点で存在し

ていた条件）の説明により、（衝突後の条件などとの）比較を行うことができる始点（プロ

ジェクト前の条件など）が得られます。4  

ビジネスパートナー: ファシリティと契約関係にある事業体を指します。ビジネスパートナ

ーには、請負業者や代理店、サプライヤー、国内の仲介業者と国際的な仲介業者またはトレ

ーダー、合弁事業パートナーがあります。また、セキュリティープロバイダーや人材紹介会

社など、サービスを提供する事業体、または「統合鉱業基準」の範囲内でデューディリジェ

ンスの対象になるその他の第三者もビジネスパートナーです。ビジネスパートナー には、

顧客や最終消費者は含まれません。3  

 取引関係:ビジネスパートナーや下請け業者、フランチャイズ加盟店、投資先企業、合弁事

業パートナー、ファシリティ自体の操業や製品またはサービスに貢献する製品またはサービ

 
2ISO 19011 （2018）と TSM 安全で健康的で尊重し合う職場 （2023）より引用 
3 Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://www.iso.org/standard/70017.html
https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/06/SHR-Workplaces-Protocol-2023-ENGLISH.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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スを供給するサプライチェーン内の事業体との関係を指します。取引関係には、契約関係や

「一次請け」または直接的な取引を超えた関係が含まれます。ファシリティが実際の悪影響

と潜在的な悪影響を明らかにし、防止、軽減する能力は、取引関係の種類やその他の要因に

よっても異なります。4 

協力/連携：1 つ以上の組織やグループ、または個人と建設的に関わり、協力して（アクショ

ン、活動、計画など）、単独の取り組みで達成できる成果よりも良い結果を達成することを

目指します。  

コミットメント:企業の活動と取引関係の遂行に関する企業の責任、コミットメントまたは

期待項目に関する 1 つ以上の公開されている声明。  

会社:事業活動に従事する法人。  

企業レベル:「企業レベル」という用語は、企業体全体をカバーするために、「統合鉱業基

準」全体で使用します。これは、以下に定義する「ファシリティ」レベルとは異なります。 

環境/社会影響評価（ESIA）:提案されたプロジェクトの潜在的な環境的、社会的影響を、予

測、評価し、代替案を評価し、適切な予防、緩和、管理、監視の対策と計画を設計するため

のプロセスを指します。  

設立:設定と定義またはそのいずれか一方（説明責任、メカニズム、方針、プロセス、プラ

クティス、システム、ベースライン、目的やターゲットなど）。  

ファシリティ:「ファシリティ」という用語は、「統合鉱業基準」全体で「サイト」または

「操業」を表す用語として使用します。ファシリティには、会社の運営管理下にあるすべて

の操業活動（つまり、鉱山、関連インフラストラクチャ、発電所、製錬所などの補助ファシ

リティ）の拠点が含まれます。  

実践:計画やコミュニケーション、訓練、プロセスとプラクティスの定義と実行、監視、およ

び意図と比較してこれらの活動の有効性の評価を含む具体的なアクションとアクションを導

入することにより、計画やプログラム、システム、方針の意図に実質的な効果をもたらし、

それを達成することです。  

独立監査/監査人:上記の監査の定義を参照してください。  

独立審査：前回の審査からのアクションの状況と関連するアクションの有効性を評価するこ

とにより、継続的な改善を確保することを目的とした、外部の当事者が実施する独立した評

価です。独立審査プロセスでは、改善の機会を明らかにし、関連する行動計画を説明します

。また、独立審査では、法的要件の遵守や基準、方針、コミットメントへの適合、是正アク

ションの状況など、ファシリティとそのマネジメントシステムの全体的なパフォーマンスに

関連する重要な問題の概要を提供します。 

 
4 経済協力開発機構（OECD）の責任ある企業行動のためのデューディリジェンスガイダンス（2018 年版）より引

用  

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
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有効性に関する独立審査:審査対象のマネジメントシステムで、意図した成果が得られてい

るかどうかについて、外部の者によって実施される独立した評価。計画された活動がどの程

度実現されたか、パフォーマンス目標と指標がどの程度達成されたかの両方を検討します。

審査結果には、審査範囲によって異なりますが、上記に加えて、適合義務の履行や不適合ア

クションと是正アクション、調査結果、パフォーマンス目標の達成を支援するためのリソー

スの適切性ならびに実務家やエンドユーザーからのフィードバックやステークホルダーから

の追加の関連情報またはフィードバックが含まれる場合があります。  

内部審査:内部審査は、前回の内部審査からのアクションの状況と関連するアクションの有

効性を評価して、継続的な改善を維持することを目的としています。内部審査プロセスでは

、改善の機会を明らかにし、関連する行動計画を説明します。内部審査では、法的要件の遵

守や基準、方針、コミットメントへの適合、是正アクションの状況など、ファシリティとそ

のマネジメントシステムの全体的なパフォーマンスに関連する重要な問題の概要も作成しま

す。 

有効性に関する内部審査:審査中のマネジメントシステムが意図した成果が達成されている

かどうかに関する内部評価を指します。計画された活動がどの程度実現されたか、パフォー

マンス目標と指標がどの程度達成されたかの両方を検討します。審査結果には、審査範囲に

よって異なりますが、上記に加えて、適合義務の履行や不適合アクションと是正アクション

、調査結果、パフォーマンス目標の達成を支援するためのリソースの適切性ならびに実務家

やエンドユーザーからのフィードバックやステークホルダーからの追加の関連情報またはフ

ィードバックが含まれる場合があります。  

マネジメントシステム:基準の対象になるエリアに関連する悪影響の回避と管理、またはフ

ァシリティの活動に関連する「側面」の回避と管理を含む、目標を達成するために必要な方

針とタスクの遂行を実践するために確立された一連の運営手順やプラクティス、計画、関連

文書を指します。これらのエリアでは、マネジメントシステムに関連する手順には、通常、

問題の特定と評価や目標の設定、行動計画の策定、責任の割り当て、手順の確立、コミュニ

ケーション、訓練を通じた行動計画の実践、進行状況の監視と追跡、特定された問題を修正

し、防止するためのアクションが含まれます。最後のステップでは、側面と目標を見直し、

必要に応じて行動計画を調整し、将来の訓練のために「教育訓練履歴」を記録します。マネ

ジメントシステムは統合されて、複数の側面に対処する場合もあります。例えば、環境マネ

ジメントシステムでは、生物多様性や GHG 排出量、エネルギー効率、廃棄物管理などに対

処できます。 

 

モニタリング:ベースライン評価の通知や、実践された対策の有効性に関する内部審査の実

践といった、特定の定義された方法や指標を指します（定期的で一貫性のあるデータ収集と

さまざまなソースからのフィードバックなど）。  
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情報公開:ウエブサイトまたはその他の形式による情報開示を指します。データのプライバシ

ーやデータ保護要件、または法律専門家の特権を維持するために必要な場合、情報開示が制

限される場合があります。情報開示は、企業レベルまたはファシリティレベルで実施できま

すが、要件で「企業レベルの情報開示」が指定されていない限り、ファシリティレベルの情

報を含めて細分化します。 

関連情報:ファシリティが関連情報を公表する場合、その情報には、関連する分析や文脈の

結果だけでなく、関連データも含めます。  

対処方法:人権への負の影響に対する救済策を提供するプロセスと、その負の影響を改善で

きる実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非

金銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や不再発の保証な

どによる被害の防止など、さまざまな形態があります。  

報告：特定の「パフォーマンスエリア」に関連する方針とパフォーマンスに関する情報を、

少なくとも年に一度発行される国際的な報告フレームワークに沿った形式で伝えます。  

リスク:リスクには、ファシリティが原因となり、あるいはファシリティが要因となりうる

、または直接的に関連する可能性のある潜在的な悪影響があります。リスクは、危害の可能

性と潜在的な範囲と程度の組み合わせとして定義される場合があります。したがって、a）

可能性、b）危害の範囲（影響を受ける人の数など）、c）危害の重大性（損害の種類）を組

み合わせたものがリスクになります。 

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。5 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの操業に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。6 

サプライヤー:サプライチェーンにおける、ファシリティの運営、製品、サービスに貢献す

る製品やサービスを提供する事業体を指します。 

 
5ICMM 人権デューディリジェンスガイド（2023）より引用 
6Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/2023/hrdd-guidance
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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 サステナビリティリスク: サステナビリティリスクとは、環境や社会、ガバナンスプラク
ティスに関連するリスクです。対象になるリスクには少なくとも以下のものがあります: 

• UNGP（ビジネスと人権に関する指導原則）が定義する人権に関連するリスク、 

• OECDの「紛争地域及び高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンに関す

るデューディリジェンスガイダンス」の付属書 IIに定義される武力紛争に関連する

リスク、 

• 2024 年 6 月 13 日の欧州議会および理事会の指令（EU）2024/1760 および企業のサス

テナビリティデューディリジェンスに関する指令（EU）2019/1937 および規則（EU）

2023/2859 の改正の付属書のパート 1 およびパート 2 で定義されているリスク   

• 電池および廃電池に関する 2023 年 7 月 12 日の欧州議会および理事会の規則（EU）

2023/1542 の付録 X で定義されているもの。 

避けられない影響:アクションから生じ、緩和が非現実的であるような重大な影響。  

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
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パフォーマンスエリア 1:企業の要件  

主旨：取締役会レベルでサステナビリティに関する明確な説明責任と意思決定を定義し、

税金やその他の関連する政府への支払いを含むサステナビリティのパフォーマンスについ

て毎年報告することで、ビジネス慣行の透明性と説明責任を強化します。最新のリスク登
録簿と企業の危機対応計画を作成し、維持します。  

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

2 企業倫理と誠実性 

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転  

10 緊急時の準備と対応 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」の要件は、企業レベルで実践され、保証されるこ
とを目的としていますが、場合によっては、ファシリティレベルで実現され、保証される場
合があります。   

 

レベル 要件 

1.1 取締役会および経営幹部の説明責任、方針、意思決定 

基本プラク

ティス 

１．上級管理職から全社的なサステナビリティプラクティスとパフォ

ーマンスに責任を持つ個人を明らかにします。 

グッドプラ

クティス 

 

１．全社的なサステナビリティの実践とパフォーマンスのリスク管理

、ガバナンス、監督のための、取締役会や上級管理職レベルの説明責

任と内部報告プロセスを策定します。  

２．この基準の該当する「パフォーマンスエリア」をカバーする、全

社的な方針やコミットメント、または独立したファシリティレベルの

方針やコミットメントを公開します。  

３．本基準の該当する「パフォーマンスエリア」が、ファシリティの

設計、運営、閉鎖、合併、買収、売却に関連するものを含めて、企業

戦略や投資意思決定に統合されていることを実証します。 

４．サステナビリティ指標を上級管理職の報酬に組み込みます。  

リーディン

グプラクテ

ィス 

 

１．本基準の「グッドプラクティス」または「リーディングプラクテ

ィス」を満たすことに関連するサステナビリティ指標を、上級管理職

の報酬に組み込みます。 

２．サステナビリティに関する専門の取締役会委員会を設置します。  
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レベル 要件 

1.2 サステナビリティ報告  

基本プラク

ティス  

 

１．社外開示に含めることの、重大なサステナビリティリスク と機会

を明らかにします。  

２．全社的なサステナビリティの方針、プラクティス、パフォーマン

スに関する報告書を毎年公開します。 

 

グッドプラ

クティス 

1． GRI または国際財務報告基準（IFRS）が発行するサステナビリティ

開示基準および欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）など、国際的

に認められた報告基準に沿って、全社的なサステナビリティ報告書ま

たは統合報告書を毎年公開します。  

リーディン

グプラクテ

ィス 

１．ダブルマテリアリティ手法を全社的なサステナビリティまたは統

合報告書に統合します。  

２．独立した保証を年次サステナビリティ報告書に記入します。 

 
 

レベル 要件 

1.3 鉱物収入の透明性  

基本プラク

ティス  

 

１．「採取産業透明性イニチアチブ（EITI）」のスタンダードに則って

、鉱物収入の責任ある管理を公に支持します。  

2. 政府への重要な支払いを公開します。  

 

グッドプラ

クティス 

１．EITI 実践国のファシリティについては、EITI の要件に沿って、）政

府、国別、プロジェクト別の重要な支払い、ii）各国の EITI 実践の文脈

で合意の得られたその他の関連する開示を毎年公開します。  

２．EITI 実践国でないファシリティについては、国内規制または EITI に

準じた重要な支払いを公開します。  

３．ホスト国政府との新たな鉱物開発契約を公開します（そのような

開示が法的に禁止されていない場合）。  
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リーディン

グプラクテ

ィス 

1. EITI 支援企業に適用される期待項目を実践します。  

2. ホスト国政府との既存の鉱物開発契約を、該当する場合、およびそ

のような開示が法的に禁止されていない場合に、公開します。  

3. サステナビリティまたは財務開示の独立した保証項目に、政府への

重要な支払いを含みます。 

 
 

レベル 要件 

1.4 リスク評価  

基本プラク

ティス  

 

１．ファシリティの活動に関連するリスクを評価する地域のステーク

ホルダーやライツホルダー、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で

働く人）（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）、環境に対してす

る責任を持つ個人を明らかにします。 

２．ファシリティ由来の主要なリスクを評価し、少なくとも本基準の

該当する「パフォーマンスエリア」に特定されたリスクなど、これら

のリスクに優先順位を付けます。  

 

グッドプラ

クティス 

１．優先順位の高いリスクについてリスク登録簿を作成し、そのよう

なリスク（該当する場合は本基準の要件に従う）の防止と軽減、また

はそのいずれかを行うための計画や活動やそのリスク所有者を特定す

るリンクを含めます。  

２．リスク評価プロセスに、関連する社内チームを含みます。 

３．内部審査を実施し、リスク登録簿を毎年更新します。  

リーディン

グプラクテ

ィス 

１．リスク評価プロセスに外部のステークホルダーを関与させます。 

 
 

レベル 要件 

1.5 危機管理とコミュニケーション 

基本プラクテ

ィス  

1. 企業やそのステークホルダーや環境に多大な影響を与えるおそれの

ある、信頼性の高い潜在的危機シナリオを明らかにします。 
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 2. 危機対応を支援するために特定されたシナリオに対処する企業危機

対応計画の草案を作成します。 

3. 危機対応とコミュニケーション計画の責任者として、上級管理職を

指名します。 

グッドプラク

ティス 

 

1. CEOの承認を受けた以下のような企業危機対応計画を策定します: 

a. 定義された役割、責任、報告体制を備えた危機対応チームを特

定します。 

b. ファシリティベースの危機が発生した場合に、企業がどのよう

にファシリティをサポートし、調整するかを説明します。 

c. 企業レベルとファシリティレベルで危機管理センターを設立し

ます。 

d. 危機発生時に従業員やメディアを含む関連するステークホルダ

ーとの効果的で、最新のコミュニケーションを維持するための

メカニズムを記載します。 

e. 危機対応チームやメディアその他の関連するステークホルダー

の連絡先情報を含めます。 

2. 企業危機対応計画を活性化する通知メカニズムをテストし、危機対

応チームとの「机上」演習を毎年実施します。 

3. 3年ごとに完全な危機シミュレーション演習を実施します。 

4. 内部審査を実施し、以下の場合に企業危機対応計画を更新します: 

a. 連絡先情報を更新する計画の実践に関連する人員の変更がある

場合、 

b. 特定された緊急事態と危機のシナリオに重大な変更があった場

合、  

c. 上記が当てはまるか否かにかかわらず、少なくとも 2年ごとに

更新します。 

リーディング

プラクティス 

1. 2年ごとに完全な危機シミュレーション演習を実施します。 

2. 「企業危機対応計画」は、少なくとも毎年更新し、シミュレーショ

ンに基づく改善や変更を盛り込みます。 

 

用語集と解釈ガイダンス 

保証：認定された独立した当事者が、ファシリティが「統合鉱業基準」に適合していること
を確認するための保証活動を実施します。  

契約：契約の開示に関するガイダンスについては、契約に関する EITIガイダンスノートを

参照してください。  

企業危機対応計画:危機が生じた場合に会社とファシリティがどのように対応するかの概要
を述べた計画書です。危機管理計画とは、定義された役割と責任を負う企業レベルとファシ
リティレベルの危機管理チームを特定する管理文書であることとします。この計画では、特

https://eiti.org/sites/default/files/2022-01/EN%20EITI%20GN_2.4.pdf
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定された脅威とリスクに対応するためのプロトコルを明らかにして使用し、コミュニケーシ

ョンプロトコルを確立し、主要なメディアとステークホルダーの連絡先情報など、従業員に

危機を警告し、最新情報を提供するためのメカニズムを説明します。7 また、この計画では

、ファシリティ由来で危機が生じた場合に、企業レベルがファシリティをどのように支援し
、調整するかを説明し、指定した間隔でメカニズムをテストします。 

危機：企業の事業遂行能力に重大な影響を与えるおそれのある突発的な出来事や、公衆や労
働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）、

および環境またはそのいずれかに重大な脅威をもたらす突発的な出来事を指します。この文

脈では、危機には企業と上級管理職のエンゲージメントとアクションが必要です。ファシリ
ティが緊急対応計画に従って対処でき、また対処すべき緊急事態とは区別します。危機が存
在し、または発生中なのは、次の場合です： 

• 公衆または従業員に重大な脅威をもたらされる緊急事態。 

• 政府の監視を誘発する緊急事態。 

• ファシリティがもはや状況を完全にコントロールできず、他の機関に委任されてい
る緊急事態。 

• 状況が、国内または国際的なメディアの関心を引いている緊急事態。 

• 状況がエスカレートする可能性が高く、すぐに解決できる見込みがない緊急事態。 

• 企業の評判が損なわれ、収益や株式価値にとって脅威になる、またはそのいずれか

の可能性がある緊急事態。 

危機管理の対象になる事件には産業上の緊急事態や自然災害、地域の医療が不十分な法域で

の医療緊急事態、原料の偶発的な放出、犯罪または非犯罪的状況に関連する行方不明者、誘

拐、恐喝、爆弾の脅威、爆破、政治または市民の不安、現地当局による違法な拘留などの政

治的リスクや安全保障上のリスクが含まれる場合があります。 また、会社や請負業者の従

業員、または地域社会の安全を脅かすおそれのあるその他の不測の事態の場合もあります。  

契約の開示:ファシリティとの個別契約ではなく、規制が会計条件の定義に使用されている

法域では、要件 1.3 G3と L2は適用されません。 

EITI支援企業に対する期待項目:EITI支援企業に対する期待項目の概要は、2023年の EITI スタ

ンダードにまとめられています。8 要件 1.3LP１については、支援企業に対する期待項目が適
用されない例として、ファシリティが EITI加盟国に存在しない場合の期待項目 1が挙げられ

ます。  

年次サステナビリティ報告書の独立監査: サステナビリティ報告書の独立監査の範囲は、独
立監査人と協力して、ISAE3000、AA1000などのサステナビリティ報告書を保証するための国

際基準に従って決定します。 

重要な支出：支出と収益は、その省略や虚偽表示が、開示の包括性に重大な影響が生じると

考えられる場合、重要と見なします。支出には、税金やロイヤリティ、入社一時金、または

政府へのその他の支払いや給付金が含まれる場合があります。 

方針またはコミットメント:必要な方針とコミットメントの声明は、企業レベルまたはファ

シリティレベルで採用でき、本基準の該当する「パフォーマンスエリア」をカバーします。  

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

 
7 TSM 危機管理およびココミュニケーション計画プロトコル（2018）より引用 
8 採取産業透明性イニシアティブ（EITI）支援企業に対する期待項目に関する EITI ガイダンス（2022） 

https://mining.ca/resources/guides-manuals/crisis-management-and-communications-planning-protocol/
https://eiti.org/guidance-notes/guidance-expectations-eiti-supporting-companies
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ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

机上演習:机上またはラウンドテーブル演習（自由に意見を交わす演習）は、危機管理とコ

ミュニケーションのスキルを磨き、危機対応チームが危機対応計画の弱点やギャップを明ら

かにするのを支援するための、便利で費用対効果の高いツールです。進行役は、イベントの

スケジュールに基づいて、意思決定やアクションが取られる前に分析し、議論すべき一連の

状況を危機管理チームや経営陣に提示します。進行役が外部の観客の視点から問題提起を行

うことで、問題の複雑性と頻度が高まり、プレッシャーがかけられます。 

参考文献: 

• グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）  

• 国際財務報告基準（IFRS）サステナビリティ開示基準 

• 企業サステナビリティ報告指令（CSRD）  

• 採取産業透明性イニシアティブ（EITI） EITI 基準 2023年版 

• 採取産業透明性イニシアティブ（EITI） 支援企業に対する期待項目に関する EITIガイ

ダンス 

  

https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2023/general-sustainability-related-disclosures/#about
https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
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パフォーマンスエリア 2:企業倫理と誠実性 

主旨：適用法の遵守を維持し、倫理的かつ誠実にビジネスを行い、贈収賄や汚職、マネー

ロンダリング、反競争的行動の禁止と防止を目的とした方針とプラクティスを実践するた

めのシステムを確立します。  

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

1 企業の要件 

3 責任あるサプライチェーン 

17 苦情処理管理 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。 

 

レベル 要件 

2.1 法令遵守 

基本プラクテ

ィス 

1. 既存の適用法と新たな適用法およびファシリティの主要な法的リスク

を監視し、指定した間隔で更新される重要な法的義務の登録を残しま

す。 

2. 適用法を遵守するためのプロセスを策定します。 

グッドプラク

ティス 

 

1. 重大な適用法に対する違反の原因に対して内部審査を実践し、是正ア

クションを実践し、それぞれの記録を残します。 

2. 多額の罰金や規制アクションを公開します。 

リーディング

プラクティス 

1. 「グッドプラクティスレベル」の要件をカバーする指定した間隔で法

令遵守の内部監査 を実践し、是正アクションを実践します。  

 

レベル 要件 

2.2 企業倫理と説明責任  

基本プラクテ

ィス 

1. 倫理性と誠実性のビジネス慣行を含む方針を公開します。 

2. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に求められる倫理性

と誠実性の基準を伝えるための行動規範を策定します。 

3. 贈収賄や汚職、詐欺、マネーロンダリング、反競争的行動を倫理性と

誠実性の方針や行動規範で禁止します。  

4. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が倫理性と誠実性に

関連する苦情を申し立てるための内部プロセスを策定します。 
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グッドプラク

ティス 

1. 贈収賄や汚職、詐欺、インサイダー取引、口利き料、プライバシー、

贈答品、利益相反、政府関係者とのエンゲージメントなど、行動規範

の主要な倫理性と誠実性のリスクを明らかにし、対処します。 

2. 倫理と誠実性の方針と行動規範を遵守するためのマネジメントシステ

ムを確立し、実践します。 

3. 倫理と誠実性の方針と行動規範について労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）を訓練し、訓練記録を残します。 

4. ビジネス倫理と誠実性に関連するリスクと問題について、毎年内部 審

査を実施します。 

5. KYC（Know Your Counterparty：取引先確認）手続きを実践し、取引相手

のリスクに見合ったデューディリジェンス調査を行います。  

6. 政治献金が許可されている場合は、その使用に関するガイダンスを確

立し、寄付を公開します。 

7. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の内部告発者を差別

や報復から保護する秘密厳守の内部告発メカニズムを確立し、周知し

ます。  

リーディング

プラクティス 

1. 行動規範や倫理的なビジネス慣行と誠実性に関する方針の遵守につい

て内部監査を実践し、是正アクションを実践します。 

2. 倫理性と誠実性の方針と行動規範の重大な違反を公開すると同時に、

関係者のプライバシーを保護します。  

3. 立証された内部告発者の苦情の数と特性、および関連する救済

の種類を公開するとともに、内部告発者の機密性を保護します。 

 

用語集と解釈ガイダンス 

反競争的行動:企業が、商品やサービスの価格の固定や、生産や供給の制限やまたは妨害、

市場や顧客の分割、不正入札、1 つ以上の企業による支配的地位の乱用など、競争の妨害、

制限、歪曲によって貿易に影響を与えることに同意している状況を指します。9 

適用法: ファシリティが運営されている場所で重要な適用されるすべての超国家法、国内法

、州法、および地方法を指します。これには、法律、規制、法定方針 含まれ、これらに限

 
9Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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定されません。適用法と「統合鉱業基準」の要件との間に矛盾が生じる場合、ファシリティ

は、適用法の違反になる場合を除き、より高い基準を遵守します。10 

贈収賄:信頼されている地位の「不適切な利用」や、公平に、あるいは誠実に実行されるこ

とが期待される職務の「不適切な履行」に伴う金銭的またはその他の便宜を要求し、同意し

、またはそれを受領することを指します。11 

企業倫理:倫理的価値観を企業基準と行動に適用します。  

行動規範:労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）のアクションに関する一連の期

待項目と基準を定める原則と価値観の声明。これには、組織とそのスタッフ、その他の人員

に対する最低限のコンプライアンスと懲戒処分が含まれます。これは、管轄区域のリスクプ

ロファイルと運営状況に合わせて調整できます。12 

利益相反:利益相反は、組織または個人が、職場での判断や決定、または行動が損なわれる
おそれのある個人的な利害を含む相反する利害を持っている場合に発生します。 

相談または協議:相談や協議の目的は、情報共有と意思決定の双方向のプロセスで、ステー

クホルダーの問題と優先事項（不利な立場にあるグループや社会的弱者であるグループのニ

ーズを含む）、および企業やファシリティの懸念やニーズに同時に対処することです。包括

性と文化性に配慮した方法で実施します。エンゲージメントと協議の目的は、意見を聞くだ

けでなく、全関係者が相互理解し、対応力を高め、全関係者に影響を与えるおそれのある問

題を議論し、管理することです。13 

汚職:汚職とは、非合法な手段を通じて私的利益や商業的利益を得ようとする違法または不

適切な行動です。あらゆる種類の贈収賄が 汚職の一形態であり、汚職には、権力の乱用や

恐喝、詐欺、欺瞞、談合、カルテル、横領、マネーロンダリングも含まれます。14 

倫理的なビジネスプ慣習と誠実性方針:組織が直面する倫理性と誠実性のリスクを防止し、

対処するための方針です。これは、単独に設定される場合もあれば、より広範な方針の一部

を形成する状況も、企業レベルの方針から採用することもできます。 

詐欺:金銭的または個人的な利益をもたらすことや、他者に損失を与えることを意図した不

法な、あるいは犯罪的な欺瞞や、虚偽の陳述を指します。 

贈答品:贈答品とは、賞品や少額のお礼の品で、文化的に認められている意思表示や提供な

ど、名目上の価値のあるものです。大口の慈善寄付やスポンサーシップ、地域貢献、商業的

な状況で提供される多額の歓待費などの贈答品は、贈収賄のリスクが高くなります。15  

接待:第三者との食事やエンターテイメント、スポーツイベント、文化イベント、募金イベ

ント、コンサート、演劇などを含む行事や祝賀会を指します。 

インサイダー取引:受託者責任またはその他の信頼関係に違反して、証券に関する重要な非

公開情報に基づいて証券を購入または販売することです。インサイダー取引違反は、そのよ

 
10 RJC 行動規範（2019）および ASI 用語集（2022）より引用  
11Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
12ASI 用語集（2022）より引用 
13Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
14Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
15RJC 行動規範（2019）より引用 

https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-2019-V1.2-Standards-updated-130623.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-2019-V1.2-Standards-updated-130623.pdf
https://aluminium-stewardship.org/wp-content/uploads/2022/05/ASI-Glossary-V1-May2022.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://aluminium-stewardship.org/wp-content/uploads/2022/05/ASI-Glossary-V1-May2022.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-2019-V1.2-Standards-updated-130623.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-2019-V1.2-Standards-updated-130623.pdf
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うな情報を元に助言した者やその助言を受けた者による証券取引、およびそのような情報を

悪用する者による証券取引も含まれる場合があります。16 

Know your Counterparty （KYC）取引先確認：マネーロンダリングやテロ資金供与と戦うため
に確立された KYC原則は、取引するすべての組織を特定し、取引関係の正当性を理解し、合

理的な範囲内で、異常または疑わしい取引パターンを明らかにして対応することが企業に求

められます。17 

法令遵守:適用法が本基準の要件と異なる場合、ファシリティは現地の法律を遵守するとと

もに、より高い基準に従えるように努めます。本基準のさまざまな「パフォーマンスエリア

」にわたる要件には、「現地の法律に準拠している」などのフレーズは重複するため含まれ

ていません。 

マネーロンダリング:犯罪行為による収益の取り扱いや所有は、その違法な出所を隠すため

に偽装されて行われます。18 

法的義務の登録:ファシリティによる法的義務の特定、および活動、運営、製品、またはサ
ービスに関連するその重要性の評価を指します。登録では、次のような要件を考慮します: 

− 準拠法、 

− 許可証、ライセンス、またはその他の形式の承認、 

− 規制当局が発行した命令、規則、またはガイダンス、 

− ESGパフォーマンスに関連するコンプライアンス義務（地域団体や非政府組織

、公的機関、顧客との契約を含む）19。 

登録簿は、完成度を高く使いやすいようにどのような方法で構成のものでもよいとします。

特定のトピックごとに単一の文書でもよいし、特定のトピックを扱う複数のモジュールの場

合もあります。モジュール式の構造では、全体的なマネジメントシステムの一部として、ど

のように最新の状態を維持し、管理するかを考慮します。 

規制アクション:調査、正式な苦情、制裁など、政府当局による不正行為の発見。 

多額の罰金:これは、通常、企業の方針とプロセスによって定義します。ここでは、ファシ
リティが以下の理由で罰金を科される状況を想定します: 

− 1人または複数人の負傷や病気、恒久的な部分障害、障害、死亡を引き起こした

、  

− 環境や影響を受けやすいな種、生息地、生態系、文化的に重要な地域への長期

的な不可逆的な影響を与えた、  

− 多数の地域社会（1つのステークホルダーグループ）または複数のステークホル

ダーに影響を与えた20。 

内部告発者:贈収賄や汚職の懸念および管理ミス、詐欺、違法行為、金銭的または個人的な
利益を目的としたその他の不正行為を報告した従業員やその他の人々を指します。21 

労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の内部通報メカニズム:従業員が贈収賄や
汚職の懸念、管理ミス、詐欺、違法行為、ならびに金銭的または個人的な利益を目的とした
その他の不正行為を秘密裏にまたは匿名で報告するためのシステムを指します。 

 
16 米国証券取引委員会（日付なし）より引用 

17RJC 行動規範（2019）より引用 
18Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
19ISO45001（2018）より引用 
20ASI 用語集（2022）より引用  
21RJC 行動規範（2019）より引用 

https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/insider-trading
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-December-2019.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-December-2019.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.iso.org/standard/63787.html
https://aluminium-stewardship.org/wp-content/uploads/2022/05/ASI-Glossary-V1-May2022.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-2019-V1.2-Standards-updated-130623.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-2019-V1.2-Standards-updated-130623.pdf


ド
ラ
フ
ト

   

ページ 23 / 133 
 

 

参考文献: 

• 国連（UN）、贈収賄防止条約（UNCAC） 

• 国連、グローバルコンパクトの 10原則：腐敗防止  

• 贈収賄防止ネットワーク 

 

 

パフォーマンスエリア 3:責任あるサプライチェーン  

主旨：取引関係に関するリスクベースのデューディリジェンスを実践し、ファシリティの規

模と場所、セクターや、関連する製品またはサービスの性質に適した環境、社会、ガバナン

スのリスクと影響を明らかにすることにより、サプライチェーンにおける責任ある事業活動

を促進します。  

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

2 企業倫理と誠実性 

5 人権 

6 児童労働と現代奴隷制 

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

11 セキュリティ管理 

16 小規模採掘  

17 苦情処理管理  

20 気候変動対策  

23 サーキュラーエコノミー 

 

適用範囲:セクション 3.1 は、すべてのファシリティに適用します。第 3.2 項は、鉱物または

金属を調達するすべてのファシリティに適用します（以下の適用可能性テストを参照）。  

レベル 要件 

3.1 責任あるサプライチェーン（全ファシリティに適用） 

基本プラクテ

ィス  

1. 責任あるサプライチェーン方針を公開します。  

2. ファシリティの取引関係に関連するサステナビリティリスクを優先す

るシステムを設計します。 

3. 本基準の「パフォーマンスエリア」に対するファシリティのパフォー

マンスに関する顧客からの問い合わせに対応します。 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
https://briberyprevention.com/?gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYfgVF7nClTmTUWfXwj2-mwcI24ytd2xhf_No-iUclDhcc-52DSEWoBoCIkYQAvD_BwE
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グッドプラク

ティス 

1. ファシリティのサプライチェーンの中で、サステナビリティリスクの

深刻度または可能性が高いか非常に高い最も重要な部分またはセグメ

ントを明らかにし、評価し、優先順位を付けます。  

サプライチェーンの部品またはセグメントとは、国や付加価値活動、

サプライヤー、商品などを指します。  

2. ファシリティの取引関係における高いまたは非常に高いリスクを防止

し、軽減するための合理的なアクションを講じます。  

3. 取引関係者が苦情や苦情を申し立てられる環境を整えます。 

4. 定期的にリスクを明らかにし、防止、軽減するためのアクションの有

効性に関する内部審査を実施します。 

5. 必要に応じて、ファシリティの優先取引先が悪影響を引き起こしたか

、またはその一因となった場合の救済策を支援します。 

6. サプライチェーンのデューディリジェンスのプロセス、進捗状況、予

防策、軽減策、および該当する場合は、ファシリティの取引関係に関

連する悪影響の救済策に関連するアクションを公開します。  

リーディング

プラクティス 

1. ステークホルダーがファシリティの取引先のサステナビリティリスク

に関する苦情を申し立てるためのシステムにアクセスできる環境を整

えます。 

2.  適切かつ実行可能であり、悪影響を引き起こしたか、またはその一因

となった取引関係をファシリティが認識した場合、それらの取引先と

協力して救済を支援します。 

3. 優先的な取引先や政府その他のステークホルダーと協力し、適用され

る競争法を十分に考慮したうえで、悪影響を引き起こしたか、または

その一因となった取引先に対する影響力を強めます。 

4. 国連指導原則の有効性基準に沿った苦情処理メカニズムと、事業また

はサプライチェーンにおける改善を提供または支援するプロセスを策

定するよう、優先取引先に奨励します。 

5. 優先取引先による社会的パフォーマンスや環境的パフォーマンス、ガ

バナンスパフォーマンスの向上能力の構築を可能な限り支援します。 

6. 地元のステークホルダーがファシリティのサプライチェーン方針に従

わなかった結果、事業関係を解消することによる地元のステークホル

ダーへの潜在的な悪影響を評価し、緩和することができます。 
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7. ファシリティの取引先における高リスクや非常に高いリスクの防止ま

たは軽減のための業界全体のエンゲージメントを支援します。 

8. 本基準の「パフォーマンスエリア」に対するファシリティのパフォー

マンスに関する顧客の矛盾する要件を削減し、顧客間でそれらを合理

化する方法について取引先と協力します。 

9. 取引先やその他のステークホルダーと協力して、以下の 1つ以上を含

むステークホルダーエンゲージメントの取り組みの有効性を高めます: 

a. サプライチェーンのデューディリジェンスリスク評価の一環とし

て、取引先のステークホルダーエンゲージメントの取り組みを評

価する。 

b. 影響を受けるステークホルダーやライツホルダーと協力して、優

先的サステナビリティリスクを評価する。 

c. 優先リスクを明らかにし、防止、軽減するためのアクションの有

効性に関する内部審査やこの点に関する是正アクションの実践に

ついて、ステークホルダーと協力する。 

10. サプライチェーンのデューディリジェンスプロセスや進捗状況とアク

ション、特定された実際のリスクまたは潜在的なリスクに関する情報

、およびリスクが特定された場合は、リスク軽減計画およびその計画

に対するパフォーマンスの監視結果を情報公開に含める。 

 

レベル 要件 

3.2 責任ある鉱物調達 

適用範囲  

本項は、以下の条件に該当する全ファシリティに適用します: 

鉱物または金属の調達および加工に従事する、または従事する予定である

ファシリティ。 

基本プラクテ

ィス 

1. OECDに沿った責任ある鉱物調達方針を公開します。 

2. 責任ある調達のためのデューディリジェンスシステムを設定し、実践

します。  

3. OECDに沿った（ステップ 5）レポートを完成させます。  

グッドプラク

ティス 

1. OECDに準拠したプログラム*に基づく独立監査を完了し、独立した監

査報告書を開示することにより、ファシリティが OECDに準拠したデ

ューディリジェンスシステムを実践していることを実証します。 
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リーディング

プラクティス 

1. ファシリティの鉱物と金属のデューディリジェンスシステムが以下の

項目の少なくとも 1つをカバーしていることを、OECDに沿ったプロ

グラム*で実証します**： 

a. すべてのサステナビリティリスク 

b. 採掘原料およびリサイクル原料 

c. ファシリティが悪影響を引き起こしたか、またはその一因となっ

た場合の支援または救済の提供を含みます。 

* 「統合鉱業基準」でプログラムが「OECD 適合」と認定されるための要件は、別の承認文書

に定義されます。「統合鉱業基準」事務局は、OECD 適合認定プログラムのリストを公表す

る予定です。 

** ファシリティが、リーディングプラクティスの下位要件を対象とする OECD に沿ったプロ

グラムに参加する資格がない場合、この「パフォーマンスエリア」の適合性を評価するため

に、認定を受けた独立監査人を任用できます。  

用語集と解釈ガイダンス  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、

人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の

悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  

影響を受けるステークホルダー:ファシリティの操業、アクション、決定によって影響を受け

る個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホルダ

ー」も参照してください。） 

ビジネスパートナー: ファシリティまたはファシリティを代表してその法人事務所が契約関

係にある事業体を指します。ビジネスパートナーには、請負業者や代理店、サプライヤー、

国内の仲介業者と国際的な仲介業者またはトレーダー、合弁事業パートナーがあります。ま

た、セキュリティープロバイダーや人材紹介会社など、サービスを提供する事業体、または

「統合鉱業基準」の範囲内でデューディリジェンスの対象になるその他の第三者もビジネス

パートナーです。ビジネスパートナー には、顧客や最終消費者は含まれません。22  

取引関係:ビジネスパートナーや下請け業者、フランチャイズ加盟店、投資先企業、合弁事

業パートナー、ファシリティ自身の操業、製品、またはサービスに貢献する製品またはサー

ビスを供給するサプライチェーン内の事業体との関係です。取引関係には、契約関係や「一

次」または直接関係を超えた関係が含まれます。ファシリティが実際の悪影響と潜在的な悪

 
22 Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf


ド
ラ
フ
ト

   

ページ 27 / 133 
 

影響を明らかにし、防止、軽減する能力は、取引関係の種類やその他の要因によっても異な

ります。23 

紛争地域および高リスク地域（CAHRA）:武力紛争の存在や犯罪ネットワークによる暴力を含

む広範な暴力、または人々に深刻かつ広範な危害を及ぼすその他のリスクによって特定され

た地域を指します。武力紛争には、2 つ以上の国がエンゲージメントする国際的または非国

際的な性格の紛争や、解放戦争、反乱、内戦で構成される紛争など、さまざまな形態があり

ます。高リスク地域とは、OECD の「紛争地域や高リスク地域からの鉱物の責任あるサプラ

イチェーンに関するデューディリジェンスガイダンス」の附属書 II 第 1 項に定義されている

紛争または広範または深刻な人権侵害のリスクが高い地域です。このような地域の多くは、

政治的な不安定さや抑圧、制度の脆弱さ、不安定さ、市民インフラの崩壊、広範な暴力、国

内法や国際法の違反などによって特徴づけられます。24 

デューディリジェンス：デューディリジェンスは、ファシリティが事業やビジネスパートナ

ーに関連する環境、社会、ガバナンスのリスクや影響にどのように対処するかを明らかにし

、防止、緩和、是正できる、進行中の、継続的で事前対応の、あるいは事後対応のプロセス

であり、ビジネス上の意思決定システムやリスクマネジメントシステムの不可欠な部分です

。25 

高リスクまたは非常に高いリスク:悪影響の重大さは、その可能性と深刻さの関数であると

考えられます。影響の深刻さは、その規模や範囲、修復不可能な性質によって判断します。  

• 規模とは、悪影響の重大さを指します。 

• 範囲は、影響を受けている、または受けることになる個人の数や環境被害の程度な

ど、影響の範囲を表します。 

• 修復不可能な性質とは、影響を受けた個人または環境を、悪影響が及ぶ前の状況と

同等の状況に回復する能力に何らかの制約があることを意味します。26 

採掘物:採掘物とは、鉱山（中規模や大規模、または小規模鉱山）に由来する未処理の鉱物

または金属を指します。27 

鉱物または金属加工:採掘物やリサイクル素材を入手し、精製、製錬、処理、変換、浄化、

または洗浄済みの鉱物または金属製品を製造し、下流の製造およびその他の中流または下流

のプロセスで使用するプロセスです28。鉱物と金属加工に、施設にて鉱石を精鉱やドーレ（

合金）にするミル／加工のプロセスは含まれません。  

 
23 経済協力開発機構（OECD）の責任ある企業行動のためのデューディリジェンスガイダンス（2018 年版）より

引用  
24Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
25Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
26  OECD 責任ある企業行動のためのデューディリジェンスガイダンス （2018）より引用 

27OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガ

イダンス、金に関する補足（2016）より引用 
28 基準統合鉱業基準保証プロセス（2024 年版草案）における定義に準じます。 

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
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鉱物または金属の調達: 企業が生産ファシリティで生産する主要製品に加工するための鉱物

または金属（採掘またはリサイクル済み）の受け取りを指します。 

リサイクル材料:リサイクル材料とは、鉱物または金属の加工中や製品製造中に発生するエ

ンドユーザーやポストコンシューマー、廃棄物やゴミの鉱物または金属など、以前に処理さ

れた鉱物または金属を指し、鉱物加工業者または金属加工業者またはその他の下流の中間加

工業者に戻され、新しいライフサイクルを開始します。29 

対処方法:人権への負の影響に対する救済策を提供するプロセスと、その負の影響を改善で

きる実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非

金銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や非反復の保証な

どによる被害の防止など、さまざまな形態があります。 

リスクベースのデューディリジェンス:リスクベースのデューディリジェンスとは、ファシ

リティがデューディリジェンスを実施するために講じる措置が、潜在的な悪影響の深刻度と

可能性に見合ったものでなければならず、影響の性質に合わせて調整されるべきであること

を示しています。特定されたすべての影響に一度に対処することが現実的でない場合、ファ

シリティは、悪影響の深刻度と可能性に基づいてアクションを起こす順序の優先順位を付け

ます。最も重大な影響が特定され、対処されたら、ファシリティはそれほど重要でない影響

への対処に進みます。30 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの操業に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

サプライチェーン: ファシリティがすべての材料、商品、サービスを調達する先の事業体。 

 

サプライヤー:ファシリティ自体の操業、製品、またはサービスに貢献する製品またはサー

ビスを提供するサプライチェーン内の事業体を指します。31 

サステナビリティリスク:サステナビリティリスク とは、環境や社会、ガバナンスプラクテ

ィスに関連するリスクです。対象になるリスクには少なくとも以下のものがあります: 

• UNGP（ビジネスと人権に関する指導原則）が定義する人権に関連するリスク、 

 
29OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガ

イダンス、金に関する補足（2016）より引用 
30Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
31OECD 多国籍企業責任ある企業行動ガイドライン（2023）より引用 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722599477&id=id&accname=guest&checksum=C46C255E8F18810A9F15B526BD9ED5CA
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722599477&id=id&accname=guest&checksum=C46C255E8F18810A9F15B526BD9ED5CA
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/81f92357-en.pdf?expires=1722599535&id=id&accname=guest&checksum=1050BDCABD19AC2985718B5CD49C8371
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/81f92357-en.pdf?expires=1722599535&id=id&accname=guest&checksum=1050BDCABD19AC2985718B5CD49C8371
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• OECDの「紛争地域及び高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンに関す

るデューディリジェンスガイダンス」の付属書 IIに定義される武力紛争に関連する

リスク、 

• 2024 年 6 月 13 日の欧州議会および理事会の指令（EU）2024/1760 および企業のサス

テナビリティデューディリジェンスに関する指令（EU）2019/1937 および規則（EU）

2023/2859 の改正の付属書のパート 1 およびパート 2 で定義されているリスク   

• 電池および廃電池に関する 2023 年 7 月 12 日の欧州議会および理事会の規則（EU）

2023/1542 の付録 X で定義されているリスク。 

参考文献: 

• 経済協力開発機構（OECD）責任ある企業行動のためのデューディリジェンスガイダ

ンス 

• 経済協力開発機構（OECD）の紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサ

プライチェーンのためのデューディリジェンスガイダンス（第 3版）  

• 国連（UN）、ビジネスと人権に関する指導原則  

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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パフォーマンスエリア 4:新規プロジェクト、拡張、住民移転 

主旨：新規プロジェクトや既存事業の大幅な変更や拡張による環境リスクや社会リスクと
影響を評価します。影響を受けるステークホルダーと協議して管理計画を策定します。不
本意な立ち退きや経済的住民移転を回避します。不本意な立ち退きや経済的住民移転が避

けられない場合は、ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）を適用し、

影響を受ける地域社会を関与させ、悪影響 を抑え、影響を受ける人々の生活と生活水準を

回復するか、改善します。  

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

5 人権 

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

13 地域社会への影響とベネフィット 

14 先住民 

15 文化遺産 

16 小規模採掘 

17 苦情処理管理 

18 ウォータースチュワードシップ 

19 生物多様性、生態系サービス、自然 

20 気候変動対策 

21 尾鉱管理 

22 汚染防止 

24 閉山 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」のサブセクション 4.1は、新規プロジェクト、大規
模な拡張、または既存の事業に対するその他の変更で、地域社会や労働者（労働契約に関わ
らず同じ職場で働く人）、または環境に新たな重大な影響を与える変更に適用します。サブ

セクション 4.2は、新規プロジェクトや大規模な拡張、または既存の操業に対するその他の
大幅な変更で、不本意な住民移転（立ち退きまたは経済的住民移転）につながるおそれのあ
る変更に適用します。これは、影響を受ける人々が最終的に土地収用や公益事業または同様

の法的手段のために土地収用に対する拒否権利を持たない状況です。定義については用語集

を、詳細なガイダンスについては IFCパフォーマンススタンダード 5を参照してください。

また、4.2の基本レベルでは住民移転の計画のみが対象とされているのに対し、「グッドプ
ラクティスレベル」は住民移転の実践が対象になっていることに留意してください。  

 

レベル 要件 

4.1 新規プロジェクトおよび拡張のリスクと影響評価 

基本プラクテ

ィス 

1. 新規プロジェクトや、大規模な拡張、または既存の操業に対するそ

の他の重要な変更の提案に関わる環境、社会、文化、経済の状況を

特徴付けるベースラインデータを収集し、プロジェクト設計と、ど

のリスクや影響、緩和策、そしてベネフィットを評価できるかにつ

いて情報を提供します。  

2. 新規プロジェクトや、大規模な拡張、または既存の操業に対するそ

の他の重要な変更の提案が、法域の規制に合致する場合や、その提
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案に管轄区域の規制がない場合は、IFCパフォーマンススタンダード

1に則った環境、社会、文化、経済影響評価（ESIA）を実施します。

これには、関連する場合、大気や土壌、土地、水、生物多様性、生

態系サービス、気候、排気、騒音、振動ならびに健康や安全、ジェ

ンダー、人権、先住民、住民移転、文化遺産、移民、社会的影響や

経済的影響および閉鎖が含まれます。評価では、女性や社会的弱者

、過小評価グループなど、さまざまなステークホルダーグループが

それぞれ異なる影響を受けることを検討する必要があります。  

グッドプラク

ティス 

1. ベースラインのデータ収集プロセスやリスクと影響の評価、緩和計

画の策定に、影響を受ける可能性のあるステークホルダーとライツ

ホルダーを、アクセス可能でわかりやすい、文化的に適切な方法で

エンゲージメントさせます。  

2. ESIAの一部には、既存の開発や計画上の開発の累積的な影響の評価

と代替分析が含まれます。  

3. 累積的な影響など、ESIAで特定された重大な悪影響を回避、最小化

、軽減および補償するための管理計画を策定し、実践します。 

4. 指定した間隔で管理計画に対する進行状況を監視し、必要に応じて

更新します。 

5. ESIAがプロジェクトの設計にどのように影響したかなど、ESIAの結

果を公開し、影響を受ける地域社会やその他の地元のステークホル

ダーがアクセス可能でわかりやすい方法で利用できる環境を整えま

す。 

リーディング

プラクティス 

1. ESIAのコンサルテーションプロセスの一環として、また特定された

影響に関連する場合は、女性や社会的弱者である過小評価されてい

るステークホルダーグループとの個別協議を含めます。 

2. 地元のステークホルダーやライツホルダーと協力し、影響管理計画

の共同監視を実施します。  

3. 既存の開発や計画上の開発から、緩和策に累積的な影響を与えるそ

の他の関係者と協力します。 

 
 

レベル 要件 

4.2 土地取得と住民移転  

1. 可能な限り、不本意な立ち退きや経済的住民移転を回避します。 
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基本プラクテ

ィス 

2. 立ち退きまたは経済的住民移転が避けられない場合は、新規プロジ

ェクトや拡張の計画段階で、アクセス可能で、わかりやすい、文化

的に適切な方法で、影響を受ける可能性のあるステークホルダーや

ライツホルダーと協議します。 

3. 不本意な立ち退きや経済的住民移転によって影響を受ける可能性の

あるコミュニティの社会経済的ベースライン調査と影響評価を実施

します。 

4. 立ち退きによって影響を受ける可能性のある人々に、苦情処理メカ

ニズムへのアクセス権限を提供します（「パフォーマンスエリア 17:

苦情処理管理」を参照）。 

グッドプラク

ティス 

1. 影響を受けるステークホルダーやライツホルダーと協議のうえ、土

地取得と不本意な住民移転に関する IFCパフォーマンススタンダード

5に沿った住民移転行動計画（RAP）と、該当する場合は生活再建計

画を策定します。 

2. 立ち退きまたは経済的住民移転に、伝統的に先住民が所有している

か先住民の慣習的な使用下にある土地が含まれる場合、先住民に関

する IFCパフォーマンススタンダード 7の規定を実践します（「パフ

ォーマンスエリア 14:先住民も参照）。 

3. 土地所有権に関する既存の請求や紛争を明らかにし、適用される国

際法と国内法に準拠して解決策をさぐります。 

4. 女性、社会的弱者や過小評価グループに特に注意を払いながら、不

本意な立ち退きや経済的住民移転の悪影響を回避、最小化、軽減ま

たは補償するアクションと救済策を実践します。  

5. 失われた資産を再調達価格で補償し、避難民が生活と生活水準を改

善または回復するためのその他の支援を、透明で一貫のある公平な

方法で提供します。  

6. 避難民のコミュニティや人々がファシリティから適切な開発利益を

得る機会を提供します（「パフォーマンスエリア 13:地域社会への影

響とベネフィット」13.2を参照）。 

7. 不本意な立ち退きや経済的住民移転に関連するエンゲージメントプ

ロセスや影響、計画、進捗状況を公開します。  

8. 避難民の生活と生活水準の回復ができるよう、身体的や経済的に避

難した人々の社会的地位や経済的地位をモニターします。 
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9. 住民移転行動計画の実践とモニターし、該当する場合は生活再建計

画の内部審査を実施して、ギャップに対処するための行動計画を策

定します。 

リーディング

プラクティス 

1. 避難民の生活と生活水準を向上させるプログラムを策定し、実践し

ます。 

2. 可能であれば、現地国内法に基づいて住民移転した人々の法的所有

権を確立するプロセスを促進します。 

3. 影響を受けるステークホルダーやライツホルダーと協議し、住民移

転行動計画と、該当する場合は生活再建計画の独立審査を完了し、

実践のギャップに対処します。 

4. 生活再建計画の独立審査の結果と、該当する場合は住民移転行動計

画を公開するとともに、影響を受けるステークホルダーとライツホ

ルダーの機密性を保護します。  

 

用語集と解釈ガイダンス 

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、
人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の
悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  

影響を受けるステークホルダー:ファシリティの操業、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください。）  

ベースラインデータ:変更を定量化するため、既存の条件（または定義された時点で存在し

ていた条件）の説明により、（衝突後の条件などとの）比較を行うことができる始点（プロ

ジェクト前の条件など）が得られます。 

累積的な影響:既存のプロジェクトや提案されたプロジェクトや、予想される将来のプロジ

ェクトからの複合的な影響で、単独のプロジェクトでは予想されない重大な悪影響や有益な

影響をもたらす可能性がある影響を指します32。 

経済的住民移転:「不本意な住民移転」を参照。 

拡張:ファシリティの操業、または関連ファシリティとインフラのフットプリントの変更。  

不本意な住民移転：これは、プロジェクト関連の土地取得や土地利用の制限による立ち退

き（住民移転または避難所の喪失）と経済的住民移転（資産の損失または資産へのアクセス
権限の喪失により、収入源またはその他の生計手段の損失につながる）の両方を指します。

影響を受ける人々や地域社会が、立ち退きまたは経済的住民移転をともなう土地取得や土地
利用の制限に対する拒否権を持っていない場合、住民移転は不本意であると見なします。不

本意な住民移転は、（i）合法的な収用または土地利用の一時的または恒久的な制限、およ

 
32IFC パフォーマンススタンダード 1（2012）より引用 

https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-1
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び（ii）売り手との交渉が失敗した場合に、買い手が収用に頼るか、土地利用に法的制限を

課すことができる交渉による和解時に発生します33。  

管轄区域の規制:特定の管轄区域にあるファシリティに適用される規制を指します。これら
は、国、州、州、その他の規制があります。  

生活再建計画:経済的に避難した人々や地域社会が生計を立て直せるように補償し、その他

の支援を提供する計画を指します34。  

新規プロジェクト:以前の操業活動が最小限であるか、まったくないプロジェクト（ただし

、探査段階を過ぎている）、および既存のプロジェクトに関連しないプロジェクト、または

既存のプロジェクトの一部ではないプロジェクトを指します。 

立ち退き「不本意な住民移転」を参照。  

住民移転行動計画:影響を受ける人数に関係なく、少なくとも IFCパフォーマンススタンダ

ード 5の適用要件をカバーする計画であり、失われた土地その他の資産の再調達価格での補

償が含まれます。計画では、立ち退きの悪影響を緩和し、開発の機会を明らかにし、住民移

転の予算とスケジュールを作成し、影響を受ける人々のすべてのカテゴリーの資格を確立す

るように設計します。貧困層や脆弱層、またはリスクにさらされている人々のニーズに特に

注意を払います35。  

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの操業に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

脆弱で疎外されたグループ:リスクがより高く、悪影響に対処する能力が低いという特徴を
持つ人のグループ。この種の脆弱性は、性別や年齢、障害、民族性、宗教、歴史的な排除や

疎外、または人々が資源や開発機会にアクセスする能力に影響を与えるその他の基準などの

社会経済的条件が原因の場合があります。36 

参考文献: 

• 国際金融公社（IFC）パフォーマンススタンダード 1:環境と社会のリスクと影響の評

価と管理  

• 国際金融公社（IFC）パフォーマンススタンダード 5:土地取得と住民移転  

• 国際金融公社（IFC）パフォーマンススタンダード 7:先住民族 

  

 
33IFC パフォーマンススタンダード 5（2012）より引用 
34IFC パフォーマンススタンダード 5（2012）より引用 
35 IFC パフォーマンススタンダード 5（2012）より引用 
36Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-performance-standards-2012-en.pdf
https://ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-performance-standards-2012-en.pdf
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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「パフォーマンスエリア 5:人権 

主旨：人権デューディリジェンスの管理体制と手法を実践し、国連の「ビジネスと人権に

関する指導原則」に則り、人権リスクと影響を効果的に特定、防止、軽減、救済するため
の手法を実践します。  

 

 その他の関連するパフォーマンスエリア:  

3 責任あるサプライチェーン 

6 児童労働と現代奴隷制 

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

8 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン 

9 安全で健康的で、尊重し合う職場 

11 セキュリティ管理 

12 ステークホルダーエンゲージメント 

13 地域社会への影響とベネフィット 

14 先住民 

15 文化遺産 

16 小規模採掘  

17 苦情処理管理 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。完全性
を確保するため、この「パフォーマンスエリア」には、基準内の他の密接に関連するトピッ

ク（この場合は特に「パフォーマンスエリア 3：責任あるサプライチェーン」および「パフ

ォーマンスエリア 17:苦情処理管理」と意図的に重複させています。その目的は、同じであ

るか、類似している「パフォーマンスエリア」要件が 2つある場合、それらを 1つの要件と

して実践することです。  

 

レベル 要件 

5.1 人権 

基本プラクテ

ィス 

1. 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）」に則った人権

の尊重をコミットメントとしてかかげます。 

2. 人権の促進と保護に取り組む団体や個人（人権擁護者を含む）の権

利を尊重します。 

3. ステークホルダーやライツホルダーから提起された人権に関する苦

情を受理、追跡、対応するためのメカニズムを確立し、実践します

。  

4. 人権に関する課題の管理責任者に対し、指定した間隔で人権訓練を

実施します。 

グッドプラク

ティス 

1. 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）」に沿った人権

方針を公開します。 
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2. 他者（人権擁護者を含む）の人権侵害を回避し、人権への負の影響

に対処することを意図して、ファシリティの操業によって引き起こ

されるか、その一因になっている人権リスクと影響を明らかにし、

評価するために、UNGPに合致するデューディリジェンスプロセスを

策定し、実践します。  

3. ファシリティのサプライチェーンやビジネスパートナーに関連する

人権リスクと影響を明らかにし、評価するためのデューディリジェ

ンスプロセスを策定し、実践します。これは、たとえファシリティ

がそれらの影響の一因になっていなくても、取引関係によって事業

や製品やサービスに直接関連する悪影響を防止または軽減するため

に行います（「パフォーマンスエリア 3：責任あるサプライチェーン

」を参照）。 

4. UNGPの有効性基準、セクション 31に沿った苦情処理メカニズムを

確立し、実践します（「パフォーマンスエリア 17:苦情処理管理」を

参照）。 

5. UNGPに従って、ファシリティが引き起こしたか、その一因となった

人権への負の影響の救済を可能にするプロセスを提供するか、これ

に協力します。 

6. 操業や操業状況が深刻な人権侵害のリスクをもたらす場合、影響へ

の対処や救済方法が、対象者がアクセスでき、対応の適切性を評価

するために十分な情報を提供し、影響を受けるステークホルダーや

ライツホルダー、社員、または商業上の機密性にリスクをもたらさ

ない方法で公開します。 

7. UNGPの実践に関する有効性の内部審査を指定した間隔で少なくとも

3年ごとに実践します。 

リーディング

プラクティス 

1. 人権の目的や人権パフォーマンスに関する目標を、ファシリティや

サプライチェーンおよび取引関係において設定し、進捗を測定し、

それらに対して公に報告します。 

2. ステークホルダーやライツホルダーと協力し、ファシリティにおけ

る UNGPの実践の有効性に関する独立審査を完了します。  

3. 人権擁護活動家と積極的に関わり、人権デューディリジェンスのプ

ロセスに情報を提供します。 

 

用語集と解釈ガイダンス  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、
人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の
悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  
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影響を受けるステークホルダー:ファシリティの操業、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください）。 

ビジネスパートナー: ファシリティと契約関係にある事業体を指します。ビジネスパートナ

ーには、請負業者や代理店、サプライヤー、国内の仲介業者と国際的な仲介業者またはトレ

ーダー、合弁事業パートナーがあります。また、セキュリティープロバイダーや人材紹介会

社など、サービスを提供する事業体、または「統合鉱業基準」の範囲内でデューディリジェ

ンスの対象になるその他の第三者もビジネスパートナーです。ビジネスパートナー には、

顧客や最終消費者は含まれません。37  

人権擁護者（HRDs）:国連人権高等弁務官事務所では、HRDsを「単独または集団で行動し、

人権の促進と保護のために活動する（平和的に行動する）すべての人」と定義しています。

「統合鉱業基準」では、「HRDs」という用語には環境人権擁護者が含まれ、国連では、こ

れを「個人的または専門的な立場で、平和的な方法で、水、空気、土地、動植物を含む環境

に関連する人権を保護し、促進するために努力する個人やグループ」と定義しています。人

権を促進し、保護するための HRDsのアクションは、公共への抗議や言論、キャンペーンな

どさまざまです。ファシリティは、その操業に直接関係のない個人またはグループである可
能性のある擁護者の目的に同意しない場合があり、彼らが間違っているか正しいかを判断す

るのはファシリティの責任ではありません。ただし、HRDsは、世界人権宣言に定義されて

いる人権の普遍性を受け入れ、自分たちの主張を前進させるために平和的な手段の活用が求

められます。HRDsは、強制、搾取、非暴力的虐待など、暴力を用いる手段を用いることは

できません。 

人権デューディリジェンス（HRDD）:ファシリティが人権への負の影響にどのように対処す
るかを明らかにし、防止、軽減、説明するために従う必要がある継続的なリスク管理プロセ

スを指します。HRDDには、人権に与える実際の影響と潜在的な影響の評価、調査結果の統

合と対応、対応の追跡、影響の対処方法の伝達という 4つの主要なステップが含まれます。

ファシリティは、特定のサプライヤーや顧客の経営状況、関連する特定の事業、製品、また

はサービス、あるいはその他の関連する考慮事項など、人権への負の影響のリスクが最も大

きい一般的な領域を明らかにし、人権デューディリジェンスにおいて優先します。 

対処方法:人権への負の影響に対する救済策を提供するプロセスと、その負の影響を改善で

きる実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非

金銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や非反復の保証な

どによる被害の防止など、さまざまな形態があります。 

ライツホルダー: ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。状況によっては、往々にして、先住民のように人

権が十分に認識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。38 

人権に対する深刻な影響:規模、範囲、修復不能性の特性の 1つ以上において深刻である人

権に対する負の影響を指します。規模とは、人権に対する影響の重大さを意味します。範囲

 
37 Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
38ICMM 人権デューディリジェンスガイド（2023）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/2023/hrdd-guidance
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とは、影響を受けるか影響を受ける可能性のある個人の数を意味します。修復不能性とは、

影響を受けた人々が以前の権利の享受を回復することが容易であるか否かを意味します39。 

ステークホルダー:営利団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの操業に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。ステークホルダーには、地域社会や政治家、商業関係の企業や工業関係の企業、

労働組合、学者、宗教団体、全国の社会団体や環境団体、公共部門の機関、メディアが含ま

れる場合があります。正当な代表者には、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知

識を持つ、労働組合の他、市民社会組織、その他の人々が含まれます。40 

サプライチェーン: ファシリティがすべての材料、商品、サービスを調達する先の事業体。 

 

参考文献: 

• 民間警備サービスプロバイダーのための国際行動規範（ICoCA）  

• 国連（UN）、ビジネスと人権に関する指導原則  

• 安全保障と人権に関する自主原則  

• 安全と人権に関する自主原則実践ガイダンスツール（IGT） 

• ICMM人権デューディリジェンスガイダンス  

  

 
39 ICMM 人権デューディリジェンスガイド（2023）より引用 
40Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://icoca.ch/the-code/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2021/11/Implementation-Guidance-Tools_English.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-performance/2023/guidance_human-rights-due-diligence.pdf?cb=80549
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/2023/hrdd-guidance
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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パフォーマンスエリア 6:児童労働と現代の奴隷制  

主旨：15 歳未満の子どもの雇用、およびあらゆる形態の現代奴隷制を禁止、防止、救済の

対象とし、18 歳未満の若年労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が危険な労働

を含む最悪の形態の児童労働にさらされるのを防ぎます。これらの要件は、ILO 条約 138 号

、182 号、29 号、105 号に準拠しています。  

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

3 責任あるサプライチェーン 

5 人権 

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。この「

パフォーマンスエリア」の内容は、ファシリティによる直接雇用、またはその請負業者を通

じて、ファシリティに関連する児童労働および現代の奴隷制の事例を禁止、防止、是正する

ことに特に焦点を当てています。  

レベル 要件 

6.1 リスク、軽減、運営パフォーマンス 

基本プラク

ティス 

1. ILO 条約第 29 号および第 105 号条約に従い、直接的または間接的に現

代の奴隷制にエンゲージメント、容認、支援しないという公の方針を

持ち、現代の奴隷制の事例が特定された場合には、それに対処するた

めの不作為を禁止します。 

2. ILO 条約第 138 号および第 182 号に則り、15 歳未満の子どもを直接的ま

たは間接的に雇用しないという公の方針を有します（または、経済フ

ァシリティや教育ファシリティが十分に整備されていない法域におい

ては、関連する労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）団体

と協議した後、そのようなものが存在する場合には、最低年齢を 14 歳

と定めることができます）。18 歳未満の労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）を最悪の形態の児童労働や危険な労働にさらさず

、児童労働の事例が特定された場合に対処するためのアクションを求

めます。 

3. 児童労働と現代の奴隷制のリスクを明らかにし、評価します。 

4. 特定されたリスクに基づき、ファシリティの運営において、ILO の現代

奴隷制の指標に関連するリスクを軽減するためのプラクティスを実践

します。 
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5. 特定されたリスクに基づき、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で

働く人）の年齢確認メカニズムの実践など、ファシリティの運営にお

ける児童労働のリスクを最小限に抑え、軽減するためのプラクティス

を実践します。 

6. 15 歳から 18 歳までの労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

がファシリティで雇用されている場合、特定されたリスクに基づいて

適切な措置を講じ、彼らの健康、安全、モラル、福祉を保護します。 

7. 児童の権利に対する侵害または現代の奴隷制の事例が ファシリティの

オンサイトまたはオフサイトでの運営中に見つかった場合、生命また

は安全に対する即時の危害を止めるために直ちに行動します。ファシ

リティが行動を起こす能力がない場合は、児童労働や現代奴隷制の事

例を関係当局に報告し、児童または労働者（労働契約に関わらず同じ

職場で働く人）を危険から守ります。  

グッドプラ

クティス 

1. 特定されたリスクに基づき、請負業者に対し、契約要件に含めること

により、ファシリティの運営およびファシリティの運営をサポートす

るオフサイトの作業現場で、現代奴隷制の ILO 指標に関連するリスクを

軽減するためのプラクティスの実践を求めます。 

2. 契約要件に含めることにより、請負業者に対して、児童が仕事に従事

しているリスクが特定されている場合、上記の 基本プラクティス 4 と

5 で実践されたものと同様のプラクティスの実践を求めます。 

3. 直接採用や人材紹介会社を通じた採用の場合は、「雇用主の支払い原

則」 に沿ったプラクティスとプロセスを策定し、労働者（労働契約に

関わらず同じ職場で働く人）の個人文書の保留を防止します。 

4. 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿ったリスクベースの

救済フレームワークを作成します。  

5. 児童の権利に対する危害または現代奴隷制の事例が発生した場合、直

接または供給者／請負業者を通じて、ファシリティに関連する児童労

働や現代奴隷制の事例の概要、およびそれらの事例を軽減および是正

するために講じられた措置を公開し、地元のステークホルダーが利用

できる環境を整えます。 関係する子供や労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）の安全、プライバシー、身元が、報告全体を通じ

て権利に適合した方法で保護されるように注意を払います。 
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リーディン

グプラクテ

ィス 

1. ファシリティに児童労働と現代奴隷制の明らかなリスクがある場合は

、「グッドプラクティス 4」に従って策定された修復フレームワークの

実践と監視について、関連するステークホルダーと協力します。 

2. 是正措置を実践した場合は、是正プロセスの有効性とその成果を監視

して内部審査を実践し、再発防止のためのプラクティスを変更するか

実践します。 

3. 内部監査プログラムを確立して実践するか、共有リスクと責任の原則

に基づいて独立したリスクベースの監査プログラムに参加して、サプラ

イヤーに対してデューディリジェンスを実践し、現代の奴隷制のリス

クを評価します。 

用語集と解釈のガイダンス: 

児童労働:児童労働の定義は、国連児童の権利条約、ILO 第 138 号、最低年齢条約、ILO 第 182

号、最悪の形態の児童労働に関する条約（表 A.1 を参照）に準じています。ILO によると、

児童労働とは、（i）精神的、肉体的、社会的、道徳的に危険であり、子供に害を及ぼし、

（ii）学校に通う機会を奪い、早退を強制し、または学校への出席と過度に長い重労働と組

み合わせることを要求することにより、彼らの学校教育を妨げ、または（iii）最低年齢（15

歳に設定されている）未満の子供が行う仕事を指します。41 

雇用主の支払い原則:42雇用主の支払い原則:労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

が仕事にお金を払うことはなく、採用の費用は労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く

人）ではなく雇用主が負担します。人権とビジネス研究所（IHRB）は、移民労働者が海外で

の求人、職業紹介のために、代理店やブローカーに手数料を支払うことが多いと述べていま

す。手数料には、採用自体を始め、旅費やビザ、管理費その他さまざまな形態の不特定の「

手数料」や「サービス料」などの費用が含まれる場合があります。IHRB は、雇用主に対し

、以下のことを推奨しています:  

o 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の採用にかかる費用を全額支払

う  

o 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が仕事を確保するために保証金

や保証金を支払う必要がなく、また、採用手数料や費用を賄うための払い戻しす

る必要がないようにする。 

 
41OECD「鉱物サプライチェーンにおける最悪の形態の児童労働を明らかにし、対処するための企業のための実践

的アクション（2017）より引用  
42IHRB 求人手数料（2016）より引用  

https://web-archive.oecd.org/2017-05-02/435523-Practical-actions-for-worst-forms-of-child-labour-mining-sector.pdf
https://web-archive.oecd.org/2017-05-02/435523-Practical-actions-for-worst-forms-of-child-labour-mining-sector.pdf
https://www.ihrb.org/pdf/reports/IHRB_Briefing_Recruitment_Fees-May-2016.pdf
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現代の奴隷制の ILO 指標:現代の奴隷制の ILO 指標は、ILO の刊行物「強制労働の ILO 指標」

に掲載されており、次の 11 の指標が含まれます:脆弱性の乱用や欺瞞、移動の制限、孤立、

身体的暴力や性的暴力 

、威嚇および脅し、身分証明書の保管、賃金の源泉徴収、借金による束縛、虐待的な労働お

よび生活条件、過度の残業。これらの指標の詳細な説明は、ILO の文書に記載されています

。 

現代の奴隷制:現代の奴隷制は、囚人労働や借金による束縛、人身売買、強制結婚、奴隷制

、その他の奴隷制のような慣行を含む、強制労働や拘束労働、不本意な労働、搾取労働など

、脅迫や暴力、強制、欺瞞、権力の乱用のために人が逃げたり拒否したりすることができな

い搾取の状況が対象です43。ファシリティまたは企業が、カナダ、米国、オーストラリア、

EU などの国内法要件を通じて報告を義務付けられている場合、児童労働または現代の奴隷

制の事例が含まれ、報告書の公開を条件に、「グッドプラクティス 5」に基づく開示要件に

対処した根拠としてこれらの報告書を使用できます。 

モラル:児童労働の文脈では、ILO の最悪の形態の児童労働条約第 182 号第 3 条に規定されて

いる最悪の形態の児童労働には、児童の健康や安全またはモラルを害するおそれのある労働

が含まれ、これには、売春、ポルノの制作、またはポルノパフォーマンスのために子供を調

達または提供などの児童が身体的、心理的または性的虐待にさらされる労働が含まれます。 

対処方法::人権への負の影響に対する救済を提供するプロセスと、その負の影響を是正でき

る実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非金

銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や非反復の保証など

による被害の防止など、さまざまな形態があります。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

最悪の形態の児童労働:最悪の形態の児童労働は、ILO の最悪の形態の児童労働条約第 182 号

によって次のように定義されています: 

 
43国連奴隷制条約（1926）および奴隷制の廃止、奴隷貿易および奴隷制に類似した制度および慣行に関する国

連補足条約（1956）より引用 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/slavery-convention
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/supplementary-convention-abolition-slavery-slave-trade-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/supplementary-convention-abolition-slavery-slave-trade-and
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o あらゆる形態の奴隷制または奴隷制に類似する慣行（子どもの売買および人身売買

、借金による束縛および農奴制、強制労働（武力紛争で使用する子どもの強制的な

徴兵を含む）、 

o 売春、ポルノの制作、またはポルノパフォーマンスのための児童の使用、調達、ま

たは提供、  

o 違法行為、特に関連する国際条約に定義されている薬物の製造および取引のための

児童の使用、調達または提供、  

o その性質または実施される状況により、子供の健康、安全、またはモラルを害する

おそれがある労働。  

参考文献: 

• 国際労働機関（ILO）最低年齢条約 138  

• 国際労働機関（ILO）最悪の形態の児童労働条約 182  

• 国際労働機関（ILO）強制労働条約 29  

• 国際労働機関（ILO）強制労働の廃止に関する条約 105  

  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=normlexpub:12100:0::no::P12100_ilo_code:C138
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://gsphub.eu/conventions/Abolition%20of%20Forced%20Labour%20Convention,%201957%20(No.%20105)
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パフォーマンスエリア 7:労働者（労働契約に関わらず同じ職場

で働く人）の権利 

主旨：労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の公正かつ適切な雇用条件の権利

、結社の自由 と団体交渉の権利を尊重します。職場での差別やハラスメントを禁止、防止
、是正し、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の苦情に対処するための効果
的なメカニズムを提供します。これらの要件は、ILO条約 1号、14号、87号、95号、98号

、100号、131号、132号に準拠しています。  

 

 その他の関連するパフォーマンスエリア:  

5 人権  

6 児童労働と現代奴隷制 

8DE＆I 

9 安全で健康的で、尊重し合う職場 

10 緊急事態および危機への備えと対応 

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

17 苦情処理管理 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべての職場（事業場）に適用します。この

「パフォーマンスエリア」で使用される労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）（

workers）の定義には、その職場を勤務地として契約を結んでいる直接雇用者と、その職場

の常用労働者、派遣労働者、業務委託の請負業者または下請け業者などの自社と異なる第三

者と雇用契約を結んでいる間接雇用の労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の両
方が含まれます。の両方すべてが含まれます。この「パフォーマンスエリア」の要件は全労
働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）はその職場で働いている全労働者（
workers）に適用されますが、これらの要件を満たすためのアクションは、直接雇用労働者

（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）（（社員）と、その職場の直接雇用者ではない、間

接雇用の労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）（請負業者、派遣労働者（労働契

約に関わらず同じ職場で働く人）など）では異なる場合があるので注意してください。  

レベル 要件 

7.1 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利リスク、軽減、および運営パ

フォーマンス 

基本プラクテ

ィス 

1. 公正で適切な雇用条件、結社の自由、団体交渉、差別やハラスメント

からの保護、不当な懲戒慣行など、労働者（労働契約に関わらず同じ

職場で働く人）の権利を尊重することを公に約束し、責任ある採用慣

行を適用します。 

2. 職場における女性の昇進と公正な待遇に対する格差を明らかにし、そ

の格差の排除をコミットメントとしてかかげます。  

3. 性別や性同一性、性的指向、出身、先住民、年齢、民族、身体能力の

状態、所属宗教、社会経済的背景やその他の過小評価のカテゴリーに

関係なく、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利と

利益を尊重することをコミットメントとしてかかげます。 
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グッドプラク

ティス 

1. レベル「基本プラクティス」で概要を述べた労働者（労働契約に関わ

らず同じ職場で働く人）の権利に対するリスクを明らかにし、評価し

、これらのリスクを軽減し、これらの労働者（労働契約に関わらず同

じ職場で働く人）の権利の尊重を示すことを実証します。  

2. 女性の権利と利益を尊重するための方針を実践します。これまでの労

働慣行に拘らず、ジェンダーの違いに基づき業務の割当をしたりあら

ゆる形態の差別やハラスメント、女性の職場への積極的な参加に悪影

響を与える行動をしません。 

3. 雇用開始時、および雇用条件が変更されたときには、労働者（労働契

約に関わらず同じ職場で働く人）に対して、彼らが理解し、雇用条件

を明確に記載した労働契約書で雇用条件を周知します。 

4. パートタイム労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）のため

など、その雇用市場内で競争力のある報酬を表す公正な賃金と福利厚

生を労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に報酬として与

えます。 

5. 同一価値の労働に対して、福利厚生など、平等な報酬を提供します。 

6. 公正で競争力のある報酬の提供をするために、信頼できるベンチマー

クを使用して、指定した間隔で労働者（労働契約に関わらず同じ職場

で働く人）の報酬の内部審査を実施します。  

7. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に関する情報提供依

頼があった場合は、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

に以下の事項を明確に周知します:  

a. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の情報または

使用される目的。 

b. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）がそこで勤務

していることを公表しても良いか、または（かつ）秘密かどう

か。 

c. ｂを受け入れた場合、情報提供後の結果分析の連絡時に、労働

者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の匿名性を保護す

るためのメカニズム。 

d. 収集されたデータまたは情報の使用目的およびプライバシーを

保護するための安全な保管方法。 

8. 職場が寮、社宅など宿泊施設を提供する場合、安全性、修繕、衛生に

ついて合理的な基準を維持します。寮費などの宿泊費が発生する場合

は、市場価格を超えない価格とします。労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）が職場で十分な食料、衣類、水、衛生設備を利用

できる状況を整えます。  
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9. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の所定労働時間の合

計が週 48時間を超えず、時間外労働が週 12時間を超えないことを実

証する仕組みを確立します（シフト勤務（フライ・イン・フライ・ア

ウトのローテーションを含む）または継続的に実施されるプロセスの

場合の平均で計算）。現地の法律または団体交渉協定で、時間外労働

を含めて週に 60時間未満の労働時間が要求される場合は、これらが

優先されます。 

10. 7日のうち少なくとも 1日の休暇と勤務時間中の休憩時間を設け、シ

フト勤務または連続して行われるプロセスの場合に平均して計算しま

す。 

11. 労働時間の例外が適用される場合は、自発的に時間外労働を提供し、

時間外労働が労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に及ぼ

す健康と安全への影響を評価し、それらの影響を最小限に抑え、軽減

するための関連する保護手段を提供します。 

12. 妊娠中の労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の健康と福

祉を保護し、支援するための適切な措置を講じます。 

13. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が選択した労働組合

の結成、加入、組織の権利、および使用者と団体交渉する権利を労働

者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に通知します。 

14. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の代表者が代表者と

しての機能を実行できるように職場のメンバーとのアクセス手段を提

供します。 

15. 責任ある採用を実証する手順を確立します（用語集で定義）。  

16. 経営陣と労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に、その役

割と責任に応じたパフォーマンス管理と懲戒手続き（就業規則などの

人事制度）を通知し、必要に応じて教育を実施します。 

17. 雇用慣行の有効性に関する内部審査を実践し、指定した間隔で実践の

ギャップに対処します。 

リーディング

プラクティス 

1. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）や労働者代表と協力

して、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利に対す

るリスクを明らかにし、評価します。 

2. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）や労働者代表と協力

して雇用慣行の有効性に関する内部審査を実施します。 

3. パートタイム労働者を含み、生活賃金に相当する公正な賃金と福利厚

生を労働者に報酬として与えます。 

4. 次のうち 1つ以上の法定要件を超える福利厚生を労働者（労働契約に

関わらず同じ職場で働く人）に提供します:1） 年次休暇、2） 育児休

業、3） 傷病手当金および介護休業、4） 年金拠出金。 
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5. レベル「グッドプラクティス 17」の審査で特定された労働者（労働

契約に関わらず同じ職場で働く人）の報酬と福利厚生の不平等のパタ

ーンを見直して、明らかにし、対処します。 

6. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が投票権などの政治

的権利を行使するための休暇を労働者（労働契約に関わらず同じ職場

で働く人）に与えます。 

7. 人材紹介会社からの労働者の権利への悪影響のリスクを明らかにし、

評価し、対処します。  

8. 印材紹介会社からの労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

の権利に関する方針を適用します。 

 
 

レベル 要件 

7.2 従業員と請負業者の苦情処理メカニズム 

基本プラクテ

ィス 

1. 職場の労働者が提起した問題や懸念を受領、追跡、対応するための苦

情処理メカニズム（苦情を訴えた者に対する差別、ハラスメント、ま

たは報復からの保護、および苦情を提起した者の守秘義務を含む）を

確立し、実践します。 

2. 苦情処理メカニズムの管理に対する責任と説明責任を割り当てます。 

3. 苦情処理メカニズムが利用できることを労働者に周知します。 

4. 苦情処理メカニズムに関する苦情処理管理の責任を負う労働者に教育
を実施します。 

グッドプラク

ティス 

1. 苦情処理メカニズムの設計について、影響を受ける可能性のある労働

者やその代表組織と協議し、苦情を評価して対処するための明確なプ

ロセスステップやタイムラインやマイルストーンの概要を述べます。  

2. 解決について苦情を申し立てた労働者関与させ、必要に応じて苦情や

救済の状況に関する最新情報を提供し、合意の得られたタイムライン

に従って問題や懸念が処理されたら結果を伝えます。 

3. 苦情処理メカニズムを通じて報告されたように、職場環境が原因でが

引き起こしたか、助長した人権への負の影響を救済するか、他の正当

なプロセスを通じてこれらの影響の救済に協力します。 

4. 内部審査を実施し、指定した間隔で苦情処理メカニズムを更新し、そ

の一環として、メカニズムの使用経験と改善のための提案について労

働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）をエンゲージメントさ

せます。 
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5. 苦情処理メカニズムを通じて提起された問題と懸念の数と種類、その

ような問題への対応、解決、是正のために取られたアクションの種類

について、苦情申立人の機密保持と保護に関する規定を踏まえて、企

業レベルの経営陣に報告します。 

6. 苦情処理メカニズムの実践、および職場の苦情処理メカニズムに報告

された問題の数と種類について、労働者（労働契約に関わらず同じ職

場で働く人）に最新情報を提供します。 

リーディング

プラクティス 

1. 苦情処理メカニズムを労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人

）と共同設計するか、改善を統合します。 

2. 苦情処理メカニズムの有効性について、労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）の代表と協力して内部審査を実施します。 

3. パターンについて提起された苦情を審査し、根本的な原因を評価し、

指定した間隔で労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）と協

議して予防アクションを講じます。 

4. その職場の苦情処理メカニズムで解決されない苦情について、他の正

当な救済手段へのアクセス権限を提供するエスカレーションプロセス

を策定します。 

用語集と解釈ガイダンス 

悪影響：その職場が引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、人権

や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の悪影
響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。 

団体交渉:従業員と労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が、自分たちの関係に
ついて話し合い、交渉するための自発的なプロセスまたは活動です。特に、取り上げるのは

、労働条件および、雇用主、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）、およびそれ

らの組織間の関係の規制です。団体交渉の参加者には、雇用主自身またはその組織、労働組

合、または労働組合が不在の場合は労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が、制
約なく指名した代表者が含まれます。44 

差別:ある人が、その人の能力や仕事の固有の要件に関連しない特性を理由に、他の人より

も不利に扱われている状況を指します。すべての労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働
く人） と求職者は、職務を遂行する能力以外の属性に関係なく、平等に扱われる権利があ

ります。差別の禁止根拠には、年齢やカースト、障害、民族や出身国、性別、自由で独立し
た労働組合を含む自由で独立した労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）組織への
参加、政治的所属、人種、宗教、性的指向、性別、性同一性、婚姻状況、家族の責任、社会

的背景、およびその他の個人的特性が含まれます。45 

 
44Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
45Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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同一労働に対する男女労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の同一報酬とは、
性別による差別なく定められた報酬の割合を指します（ILO 100 （1951））。 

結社の自由:労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）と使用者が、事前の許可なし
に、関係する組織の規則のみに従い、自ら選択した組織を設立し、参加する権利を指します

。46 

ハラスメント:単発であるかどうかにかかわらず、結果的に身体的、心理的、性的、または

経済的な危害をもたらすことを目的とした、そのような結果をもたらした、またはそのよう

な結果になる可能性のある、容認できない一連の行動や慣行またはその脅威を指します。47 

生活賃金:特定の場所の労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が標準的な労働週

に対して受け取る報酬であり、従業員とその家族に適切な生活水準を提供するのに十分な賃
金を指します。まともな生活水準の要素には、食料や水、住宅、教育、医療、交通、衣類そ

の他の基本的受容や、予期せぬ事態への備えが含まれます。48 

対処方法:人権への負の影響に対する救済策を提供するプロセスと、その負の影響を改善で

きる実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非

金銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や非反復の保証な

どによる被害の防止など、さまざまな形態があります。 

報酬 には、通常の賃金や基本賃金、最低賃金、給与ならびに雇用主が労働者（労働契約に

関わらず同じ職場で働く人）に直接的または間接的に支払うべき、現金であるか現物である

かを問わず、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の雇用から生じる追加の報酬

などがあります（ILO 100（1951））。 

責任ある採用:合法的に、その尊厳と人権を尊重した、公正かつ透明性のある方法で労働者
（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）を雇用することを指します。具体的には以下の内
容を意味します:  

o 求職者への採用手数料の禁止、  

o 移動の自由の尊重、 

o 雇用条件の透明性の尊重、  

o 機密保持とデータ保護の尊重、  

o 救済へのアクセス権限の尊重。49 

労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の苦情処理メカニズム:採用や職場におけ

る苦情に対処するための明確で透明性のあるフレームワークを提供する手順を指します。 

労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）:労働者（労働契約に関わらず同じ職場で

働く人）には、事業所と契約を結んでいる直接雇用労働者およびファシリティで定期的に働

いている間接雇用労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）および労働派遣業者、労
働提供者、請負業者または下請け業者などの第三者と雇用契約を結んでいる労働者（労働契

約に関わらず同じ職場で働く人）の両方が含まれます50。  

労働時間の制限:労働時間の制限を超えることが許されるのは、ILO が定義し、以下のように

定められている例外的な場合のみです: 

 
46ILO 結社の自由と団結権の保護条約 87（1948 年）より引用 
47Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
48Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
49Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
50Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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o 緊急事態または異常な状況 - 生産を大幅に中断し、通常から逸脱し、ファシリティ

の管理が及ばない事象または状況として説明される緊急事態または異常な状況で

は、週に 60 時間以上が認められることもあり、 

o シフト制 - シフト制で雇用される労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

は、3 週間以下の期間の平均労働時間がこれらの制限を超えない場合、週に 48 時

間以上、または 1 日あたり 8 時間以上働くことが可能で、 

o 継続的に実施されるプロセス - 労働時間の制限は、その性質上、連続したシフトで

実施する必要があるプロセスでは、その超過が可能です。次の場合、労働者（労

働契約に関わらず同じ職場で働く人）は、次の条件が満たされる場合に、週に 60

時間の制限を超えて労働できます: 

▪ 現地法や国内法に違反していない、 

▪ 週あたりの平均時間数が週 60 時間を超えず（残りの時間は最大 60 時

間の残業と見なされる通常の最大 56 時間）、休息日が補償される、 

▪ 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の健康と安全への影

響の評価と、それらの影響を最小限に抑え軽減するための関連する保

護措置が講じられている、 

o 時間外労働は自発的なものであり、上記の例外を除き、標準基準労働時間に常態的

に追加されないよう注意する必要があります。 

参考文献: 

• 国際労働機関（ILO）労働時間（産業）条約 1号  

• 国際労働機関（ILO）週休日（産業）条約 14号 

• 国際労働機関（ILO）結社の自由と団結権の保護条約 87号  

• 国際労働機関（ILO）賃金保護条約 95号  

• 国際労働機関（ILO）団結権および団体交渉権条約 98号  

• 国際労働機関（ILO）同一報酬条約 100号  

• 国際労働機関（ILO）最低賃金固定条約 131号 

• 国際労働機関（ILO）の休日と賃金に関する条約（改正）条約 132号   

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C014
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C100
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C132
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パフォーマンスエリア 8:多様性、公平性、包括性 

主旨：職場での多様性、公平性、包括性 を促進するための戦略や取り組み、プロセスを実

践します。  

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

1 企業の要件 

5 人権 

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

9 安全で健康的で、尊重し合う職場 

13 地域社会への影響とベネフィット 

17 苦情処理管理 

20 気候変動対策 

 

適用範囲:8.1の要件は、企業レベルで実践され、保証されることを目的としていますが、可
能な場合は、ファシリティ レベルで実践し、保証することができます。8.2の要件は、ファ
シリティレベルで実践され、保証されることを目的としています。 

 

レベル 要件 

8.1 多様性、公平性、包括性のガバナンス（企業レベル） 

基本プラクテ

ィス 

1. 多様性に富み、公平で、インクルーシブな職場の育成コミットメン

トとしてかかげます。 

2. 多様性、公平性、包括性（DEI）の取り組みを支援するために、経営

陣の責任と説明責任を割り当てます。 

グッドプラク

ティス 

1. 会社の運営全体で DEI を改善するための目標を含む、DEI に関する戦

略を策定します。  

2. 関連する労働団体や労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人

）グループ、鉱業で過小評価されている個人など、多様な視点や経
験を持つさまざまな人々との関わりを通じて戦略を策定します。 

3. 戦略を従業員に伝え、必要に応じて外部のステークホルダーに周知
します。  

4. 戦略の主要な側面について労働者（労働契約に関わらず同じ職場で

働く人）に訓練を実施します。 

5. 上級管理職が戦略の実践を審査、更新、追跡するためのプロセスを

策定します。 

6. DEIを関連するガバナンスとビジネスプロセスに統合し、進捗状況を
公開します。 
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7. 戦略の実践について、指定した間隔で 労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）に最新情報を提供します。  

リーディング

プラクティス 

1. 経営陣と労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が特定し

た優先順序に基づいて、指定した間隔で DEIの独立審査を委託し、

結果を公開します 

2. 企業リーダーの多様な採用、維持、代表の目標を設定し、指定した

間隔で進捗状況を公開します。 

 
 

レベル 要件 

8.2 多様性、公平性、包括性マネジメント（ファシリティレベル） 

基本プラクテ

ィス 

1. 職場に DEI の文化を育むための取り組みやプロセスを導入します。 

2. DEIのエンゲージメントをサポートするための管理責任と説明責任を
割り当てます。 

3. 社内コミュニケーションの実践を採用して、アクセスしやすく、包
括的で、文化的に適切な方法で労働者（労働契約に関わらず同じ職
場で働く人）をエンゲージメントさせます。 

4. DEI に関するデータ収集と報告のための予備的な範囲を定義し、方法

を策定します。 

5. 関連する労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の多様性
指標に関するベースラインデータを確立します。  

グッドプラク

ティス 

1. 既存のプロセスの内部審査を実施して、採用やパフォーマンス管理

、スキル開発、定着率、昇進など、多様性、公平性、包括性に対す

る偏見や障壁を明らかにし、対処するためのアクションを講じます

。  

2. 多様な視点と経験を持つさまざまな人々との関わりを通じて、既存
のプロセスの内部審査に情報を提供する （関連する労働団体や労働

者グループ、鉱業で過小評価されている個人を含む）。 

3. 職場のすべての労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に

指定した間隔で DEIに関する教育を実施します。 

4. サプライヤーや請負業者に、ファシリティの DEI 推進のプロセスを周

知させ、自社のビジネスで DEIを推進するよう奨励します。 

5. 多様な視点と経験を持つさまざまな人々（関連する労働団体や労働
者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）グループ、鉱業で過小

評価されている個人を含む）との関わりを通じて、データ収集と報
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告の範囲と方法を通知します。 

6. 企業レベルでの関連する労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働

く人）の多様性指標に関する情報を公開します 

7. 関連する労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の多様性

指標の継続的な監視 と分析を実施します。 

リーディング

プラクティス 

1. 以下の目標達成を目的としたプロセスを実践します: 

a. 採用やパフォーマンス管理、スキル開発の機会、定着率、昇進

プロセスにおけるバイアスの可能性を軽減する。 

b. 経済的機会や雇用、教育訓練の機会を提供し、多様な職場を促

進する。 

c. 組織のリーダーシップやその他のレベル、およびさまざまな雇

用分野で多様な代表を実現する。 

2. DEIのレンズを通じて物理インフラのレビューを実践し、インクルー

ジョンとアクセシビリティの障壁を解決するためのプロセスを明ら

かにし、優先順位を付け、実践する。 

3. 多様な視点と経験を持つさまざまな人々との関わりを通じて、物理

インフラの審査に情報を提供する。 

4. 同業他社や関連する協会、組織、マルチステークホルダーの取り組

みと協力して、業界全体の DEIに対する体系的な障壁を明らかにし

、対処する。 

5. 多様で公平かつ包括的な採用、定着率、代表のための目標を設定し

、多様な視点と経験を持つ人々の横断的なセクションと協力する。

目標設定には、以下の作業が含まれます: 

a. パフォーマンス目標を達成するための行動計画。 

b. パフォーマンス目標に向けた進捗状況を、内部レポートと公開

レポートの両方で周知する。 

6. 多様性、公平性、包括性に関連するファシリティの方針とプラクテ

ィスの有効性について指定した間隔で内部審査を実施する。  

a. 多様な視点と経験を持つさまざまな人々と協力して、有効性の

内部審査を実施する。 

b. 全社レベルでの有効性に関する内部審査の結果を公表する 

用語集と解釈ガイダンス  

ベースラインデータ:変更を定量化するため、既存の条件（または定義された時点で存在し

ていた条件）の説明により、（衝突後の条件などとの）比較を行うことができる始点（プロ

ジェクト前の条件など）が得られます。 
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ダイバーシティ（多様性）:職場におけるダイバーシティとは、人々の間に存在する類似点
と相違点を指し、それが雇用やビジネスの機会、結果に影響を与える可能性があることを意

味します。ダイバーシティとは、個人の特性に関連する類似点や相違点だけでなく、価値観
や働き方、介護責任、階層レベル、仕事の役割などの類似点や相違点も指します。各人には

、特定する複数のグループがあり、時間の経過とともに変化し、雇用機会や結果に影響を与

え、変化させる可能性があります。51 

公平性：誰もが多様なニーズに応じて扱われ、すべての人々が同程度に参加、実行、エンゲ
ージメントできる環境を指します。52 

包括（インクルージョン）：職場での経験や、自分が何者であるかが評価されていると感

じる程度、彼らがもたらすスキルや経験、職場で他者との強い帰属意識の程度。職場でのイ

ンクルージョン感は、その人のアイデンティティや自分自身の行動、他人の行動、そして自

分が置かれている環境に関係しています。53 

 多様な視点と経験を持つさまざまな人々と交流する要件を実践する際、企業は幅広い視点
と経験を持つ人々をエンゲージメントさせることとします。これには、関連する労働団体や

労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）団体の個人が含まれ、特に鉱業界で過小評

価されがちな団体の個人に焦点を当てています。関心のある外部地域社会との関わりはファ
シリティ内部労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に過小評価されたグループの
限られた数の個人が含まれている場合、特に重要です。また、取り組みの目的は、さまざま

な業務分野（調達、財務など）の人々を巻き込むこととします。ファシリティは、すべての

人々、特に社会的弱者や疎外のリスクが高まる可能性のある過小評価グループや集団に属す

る個人に機会を提供する、包括的でアクセス可能なフィードバックプロセスとエンゲージメ

ントプロセスを計画します。すべての個人やグループがこれらのプロセスに参加するわけで

はありませんが、ファシリティは、これらのエンゲージメントの機会が利用可能であること
を実証します。  

 

参考文献: 

該当なし 

  

 
51ILO 報告「多様性と包摂性を通じた企業の変革（2022）より引用 
52カナダ多様性と包摂性のセンター（日付なし）より引用 
53ILO 報告「多様性と包摂性を通じた企業の変革（2022 年）より引用 

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@act_emp/documents/publication/wcms_841348.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@act_emp/documents/publication/wcms_841348.pdf
https://ccdi.ca/glossary-of-terms/
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@act_emp/documents/publication/wcms_841348.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@act_emp/documents/publication/wcms_841348.pdf
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パフォーマンスエリア 9:安全で健康的で、尊重し合う職場 

主旨：死亡者をなくし、労働災害、病気、疾病を予防し、前向きな健康と安全文化の中で

ケアと尊重を育むことを目標に、健康と安全のリスクを防止し、軽減するシステムを作成

することにより、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の身体的健康と心理的

健康と安全を保護、促進、維持します。これらの 要件は、ILO条約 155号、187号、および
176号に準拠しています。 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

5 人権 

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

8 多様性、公平性、包括性 

10 緊急時の準備と対応 

17 苦情処理管理 

21 尾鉱管理 

22 汚染防止 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。  

レベル 要件 

9.1 安全衛生管理  

基本プラクティ

ス 

1. いじめやハラスメント、差別、ジェンダーに基づく暴力を含む暴力

など、心理的な害がなく、安全で健康的で尊重し合う職場の実現を

コミットメントとしてかかげます。 

2. 安全で健康的で、尊重し合う職場に対する説明責任を確立します。 

3. 健康と安全のリスクと危険を明らかにし、リスクコントロールを採

用します。 

4. ファシリティの最も一般的な業務と関連するリスクを明らかにし、

それらのリスクに基づいて、当該業務の標準的な作業手順と安全な

作業プラクティスを文書化します。 

5. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が健康と安全関連

の問い合わせ、懸念、問題や事故を報告するためのメカニズムや報

告手段を確立します。 
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6. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に適切な個人用保

護具や基本的な応急処置、労働関連の医療支援、清潔で安全な水、

衛生、ジェンダーに適した現地の衛生ファシリティに無償で利用で

きるよう請負業者に求めます。  

グッドプラクテ

ィス 

 

1) 経営陣と労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の説明責

任と責任がファシリティ内のすべてのレベルで理解されていること

を実証します。 

2) 健康と安全のリスクを防止し、軽減するため、以下の機能を組み込

んだ、健康と安全マネジメントシステムを作成し、維持管理します: 

a) 健康と安全の管理階層に沿ったハザードの特定、リスク評価、コン

トロールプロセス。 

b) 重要なコントロール。  

c) 人間工学を含む産業衛生プログラムで、資格のある衛生士がリスク

とコントロールを審査します。 

d) 職場の検査。 

e) 事件報告、根本原因分析による調査およびその追跡。 

f) 有効性が限界であるか、有効性のレベルが弱いことが判明した重要

なコントロールについて、改善計画を策定し、実践します。 

g) 健康と安全の記録の保持。  

リーディングプ

ラクティス 

 

1. 指定した間隔で独立審査を完了し、コントロールが実施され、機能

し、効果を発揮していることを確認し、重要なコントロールとその

他のコントロールを区別し、継続的な改善の機会を明らかにします

。 

2. 資格のある衛生士による産業衛生プログラムの監督を確立します。  

 

レベル 要件 

9.2 心理的安全性 と尊重し合う職場 

基本プラクテ

ィス 

1. 心理的安全性と尊重に関連する事故を労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）が報告する能力を確立するか、既存のメカニズ



ド
ラ
フ
ト

   

ページ 57 / 133 
 

ムに統合します。 

グッドプラク

ティス 

1. 心理的安全性と、尊重し合う行動を既存の方針とプロセスに統合しま

す。 

2. メンタルヘルスや健康的なライフスタイルなど、健康と福祉を促進

し、奨励するためのプログラムを策定し、実践します。 

3. 心理的安全性と尊重し合う行動を促進するための方針とプロセスを

労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に周知します。 

4. 心理的安全性を促進し、主要な契約会社に尊重するための方針とプ

ロセスを周知します。 

5. 職場での無礼な行動、心理的に危険な行動、または有害な行動のイ

ンシデントを報告し、トラウマ情報に基づいた対応プロセスを策定

し、実践します。これには、以下の項目が含まれます: 

a) 継続的な改善と心理的安全性 と尊重に関連して学習する職場文化を育

むことを目的とした、同僚間の非公式のインシデント解決をサポート

するための訓練とリソース。  

b) 非公式のインシデント解決プロセスを超えたサポートや調査が必要な

懸念、苦情、提案を報告し、対応するための迅速で機密性の高い公平

なメカニズム。 

6. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）のメンタルヘルス

支援を提供するプログラムを作成する。 

リーディング

プラクティス 

 

1. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）や専門家、関連

する外部のステークホルダーと協力して、トラウマ情報に基づく

報告と対応のプロセスを見直し、必要に応じてプロセスを調整し

ます。  

2. 心理的安全性と尊重に関連して、パフォーマンス目標やターゲッ

トを設定するか、または企業レベルで設定されたパフォーマンス

目標やターゲットを適用します。これには、以下の項目が含まれ

ます: 

a) パフォーマンス目標を達成するために策定された行動計画。 

b) パフォーマンス目標に向けた進捗状況の提示と、この進捗状況に

関する内部報告。  

3. 職場設計プロセスにおける身体的安全性と心理的安全性、尊重、

アクセシビリティを改善し、既存の職場を評価して関連するリス

クを明らかにする。 
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4. 心理的安全性と尊重の原則を調達プロセスと請負業者との関係に

統合する。  

5. 心理的安全性を促進し、継続的な改善の機会を尊重し、明らかに

するためのプログラムの有効性に関する独立審査を完了する。 

6. ファシリティの労働力を供給する地域社会と協力して、心理的安

全性と尊重を促進し、支援する。  

 

レベル 要件 

9.3 訓練、行動、文化  

基本プラクテ

ィス 

1. 安全衛生上の危害とリスクに関する基本的なトレーニングを実施し、

記録を残します。  

2. 心理的安全性、尊重し合う行動、心理社会的ハザードの特定、心理社

会的リスクの評価に関する基本的な訓練を実施し、トレーニングの記

録を残します。 

グッドプラク

ティス 

1. トレーナーが提供する、安全で健康的で尊重し合う職場のトレーニ

ングと意識向上プログラムを確立します。これには以下の項目が含

まれます:  

a) トレーナーの能力評価。 

b) 必要なスキルや能力を考慮した、訓練需要の分析。 

c) トレーニング後の能力評価。 

d) トレーニング記録の維持管理。 

e) トレーニングプログラムの有効性について内部審査を実施する

ためのプロセス。 

f) 来訪者向けのオリエンテーションで、行動の期待項目と安全上

の懸念にフラグを立てる方法について説明する。  

2. 身体的危害要因と心理社会的危害要因の両方を含む危害要因の特定

とコントロールを、安全で健康的で尊重し合う行動を奨励する予防

的措置と積極的措置に焦点を当て、教育訓練および意識向上プログ

ラムに組み込む。 

3. ハザードの特定、リスク評価とコントロールの決定、ならびに健康

、安全、および尊重し合う職場の目標の設定に労働者（労働契約に

関わらず同じ職場で働く人）が参加するためのメカニズムを確立す

る。 
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リーディング

プラクティス 

1. 安全で健康的で、尊重し合う職場へのコミットメントがファシリ

ティ全体に組み込まれていることを実証します。 

2. ファシリティ管理者が、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で

働く人）との交流において、安全で健康的で尊重し合うアクショ

ンと文化へのコミットメントを反映したリーダーシップを発揮し

ていることを実証します。 

3. 指定した間隔での健康と安全の訓練プログラムの有効性に関する

独立審査を完了します。 

 

レベル 要件 

9.4 モニタリング、パフォーマンス、報告  

基本プラクテ

ィス 

1. 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の身体的安全衛生

パフォーマンスの目標や目標を設定します。 

2. 目的や目標をファシリティ内に報告するか、掲示することにより、

労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に周知します。 

グッドプラク

ティス 

 

1. 身体的安全性と心理的安全性、およびと健康の管理について、以

下の作業を通じて内部でモニタリングし、報告します: 

a) 傾向を分析して意思決定に情報を提供し、継続的な改善の指針に

なるパフォーマンス指標。 

b) 個人情報の保護に関する関連する規制保護を尊重した、心理的安

全性と尊重し合う行動に関連する報告された問題の数と種類に関

するデータのモニタリングと分析。 

c) 安全衛生と産業衛生検査のための先行指標と遅行指標の追跡と内

部報告。 

d) 健康モニタリング、怪我や病気の請求データのモニタリング、イ

ンシデント調査とその追跡。 

e) 産業衛生に関連して報告された問題の数と種類に関するデータの

モニタリングと分析。 

f) ファシリティ内での職場のモニタリング、検査、追跡アクション

の結果の周知。  

2. 身体的安全性と心理的安全性、および健康のパフォーマンスを少

なくとも年に一度は公開する。 

3. 確立された目標や目標に先行指標と遅行指標の両方を含める。 
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4. 身体的安全性と心理的安全性、および健康のパフォーマンスの内

部審査を実施し、指定した間隔での継続的な改善をサポートする

。 

5. 報告年における死亡者数ゼロの記録。 

6. 死亡者が発生した場合は、調査を実践し、根本原因と関連の要因

を軽減するためのアクションを実践する。   

リーディング

プラクティス 

 

1. 過去 4 年間のうち少なくとも 3 年間にファシリティの継続的な改

善パフォーマンス目標を達成し、過去 4 年間を通じて死亡事故の

ない職場を維持します。 

2. 身体的、心理的安全性、健康パフォーマンスに関する独立監査を

少なくとも 3 年ごとに完了し、特定された改善の機会に対処する

ための行動計画を策定し、追跡します。 

用語集と解釈ガイダンス 

経営陣と労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の説明責任と責任がすべてのレ
ベルで理解されていることを実証する - 保証プロセスでは、保証提供者は、定義された数の
労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に対して一連の面接を実施します。このよ

うな面接では、保証提供者は、個人が自分に適用される説明責任と責任を理解しているかど
うかをテストします。  

ジェンダーに基づく暴力:性別や性別を理由に人に向けられた暴力や嫌がらせ、または特定
の性別や性別の人に不当に影響を与える暴力や嫌がらせです。セクシャルハラスメントもこ
れに含まれます。54 

危険な作業:危険な作業とは、作業の性質やそれが実行される条件のために、労働者（労働
契約に関わらず同じ職場で働く人）の身体的または心理的な健康を危険にさらす作業です。 

産業衛生:産業衛生とは、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に病気や怪我を

引き起こすおそれのある職場の状況や、周囲の地域社会や環境に影響を与える可能性のある

職場の状況を予測、認識、評価、コントロールする分野です 

産業衛生プログラム:産業衛生プログラムには以下の項目が含まれます: 

o 職場での活動や環境条件（有害物質の購入や使用など）から生じる潜在的な曝露

の予測、 

o 定性的手段による曝露の特定（ウォークスルー調査、労働者（労働契約に関わら

ず同じ職場で働く人）インタビュー、目視観察など）、 

o 汚染物質のモニタリングで特定された曝露の評価、 

o 管理の階層に基づく規制曝露基準以下での管理、 

o 曝露の減少または排除におけるコントロールの有効性の評価55。 

 
54ILO 暴力及びハラスメント条約（2019 年）より引用 
55TSM 安全で健康的で尊重し合う職場のプロトコル（2023）より引用 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/06/SHR-Workplaces-Protocol-2023-ENGLISH.pdf
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現地の請負業者:これは、ファシリティ内でタスクを実行する請負業者とその従業員を指し

ます。  

心理社会的リスクと危険:  

o 心理社会的危険因子:健康へのリスクを増大させる作業環境、管理、慣行や組織の

側面の要素などの危険を指します。56 

o 心理社会的危険:仕事の内容または管理による要因により、仕事関連のストレスの

リスクが高まり、心理的危害や身体的危害につながるおそれがあります。57 

心理的安全性:対人関係のリスクを冒し、発言し、率直に意見を異にし、ネガティブな影響

や悪いニュースのうわべを良く見せようとする誘惑に負けることなく、懸念とされる事柄を

表面化しても不安を感じない気持ちです58。  

衛生士資格 - 認定衛生士とは、グローバル EHS 資格認定の委員会または全国的に同等の専門

組織が提供する認定産業衛生士資格などの認定資格認定組織、知識や訓練や経験に基づいて

資格を取得した人を指します。  

報告年 - この要件の目的上、「報告年」は、毎年のすべての死亡者を捕捉するため、ファシ
リティによる前回の自己評価公表日または外部保証の結果公表日からの期間として定義しま
す。そのため、暦年でいつ前回の評価が行われたかによって、「報告年」が 12 か月を超え

る場合があります。 

トラウマインフォームドプロセス:影響を受ける個人やグループ、ならびに非公式および公式

の対応メカニズムを通じて提起された問題への対応に関与するその他の人々の身体的、心理

的、感情的な安全性を強調します。トラウマ情報に基づいて処理されるプロセスは、トラウ

マの影響の理解と、それへの対応が基本です。これらのプロセスでは、すべての人の身体的

、心理的、感情的な安全性が強調され、罹患者がコントロールとエンパワーメントの感覚を

取り戻す機会が作り出されます。59 

健康支援:労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の健康や幸福は、物理的環境の
質と安全性から、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が自分の仕事や職場環境

、職場の雰囲気、労働組織についてどのように感じているかまで、労働生活のあらゆる側面

に関わってきます。60 

死亡者ゼロ（9.4 G5）:報告年内に業務上の死亡事故が発生したファシリティは、9.4 監視、パ

フォーマンス、報告の「グッドプラクティスレベル」の対象にはなりません。業務上の死亡

事故は、管理下にある活動から生じた労働関連の事故による従業員や請負業者または訪問者

の死亡であると定義します。死亡者がファシリティの安全統計に算入される場合、その死亡
者もこの要件に算入します。 

 
56TSM 安全で健康的で尊重し合う職場のプロトコル（2023）より引用 
57TSM 安全で健康的で尊重し合う職場のプロトコル（2023）より引用 
581999 年にエイミー・エドモンドセン博士が提唱心理的安全性とは?  
59ブリティッシュコロンビア州政府トラウマ・インフォームド・プラクティス（TIP）–参考資料（2020）より引

用 
60ILO 職場におけるウェルビーイング（2009）より引用 

https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/06/SHR-Workplaces-Protocol-2023-ENGLISH.pdf
https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/06/SHR-Workplaces-Protocol-2023-ENGLISH.pdf
https://hbr.org/2023/02/what-is-psychological-safety#:~:text=Team%20psychological%20safety%20is%20a,it's%20felt%20permission%20for%20candor.%E2%80%9D
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/child-teen-mental-health/trauma-informed-practice-resources
https://www.ilo.org/resource/workplace-well-being
https://www.ilo.org/resource/workplace-well-being
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参考文献: 

• 国際労働機関（ILO）労働安全衛生条約 155号  

• 国際労働機関（ILO）労働安全衛生条約推進枠組 187号  

• 国際労働機関（ILO）鉱山における安全衛生条約 176号  

• 国際労働機関（ILO）暴力及びハラスメント条約 190号 

  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C176
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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パフォーマンスエリア 10:緊急時の準備と対応  

主旨：緊急時の対応を管理するシステムを導入することにより、労働者（労働契約に関わ

らず同じ職場で働く人）とリスクのある人々の健康と安全を守ります。これは、緊急時の

対応を管理するシステムの導入で実現します。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

1 企業の要件 

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

9 安全で健康的で、尊重し合う職場 

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

13 地域社会への影響とベネフィット 

21 尾鉱管理 

22 汚染防止 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。これは

、ファシリティレベルでの緊急時対応計画に焦点を当てており、「パフォーマンスエリア 1: 

企業要件」のセクション 1.5「危機管理とコミュニケーション」で説明されている企業レベ

ルの危機計画に直接関連しています。  

 

レベル 要件 

10.1 緊急時の準備と対応計画  

基本プラクテ

ィス 

1. 信頼できる潜在的な緊急事態シナリオと、それらが危機にエスカレ

ートする可能性を明らかにします。これらには、操業の中断や失敗

、自然災害、紛争や市民の混乱、公衆衛生上の危機などが含まれま

すが、これらに限定されません。 

2. 指定した間隔で、特定されたシナリオに基づいて、内部リソースと

外部リソースの両方の緊急対応能力評価を実施し、リソースや設備

など、特定されたギャップに対処します。  

3. 特定されたシナリオに対処する緊急事態や危機の備えと対応計画を

策定し、人命の損失や負傷および労働者（労働契約に関わらず同じ

職場で働く人）や地域社会、環境、財産の健康と安全への影響を回

避し、最小限に抑えます。 

4. 企業の危機管理チームを含めて、明確な役割、責任、報告体制から

なるファシリティの 緊急時と危機対応チームを設立し、新しいメン

バーにその役割と責任を理解させます。 

 

 

 
 
 

 
 

1. 緊急時対応チームのメンバーが EPRPで効果的に責任を果たすた

めに必要なトレーニングを受けられるように、ニーズに基づいた

トレーニングプログラムを作成して実践します。 

2. 緊急時と危機対応チームを活性化する通報メカニズムは、少なく

とも年に 2回テストします。 
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グッドプラク

ティス 

3. 緊急事態が危機に発展した場合に、企業の危機対応チームと調整

する仕組みを作成します。 

4. 危機コントロールファシリティ、危機対応ファシリティを設立し

ます。 

5. 緊急時管理と危機管理の手順に精通した従業員トレーニングプロ

グラムを確立します。 

6. 特定された潜在的な緊急事態シナリオに基づいて、影響を受ける

可能性のある地域社会を明らかにしてエンゲージメントさせ、彼

らが EPRPの地域社会を基本にした観点から取り組みに協力する

かどうか、またどのような形で協力したいかを判断し、そのエン

ゲージメントの成果に基づいて彼らと協力体制を整えます。 

7. 緊急時に、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）や地

域社会、公共機関、地元の一次対応機関、地方自治体、メディア

を含む可能性のある主要なステークホルダー との効果的で最新の

コミュニケーションを維持するメカニズムを作成します。  

8. 少なくとも年に一度、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働

く人）に緊急事態を警告する通報メカニズムをテストします。 

9. 地域社会や主要なステークホルダー とのコミュニケーションを、

関連する地域社会や主要なステークホルダーと共同で決定された

頻度で維持するためのメカニズムをテストします。  

10. 少なくとも年に一度、または人員が交代したときに、地元の一次

対応機関（存在する場合）の上級メンバーと会って、緊急対応の

調整と地域の緊急対応能力との整合性を維持します。 

11.  内部審査を実施し、以下のタイミングで緊急時計画と危機管理計

画を更新します: 

a) 連絡先情報を更新する計画の実践に関連する人員の変更があった

とき、 

b) いずれかの計画が実施された後、インシデント後の影響評価の一

環として、 

c) 特定された緊急事態または危機のシナリオに重大な変更があった

とき、 

d) 上記が当てはまるか否かにかかわらず、少なくとも 2年ごとに更

新します。 

12. 緊急時と危機対応チームで、少なくとも年に一度、机上シミュレ

ーション を実施します。 
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13. 少なくとも 3年ごとに、潜在的なファシリティレベルの緊急事態

に基づいて完全な危機シミュレーションを実施し、必要に応じて

主要なステークホルダーをエンゲージメントさせます。 

 
 

リーディング

プラクティス 

1. 2年ごとに完全な危機シミュレーション演習を実施します。 

2. 緊急時および危機の備えと対応計画を少なくとも毎年更新し、シ

ミュレーションに基づいて改善や変更に組み込みます。 

 

 

用語集と解釈ガイダンス  

信頼性の高い緊急時シナリオ:リスク評価プロセスを通じて特定された緊急時シナリオでは

、各ファシリティの個々の特性を考慮します。シナリオには、自然災害やファシリティ設計
の構成に関連する危険が含まれ、発生する可能性が高いため、より詳細な緊急時計画や固有

の対応要件が必要になります。  

危機コントロール:現場の一般市民および救急隊員への通信経路として機能する事故発生時

に有効になる機能です。 

危機コントロールファシリティ:緊急時対応チームのメンバー、現場の緊急要員、企業の危

機対応チーム、および影響を受ける地域社会や規制当局を含む外部のステークホルダーとの

間のコミュニケーションパイプとして機能する、緊急事態発生時に起動される仮想的または

物理的なファシリティです。  

緊急時の準備と対応計画（EPRP） 

o 緊急時の準備:緊急事態を予測して準備し、緊急事態が労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）や地域社会に与える影響の防止、または軽減のための対応力を

向上させるために実施される一連の措置を指します。61 

o 緊急時対応計画:事象の影響を最小限に抑え、事象からの回復を容易にする、緊急事

態に対処するための一連の書面による手順を指します。62 

机上シミュレーション:ファシリティの緊急時対応チームを招集し、シナリオに提示された
緊急要素にどのように対応するかを決定するためにチームとして働く必要がある架空のシナ

リオを提示する演習を指します。通常、シナリオにはシミュレーションの各ステップで提示

される課題を増加するいくつかのエスカレーションが含まれます。  

影響を受ける可能性のある地域社会をエンゲージメントさせる:地域社会エンゲージメント

の目的は彼らに潜在的な影響を与えるシナリオの対応メカニズムの設計と対応計画のテスト

に彼らを取り込むことです。その包括的な目標は、緊急時に地域社会の安全とセキュリティ

が守られているという信頼を地域社会に提供することです。  

緊急時計画と危機管理計画を見直して更新する：EPRP の内部審査と更新の目的は、ファシ

リティの現在のリスクを徹底的に継続反映させることです。この演習は、緊急時対応チーム

メンバーの主要な連絡先情報の更新と同様に簡単ですが、新しいインフラやその他の変更に

 
61Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
62Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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よりファシリティの物理的なレイアウトが変更されると多少複雑になります。この計画は前

回の更新以降に変更された場合、信頼できるシナリオの審査に基づく更新が必要になること

もあります。  

緊急事態と危機:「パフォーマンスエリア 1：関連しています。  

危機コントロールファシリティと危機対応ファシリティ:危機コントロールファシリティに
は、物理的ファシリティと仮想ファシリティの両方の組み合わせがあり、これにより、危機
事象中に組織は通信ラインを開いたままにできます。通信チャネルには、危機管理チームの
メンバー間、および必要に応じて危機管理チームと緊急時対応者との間の通信があります。
これは、緊急ディスパッチャーなど、緊急対応者間の通信の促進に重点を置いた危機コント
ロールファシリティとは異なります。  

地域の危機管理チーム（LCMT）と緊急時対応チーム:既存の操業緊急時対応サービスに加え

て、各ファシリティ、緊急事態が危機にエスカレートした場合に緊急対応サービスに取って
代わる地域危機管理チーム（LCMT）が配置されています。LCMTは、危機の現場管理と、企

業危機管理チーム（CCMT）との直接のコミュニケーションの責任を負う場合もあります。

LCMTの構成や役割、責任は、その運営によって異なりますが、CCMTを補完します（「PA1

企業の要件」を参照）。  

参考文献: 

該当なし 
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パフォーマンスエリア 11:セキュリティ管理 

主旨：「セキュリティと人権に関する自主原則」を実践し、ファシリティにおけるセキュ
リティの提供に伴う人権リスクと影響を防止、軽減し、必要に応じて救済します。  

 

 その他の関連するパフォーマンスエリア:  

3 責任あるサプライチェーン 

5 人権 

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

16 小規模採掘 

17 苦情処理管理 

 

適用範囲:ファシリティがセキュリティの提供によって人権に対するリスクがないと評価し
た場合、この「パフォーマンスエリア」は適用されません。  

 

レベル 要件 

11.1 セキュリティ管理  

基本プラクテ

ィス 

1. 「安全保障と人権に関する自主原則（VPSHR）」を実践するというコ

ミットメントをかかげており、鉱業ファシリティを違法にコントロ

ールする非国家武装集団や治安部隊を直接的または間接的に支援す

ることはありません。 

2. セキュリティリスク評価を実施します。  

3. 民間または公共のセキュリティプロバイダーが VPSHRに沿って運営

する能力を評価します。 

4. 信憑性のあるセキュリティ関連の人権侵害事件や申し立てについて

は、適切な場合は裁量権を行使し、適切な当局に速やかに報告し、

可能な場合は関連する調査を監視します。 

グッドプラク

ティス 

1. VPSHRに合致した慣行を確立し、実践します。 

2. ファシリティのセキュリティが公共警備プロバイダーによって提供

されている場合、VPSHRに沿って、倫理的行動と人権に関する方針

を公共警備プロバイダーに伝え、それらの方針に従ってセキュリテ

ィを提供するよう促します。  

3. セキュリティの提供に関連する人権リスクと影響を明らかにして軽

減し、人権擁護者などの社会的弱者であるグループに特に注意を払

います。 
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4. ファシリティが、安全保障関連の人権への影響を引き起こしたか、

その一因となった場合、UNGPに沿った救済策を提供します（「パフ

ォーマンスエリア 5:人権」を参照）。 

5. 簡単にアクセスできる方法とチャネルで、セキュリティの取り決め

を労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）やビジネスパー

トナー、地域社会に周知します。 

6. セキュリティ関連の人権に関する訓練を、関係スタッフやセキュリ

ティ提供者に対して定められた間隔で実施します。  

7. 民間警備会社に対し、民間警備会社のための国際行動規範の実践を

奨励します。 

8. 指定した間隔で VPSHRの実践の有効性について内部審査を実践しま

す。 

リーディング

プラクティス 

1. ファシリティの警備員が準拠することが期待される基準と行動を地

元のステークホルダーに周知します。 

2. ファシリティのセキュリティが公設警備会社によって提供されてい

る場合は、VPSHRに準拠したセキュリティを提供するために、政府

と覚書（MOU）を締結します。 

3. 指定した間隔での VPSHRの実践の有効性に関する独立審査を完了し

ます。 

4. 民間警備会社に対し、民間警備会社のための国際行動規範の実践を

義務付けます。 

用語集と解釈ガイダンス  

影響を受けるステークホルダー:ファシリティの運営、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください。） 

民間警備会社:外部委託または契約警備会社。これらは通常、民間警備隊または「民間警備

会社」（PSC）を指し、民間企業63です。  

公共警備機関:ホスト国政府を代表する警備機関です。一般的に警察と軍隊を指します64。  

対処方法:人権への負の影響に対する救済策を提供するプロセスと、その負の影響を改善で

きる実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非

金銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や非反復の保証な

どによる被害の防止など、さまざまな形態があります。 

 
63安全と人権に関する自主原則実践ガイダンスツール（2021 年）より引用 
64安全と人権に関する自主原則実践ガイダンスツール（2021 年）より引用 

https://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2021/11/Implementation-Guidance-Tools_English.pdf
https://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2021/11/Implementation-Guidance-Tools_English.pdf
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セキュリティリスク評価:人権法と人道法を尊重しながら、ファシリティの警備体制の潜在
的な影響と不確実性を特定、分析、評価するリスク評価。65 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

参考文献: 

• 民間警備サービス会社協会（ICoCA）の国際行動規範  

• 国連（UN）、ビジネスと人権に関する指導原則  

• 安全保障と人権に関する自主原則  

• 安全と人権に関する自主原則実践ガイダンスツール（IGT） 

• ICMM人権デューディリジェンスガイダンス  

  

 
65出典：「安全と人権に関する自主原則実践ガイダンスツール（IGT）」より引用 

https://icoca.ch/the-code/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2021/11/Implementation-Guidance-Tools_English.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-performance/2023/guidance_human-rights-due-diligence.pdf?cb=80549
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パフォーマンスエリア 12:ステークホルダーのエンゲージメン

ト 

主旨：包括的で効果的なステークホルダーのエンゲージメントプロセスを実践し、ファシ

リティレベルのステークホルダーとライツホルダーが、彼らに影響を与える決定に早期に
、継続的にエンゲージメントできる環境を整えます。  

 

 その他の関連するパフォーマンスエリア:  

1 企業の要件 

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転 

5 人権  

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

10 緊急時の準備と対応  

13 地域社会への影響とベネフィット 

14 先住民 

15 文化遺産 

16 小規模採掘  

17 苦情処理管理 

21 尾鉱管理 

24 閉山 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。  

 

レベル 要件 

12.1 ステークホルダーの特定とエンゲージメント 

基本プラクテ

ィス 

1. 地元のステークホルダーやライツホルダーとの有意義で透明性のあ

るエンゲージメントをコミットメントにかかげ、このコミットメン

トを地元に伝えます。  

2. 女性、社会的弱者や少数派グループなど、直接的または間接的に影

響を受け、潜在的に影響を受け、あるいはファシリティの活動に関

心を持っている、ステークホルダーとライツホルダー、およびそれ

らの正当な代表者を明らかにし、マッピングします。 

3. 影響を受ける可能性のあるステークホルダーやライツホルダーを、

彼らの健康や福祉、安全、生活、地域社会、土地、環境その他の権

利や利益に影響を与えるプロセスや決定にエンゲージメントさせま

す。必要に応じて、女性や過小評価グループ、社会的弱者であるグ

ループを個別にエンゲージメントさせます。 
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4. ステークホルダーやライツホルダーに対して、アクセスしやすく、

わかりやすい、文化的に適切な方法で、有意義な情報を伝達し、資

料を提供します。  

 

 

グッドプラク

ティス 

 

 

1. ステークホルダーやライツホルダーと協力して、利便性やアクセシ

ビリティ、ジェンダーと文化的適切性を考慮しながら、有意義なス

テークホルダーのエンゲージメントプロセスを策定します。  

2. ステークホルダーやライツホルダーからの意見を取り入れて、ファ

シリティとそのステークホルダーやライツホルダーとの間の信頼関

係を構築し、ファシリティの管理方法を通知することを目的とした

ステークホルダーのエンゲージメントプランを策定します。 

3. ステークホルダーマップとステークホルダーエンゲージメント計画

を指定した間隔で、少なくとも 12か月ごとに見直し、更新します。 

4. ステークホルダーのエンゲージメント活動からのフィードバックを

、指定した間隔でファシリティの上級管理職と共に審査します。 

5. 外部のステークホルダーやライツホルダーと交流する労働者（労働

契約に関わらず同じ職場で働く人）に対して、地域社会や情報に基

づいた文化的認識訓練などの、エンゲージメントと対話の訓練を実

施します。  

6. ステークホルダーエンゲージメント活動の要約とフィードバックを

、地域のステークホルダーやライツホルダーがアクセス可能な方法

で、指定した間隔で利用できる状況を整えます（エンゲージメント

の種類やエンゲージメントのトピック/テーマなど）。  

7. ステークホルダーとライツホルダーが、効果的な参加、協議、対話

のプロセスにエンゲージメントできる能力を適宜支援します。  

8. ステークホルダーの特定とエンゲージメントのプロセスと成果の有

効性について、指定した間隔でステークホルダーやライツホルダー

と協力して内部審査を実施します。 

 

リーディング

プラクティス 

 

1. ステークホルダーやライツホルダーに直接影響を与えるファシリテ

ィの活動について、共同設計や共同の意思決定を促進するプロセス

を策定します。 

2. ステークホルダーやライツホルダーを戦略や調達と採用計画、リス

クと機会など、ファシリティに関連する幅広いトピックにエンゲー

ジメントさせます。  
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3. ステークホルダーのエンゲージメントプロセスの有効性に関する独

立審査を完了しステークホルダーやライツホルダーと一定の間隔で

協力します。 

用語集と解釈ガイダンス 

有意義なエンゲージメント：ファシリティがステークホルダーの視点と相談し、耳を傾け
、それらの視点の考慮を彼らのビジネス上の意思決定に統合する義務を負う相互対話のプロ

セスを指します。有意義なエンゲージメントには、先住民のような多様で社会的弱者である
人々の集団の参加に対する構造的障壁と実際の障壁を克服するための措置が含まれます。有
意義なエンゲージメントは、公平に誠意を持って行われるべきであり、状況や関係するステ
ークホルダーに基づいて障壁に対処するための戦略を検討すべきものです。例えば、参加を

可能にするための物流やその他の支援は有意義なエンゲージメントとみなすことができます

。有意義なエンゲージメントの前提条件には、合理的に理解可能な重要な情報へのアクセス
権限や透明性のあるコミュニケーションを可能にする体制、エンゲージメントのプロセスと

成果に対する説明責任などが挙げられます。 

ライツホルダー: ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵
害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定
の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、
ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認
識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。66 

重大な悪影響:悪影響の重大さは、その可能性と深刻さの関数であると考えられます。影響

の深刻さは、その規模や範囲、修復不可能な性質によって判断します。規模とは、悪影響の

重大さを指します。範囲は、影響を受けている、または受けることになる個人の数や環境被

害の程度など、影響の範囲を表します。修復不可能な性質とは、影響を受けた個人または環

境を、悪影響が及ぶ前の状況と同等の状況に回復する能力に何らかの制約があることを意味

します。67 

ステークホルダー::利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。68 

脆弱で過小評価されているステークホルダーとライツホルダー:リスクがより高く、悪影響
に対処する能力が低いという特徴を持つ人のグループ。このような脆弱性は、性別やジェン

ダー、年齢、障害、民族性、先住民族、宗教、歴史的排除または疎外、または人々が資源や

開発機会にアクセスする能力に影響を与えるその他の基準などの社会経済的条件に基づく場

合があります。69 

 

 
66ICMM 人権デューディリジェンスガイド（2023）より引用 
67OECD 責任ある企業行動のためのデューディリジェンスガイダンス（2018 年）より引用 
68Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
69Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/2023/hrdd-guidance
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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参考文献: 

該当なし 
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パフォーマンスエリア 13:地域社会への影響とベネフィット 

主旨：地域社会が地域社会への影響を明らかにして対処し、開発の優先事項を明らかにし

、永続的な社会的福祉と経済的福祉を支援することにより、影響を受ける地域社会の経済

的利益と社会的利益に貢献するよう地域社会をエンゲージメントさせます。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転 

5 人権 

10 緊急時の準備と対応 

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

14 文化遺産 

15 先住民 

16小規模採掘 

17 苦情処理管理 

18 ウォータースチュワードシップ 

19 生物多様性、生態系サービス、自然 

21 尾鉱管理 

22 汚染防止 

 

適用範囲:新規プロジェクトや拡張のための社会的（および環境）の影響と機会を明らかに

し、対処するための要件は、「パフォーマンスエリア 4：新規プロジェクト、拡張、住民移

転」で扱います。この「パフォーマンスエリア」のセクション 13.1は、悪影響の管理に焦
点を当てており、既存の事業に適用します。この「パフォーマンスエリア」のセクション

13.2は、地域社会の発展とベネフィット（すなわち、プラスの影響）に焦点を当てており、

新規事業と既存事業の両方に適用します。  

 

レベル 要件 

13.1 地域社会への影響を明らかにし、対処する 

基本プラクテ

ィス 

1. ステークホルダーやライツホルダーに直接影響を与える、ファシリ

ティの活動に関連する潜在的な悪影響リスクと影響を明らかにしま

す。 

2. 特定された有害リスクと影響を防止するか、軽減するための対策を

緩和策の階層を使用して実践します。  

3. 緩和策の悪影響と進捗状況を監視します。 

グッドプラク

ティス 

1. 影響を受けるステークホルダーやライツホルダーをエンゲージメン

トさせて、社会や人権、環境、地域社会の安全と健康に関連する潜

在的な悪影響などの、ファシリティの活動に関連する潜在的悪影響

と実際の悪影響を特定し、優先順位を付けます。 
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2. 女性、脆弱で過小評価されているステークホルダーやライツホルダ

ーの 影響評価への参加を促進、奨励し、これらのグループやその他

のグループがファシリティの活動によってどのように異なる影響を

受ける可能性があるかどうかを検討します。  

3. 影響を受けるステークホルダーやライツホルダー、そして必要に応

じて政府当局と協議しながら、優先的に影響を回避するか、軽減す

るための行動計画を策定し、実践します。 

4. 影響軽減行動計画の実践の進捗状況と有効性を監視します。 

リーディング

プラクティス 

1. 関連するステークホルダーやライツホルダーと協力して、ファシリ

ティの影響軽減アクションの有効性に関する独立審査を完了します

。 

2. 関連するステークホルダーやライツホルダーと協力して、ファシリ

ティの影響軽減アクションの監視を実施します。 

3. 関連するステークホルダーやライツホルダーと協力して、ファシリ

ティの生産寿命後も継続的な影響軽減プログラムを管理するための

意思決定と組織能力を強化します。  

 

レベル 要件 

13.2 地域社会の発展と利益  

基本プラクテ

ィス 

1. 地域社会や社会、経済の発展に貢献するというファシリティの取り

組みを公開します。  

2. ファシリティの影響下にある地域の社会経済開発に関するデータを

まとめ、指定した間隔での進捗状況のモニタリングに情報を提供し

ます。 

3. 地元の人々に雇用機会を提供します。 

4. 地元企業に調達と契約の機会を提供します。  

5. 地域社会投資プログラムを策定します。 

グッドプラク

ティス 

 

1. 影響力のある範囲において、社会と経済の発展のプラスの影響を増

大させる機会について内部審査を実施します。  

2. 女性、社会的弱者や過小評価グループ、地方自治体など、地域社会

のリーダーや代表者を巻き込み、地域社会の発展機会を明らかにし

て優先順位をつけ、優先的なアクションを実践します。 
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3. 必要に応じて、政府や地元の市民社会、その他の開発関係者とのパ

ートナーシップを確立し、社会経済発展に対するファシリティの貢

献を促進します。  

4. 現地調達と雇用のレベル向上を支援するプログラムを策定します。  

5. トレーニングや見習いプログラムなどを通じて、技能開発を通じて

地元の雇用 を支援します。 

6. ファシリティの請負業者とサプライヤーに、現地調達と雇用の増加

を奨励します。  

7. 地域社会の発展、現地雇用、現地調達に関する目的や目標を設定し

、一定の間隔で進捗状況を審査します。  

8. 目標や目標に対する 一定の間隔で 進捗状況を監視し、実証します。 

9. ファシリティレベルでの地域社会の発展への貢献、現地調達、現地

雇用に関する関連情報を公開します。 

リーディング

プラクティス 

1. 地域社会の発展、地元調達、地元雇用プログラムに対するファシリ

ティの貢献に関連する意思決定プロセスに、地域社会の代表者を関

与させます。 

2. 地元の地域社会機関に能力開発と技術支援を提供し、必要に応じて

地元の経済的機会に参加する地元企業の能力を向上させるために地

元の企業を関与させます。 

3. 関連する教育機関と連携して専門能力開発や職業の機会を提供しま

す。  

4. 地域社会、その他のステークホルダー、ライツホルダー（地方自治

体など）と協力して、進捗状況を監視し、地域社会の発展プログラ

ム、取り組み、パートナーシップの有効性に関する審査を実施しま

す。 

5. ファシリティの生産寿命を超えた利益を生み出す地域社会の発展に

貢献する機会を、長期的な投資決定や閉山計画に組み込みます。 

用語集と解釈ガイダンス  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、

人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の

悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  
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影響を受けるステークホルダー:ファシリティの運営、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください。） 

影響範囲:必要に応じて、以下の影響を受ける可能性のある領域を網羅します: 

a) ファシリティの現在の活動や運営、そして後で発生する可能性のある予測可能な開
発や、影響を受ける地域社会の生活が依存している、生物多様性または生態系サー
ビスに対する間接的なプロジェクトの影響、 

b) ファシリティによってコントロールされておらず、他の方法では建設や拡張がされ
ず、それなしではファシリティの活動が実行できない関連ファシリティ。70 

地域社会の発展:人々が地域社会のリーダーシップとガバナンスの力と有効性を高め、生活

の質を向上させ、意思決定への参加を強化し、経済発展の機会を増やし、生活の長期的なコ

ントロールを強化するプロセス。企業は、雇用や訓練の機会の提供、地域社会プログラムへ

の投資、地域活動への寄付、地元調達の機会の提供、地元企業が企業に商品やサービスを提
供する能力の構築を通じて地域社会の発展を支援できます。71 

請負業者：契約や下請け契約または労働斡旋業者や労働提供者を通じて、ファシリティに間

接的に雇用されている個人または組織。 

現地調達:プロジェクトライフサイクル全体を通じて（直接的にも、大手請負業者やサプラ

イヤーにもそうするよう奨励することで）、地元企業が調達と契約の機会にアクセスできる

ようにし、地域社会の経済的機会を強化するための取り組みを支援します。72 

関連情報:ファシリティが関連情報を公表する場合、報告される情報には、関連する分析や
文脈化の結果だけでなく、関連データも含めます。  

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

サプライヤー:ファシリティ自体の運営、製品、またはサービスに貢献する製品またはサー
ビスを提供するサプライチェーン内の事業体を指します。 

参考文献: 

• ICMM社会経済報告:フレームワークとガイダンス（2022） 

 

 

 
70 IFC パフォーマンススタンダード 1 ガイダンスノート（2012）より引用 
71 Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
72ICMM 地域経済機会サポート（日付なし）より引用 

https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/validation/social-and-economic-reporting
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2021/20210614-ifc-ps-guidance-note-1-en.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.icmm.com/en-gb/our-work/social-performance/community-resilience/support-local-economic-opportunities
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パフォーマンスエリア 14:先住民 

主旨：先住民の権利を尊重するため、包括的なエンゲージメントプロセスを策定し、自由

意思による事前のインフォームドコンセント（FPIC）の原則に基づく人権デューディリジェ

ンスを実施し、影響を受ける先住民との間に、該当者の土地やその他の権利に対して予想

される影響に対する彼らの同意としての合意を得します。  

  

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転 

 5 人権 

12 ステークホルダーエンゲージメント 

13 地域社会への影響とベネフィット 

15 文化遺産 

17 苦情処理管理 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、先住民族に固有の要件の概要を述べ、先住民

族が存在する状況に適用します。  

 

レベル 要件 

14.1 先住民のエンゲージメント、影響、機会の管理 

基本プラクテ

ィス 

1. 先住民の権利に関する国連宣言（UNDRIP）に定められた原則に沿っ

て、ファシリティの活動が資産または伝統的な土地、領土、資源に

影響を与える場合、先住民の権利を尊重することをコミットメント

としてかかげます。このコミットメントを先住民やその他のステー

クホルダーやライツホルダーに周知します。 

2. 先住民とのエンゲージメントを通じ、先住民の権利がどのように影

響を受ける可能性があるか、その権利を侵害しないようにする方法

など、当事者にとって何が重要であるかを理解します。  

3. 影響を受ける可能性のある先住民とのエンゲージメントと協議のプ

ロセスを策定し、文書化することで、ファシリティの活動のリスク

や潜在的な影響、利益についての十分な情報に基づいた理解を支援

し、先住民が自分たちに影響を与えるおそれのある決定に有意義な

エンゲージメントを行える環境を整えます。  

4. 先住民と交流する労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

や、先住民に影響を与える決定を下す労働者（労働契約に関わらず

同じ職場で働く人）に対して、先住民の歴史や伝統、権利などの文

化的認識訓練を実施します。 
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グッドプラク

ティス 

 

1. 潜在的に影響を受ける先住民および適切な国家当局（該当する場合

）との適切なエンゲージメントおよび意思決定プロセスを定義して

、先住民が人権デューディリジェンスプロセスおよび合意の誠実な

交渉に有意義なエンゲージメントを行える環境を整えます。エンゲ

ージメントプロセスは、文化的に適切で、包括的であり、影響を受

ける可能性のある先住民の既存の手順やプロトコル、およびガバナ

ンス構造を通じて実施します。エンゲージメントプロセスでは、女

性や少女、高齢者、自発的に隔離されたり初めて接触する先住民、

移動可能な先住民、脆弱な状況にあるその他の人々など、脆弱な状

況に置かれた人々に対する固有のリスクと影響も認識します。エン

ゲージメントは包括的で、先住民の女性や脆弱な状況にある人々の

公平な参加を可能にし、プロジェクトによるさらなる脆弱性の発生

や悪化を防ぐため、彼女たちへの影響を十分に考慮します。 

2. 先住民の権利に対する潜在的な悪影響を明らかにし、防止、軽減、

説明するために、デューディリジェンスを実施します。このプロセ

スは、先住民が自分たちに影響を与える問題に関する意思決定に参

加する権利を尊重し、FPICの原則に従います。デューディリジェン

スは、ファシリティの操業や運営状況の変化に伴い、先住民の権利

に対するリスクが時間の経過とともに変化する可能性があることを

認識し、継続的に実施します。  

3. 先住民の権利に対する潜在的な悪影響を防止するか、対処するため

に、UNGPに沿った緩和措置を実践します。これには、先住民の伝統

的な土地や領土、資源へのアクセス権限をどのように維持できるか

が含まれます。該当する場合は、先住民が自分たちの土地や領土か

ら住民移転したり、重要な文化遺産に重大な影響を与えたりするこ

とを避けるために、実行可能な選択肢を追求します。 

4. 地元の先住民 から先住民の知識や声、視点を求め、必要に応じてそ

れらを尊重した上で適用し、意思決定やプラクティスに役立てます

。文化的かつ知的情報、および知識を収集、保管、アクセス、使用

、再利用する場合は、許可を得ます。 

5. 先住民の誠実な交渉能力を、必要に応じて、合理的な財政的な援助

や、その他、合意の得られた援助の提供を通じて支援します。これ

には、例えば、必要に応じて独立した専門家の助言へのアクセス権

限を提供することや、能力開発、円滑化、調停を行うこと、または

外部のオブザーバーをエンゲージメントさせて、先住民が意思決定

と合意形成にエンゲージメントする能力の支援などがあります。 
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6. FPICの原則と確立されたエンゲージメントプロセスに従って、影響

を受ける先住民と、その土地またはその他の権利に対する予想され

る影響に同意を示し、影響が発生し、管理される可能性のある条件

を定めた合意を得ます。   

7. 協調した努力にもかかわらず、影響を受けるすべての先住民との完

全な合意が得られない状況があることを認識し、UNGPに沿って、先

住民の土地またはその他の権利に対する予想される影響を管理する

ためにファシリティが講じる適切な措置を策定、実践し、公開しま

す。 

8. 合意には、少なくとも人権デューディリジェンスプロセスを通じて

策定された緩和措置や利益の共有（例えば、事業調達の機会）、監

視と審査のメカニズム、協定や先住民の権利の潜在的な侵害に対す

る救済メカニズム、鉱山の寿命の考慮、操業の変更と閉山が含まれ

ます。 

9. 先住民との合意およびコミットメントの条件の実践を保持し、監視

します。 

10. 実行可能で安全な場合には、伝統的な所有権や慣習的な使用 の対象

になる文化遺産や精神的価値のある地域、伝統的な土地、領土、資

源へ継続的にアクセスする権利の行使を促します（「パフォーマン

スエリア 15：文化遺産」を参照）。  

11. 先住民から情報を得て、文化的に適切な苦情処理メカニズムへのア

クセス権限を提供します（「パフォーマンスエリア 17：苦情処理管

理」を参照）。 

12. 先住民の歴史や伝統、権利に関する教育や認識やトレーニングを実

施し、先住民と交流し、あるいは先住民に影響を与える決定を下す

労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）に、相互の認識と

エンゲージメントの場を提供します。  

リーディング

プラクティス 

 

1. 直接影響を受ける先住民と協力して、以下のようなプロセスで、既

存の意思決定プロセスの作成や支援します:  

a. ファシリティと直接影響を受ける先住民がどのように合意を求

めるかを決定する、 

b. 従来の意思決定プロセスがどのように組み込まれているか、ど

こに存在するかを決定する、 

c. 紛争を効果的に解決する。 
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2. 先住民の歴史や伝統、権利、および異文化間の認識とエンゲージメ

ントに関する教育や認識やトレーニングは、先住民と共同で計画さ

れて、実施され、すべての従業員が利用できる状況を整えます。  

3. 直接影響を受ける先住民と協力して、明らかにされた機会と利益の

共有について相互に合意した目標を設定し、それらの目標の達成に

向けて実践計画を進めます。  

4.  相互に合意した間隔で、先住民とのエンゲージメント、および影響

と利益の特定または管理のためのプロセスの有効性について内部審

査を実施します。  

5. 先住民の歴史や伝統、権利に関する異文化間理解を促進し、労働者

（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の意識を深めるには、先

住民のコミュニティと協力して、以下の少なくとも 3つの活動を実

践します: 

a. ファシリティ全体の教育、意識向上、トレーニングを指定した

間隔で実施する、  

b. 有効性に関する内部審査を、文化的認識に基づいて実施し、指

定した間隔で教育活動を行う、  

c. 意識向上と教育の取り組みに、ファシリティに直接関係のない

個人や組織を取り込むように拡大する。  

d. ファシリティは地元の文化活動を支援し、従業員に先住民の地

域社会イベントへの参加を奨励します。  

e. 先住民に関する地方や地域や国レベルの和解取り組みに貢献す

るか、参加します。  

f. 伝統的活動や文化的活動や規約を、ビジネスプラクティスに統

合します。 

用語集と解釈ガイダンス  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、
人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の
悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  

合意：合意とは、何かを承認し、あるいは受け入れる行為であり、多くの場合、エンゲージ
メントと交渉のプロセスを経て達成します。企業と先住民との間の合意は、そのようなプロ
セスの産物です。さまざまな形式の合意があります（関係に関する合意、影響や利益に関す

る合意、協力に関する合意など）。合意は、先住民が鉱業プロジェクトや鉱業関連プロジェ

クトから予想される彼らの権利への影響について同意を表し、それらの影響および互恵的な

関係を築くための公平な条件の確立手段になり得ます。合意は、同意を反映する場合や、同

意を実証する手段になる場合があります。 

利益配分：プロジェクトが提供できるベネフィットと価値創造の公平な配分を明らかにする

プロセスを指します。利益配分は、経済的利益または社会的発展と経済的発展の成果などの

他のさまざまな種類の利益で構成される場合があります。利益配分には、現物支給を受ける
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参加現物支給を受ける参加などがあり、教育や訓練、環境や文化遺産の保全プロジェクトへ

の協力、健康に関する取り組みなどの機会を指します。これらのベネフィットは、影響を受

ける先住民族が 緩和措置の一部として受け取ることができる補償（適切な回避や最小化、

および復元措置が適用された後に残留影響を相殺し、対処するためのもの）とは別ものです

。 

重要文化遺産：重要文化遺産には、影響を受ける先住民のアイデンティティに不可欠な文化

遺産や、彼らの生活に文化的、儀式的、または精神的な影響力を持つ文化遺産があります。

重要文化遺産には、神聖な森や神聖な水域、水路、神聖な木々、神聖な岩など、文化的や精

神的に重要な価値を持つ自然地域が含まれます。（重要文化遺産の定義は、（i）長年にわ

たる文化的目的のために文化遺産を使用しているコミュニティや、使用してきたことが現存

の人々の記憶に残っているコミュニティの国際的に認められた遺産、または（ii）法的に保

護された文化遺産地域（受入国政府がそのような指定を提案したものなど）のいずれかです

。これらの重要文化遺産の地域を、プロジェクトごとに、また影響を受ける先住民と協議し

ながら共同で明らかにすることは、彼らの精神的、文化的、または歴史的な重要性と価値を

理解するための不可欠なステップです。 

同意の表明:先住民には、自分たちが選択した用語で同意を定義する自由があることとしま
す。先住民によっては、同意の観点から合意を組み立てることを選択する場合がありますが
、別の先住民では、許可を与えるといった方法や、提携契約や影響/利益契約、協業契約な
どの契約条件による方法で、あるいは支持の声明、または、先住民主導の影響評価に起因す
る承認による方法で他の枠組みを選択する場合があります。影響を受ける先住民と締結した
合意が同意を実証しているかどうかを判断する際には、すべての先住民地域社会が唯一無二
であり、各地域社会が選択した手法を反映した各合意も同様に唯一無二であることを認識す
ることが重要です。ファシリティは、影響を受ける先住民をエンゲージメントさせ、彼らが
どのように同意を決定し、または表明するかを理解します。 

自由意思による、事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）：FPICは、プロセスと（ある時点

での）成果で構成します。このプロセスを通じて、先住民は、（i）強制、脅迫、操作に左

右されず自由に決定を下すことができ、（ii）重要な決定が下されて、その影響が生じるま

でに、意思決定にエンゲージメントする十分な時間が与えられ、（iii）提案された活動とそ

の潜在的な影響や利益について十分な情報を得ることができます。その成果として、先住民
は、特定の意思決定プロセスの一部として、特定の活動に対する同意を集団で付与するか、
保留することができます。提案された活動に関するこれらの意思決定プロセスは、先住民の

伝統的な意思決定プロセスと一貫性を保ち、国際的に認められた人権を尊重するよう努めた

、誠意ある交渉に基づくこととします73。  

誠意：意見の相違点と合意点がどこにあるのか、そして意見の相違をバランスのとれた方法

で解決するためにどのような選択肢があるのかを確立しようとする特定の交渉形式を指しま

す。これは主に、交渉当事者（企業や先住民地域社会など）間の相互尊重の関係確立と、交

渉力の不均衡緩和に焦点を当てています74。  

先住民:先住民の地域社会、民族、国家とは、その領土で発展した侵略前や植民地時代以前

の社会と歴史的な連続性を持ち、その領土が、現在それらの領土またはその一部で支配して

いる社会の他のセクターとは異なると考えている人々の集まりです。彼らは、現在、社会の

非支配的なセクターを形成しており、彼ら自身の文化的パターンや社会制度、法制度に従っ

 
73 ICMM 草案先住民意見書 2024 年版（近日公開予定）より引用  
74 ICMM 草案先住民意見書 2024 年版（近日公開予定）より引用 

https://www.icmm.com/en-gb/news/2024/newsletter-may
https://www.icmm.com/en-gb/news/2024/newsletter-may
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て、先祖代々の領土と民族的アイデンティティを民族としての継続的な存在の基礎として保

存し、発展させ、将来の世代に伝えようという意思があります。75 

有意義なエンゲージメント：相互の対話と意思決定のプロセスにより、ファシリティは、
影響を受けるステークホルダーの視点を考慮し、耳を傾け、それらの視点をビジネス上の意
思決定に統合する義務を負います。有意義なエンゲージメントには、先住民のような多様で
社会的弱者である人々の集団の参加に対する構造的障壁と実際の障壁を克服するための措置

が含まれます。有意義なエンゲージメントは、公平に誠意を持って行われるべきであり、状
況や関係するステークホルダーに基づいて障壁に対処するための戦略を検討すべきものです

。例えば、参加を可能にするための物流やその他の支援は有意義なエンゲージメントとみな

すことができます。有意義なエンゲージメントの前提条件には、合理的に理解可能な重要な
情報へのアクセス権限や透明性のあるコミュニケーションを可能にする体制、エンゲージメ

ントのプロセスと成果に対する説明責任などが挙げられます。 

有意義な関係:有意義な関係とは、相互尊重や信頼、関心、肯定的な敬意、そして相手が大
切にされていると感じさせる関係など、重要と見なされる関係です。「有意義なエンゲージ
メント」も参照してください。 

和解：採鉱企業によるアクションを含め、先住民が受けた過去の歴史とアクションを認め、
社会の癒しと幸福に貢献できる信頼回復のための社会的取り組みに積極的に参加するプロセ

スのことです。一部の法域では、これらの歴史に対処するために、先住民と国家が主導する

和解プロセスが存在します。 

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。76 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの操業に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。77 

従来の所有権および慣習的な使用:先住民に関して、伝統的所有権とは、先住民が定住し居
住する地域と、彼らが伝統的や文化的資源を使用することを指します。領土や資源の慣習的

な使用は、絶えず繰り返される一連の習慣的なアクションや慣習的なアクションに基づいて

おり、それが慣習的な権利をもたらす可能性があります。新しい領土の慣習的な使用または

占領は、例えば、強制退去や文化的住民移転の場合にも、起こり得えます。78 

 
75Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
76 ICMM 人権デューディリジェンスガイド（2023）より引用 
77Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
78 Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/2023/hrdd-guidance
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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同意が得られない場合:このような状況では、意見の相違を解決するために、影響を受ける

先住民や関係者との対話のための新たな努力や拡大した努力が措置に含まれることがありま
す。企業は、悪影響のおそれを考慮して活動の範囲を再考すべきであると決定することも、
プロジェクトに引き続きエンゲージメントすべきかどうかを決定し、責任を持って撤退する

決定を検討することもできます。  

 

参考文献: 

• 先住民族の権利に関する国連宣言 

• ビジネスと人権に関する国連指導原則 

• 国際労働機関（ILO）先住民族および部族民条約 

• ICMM先住民族と鉱業に関する声明 2024年版  

国際金融公社（IFC）パフォーマンススタンダード 7:先住民族およびパフォーマンス

スタンダード 8:文化遺産 

  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.icmm.com/en-gb/news/2024/newsletter-may
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7
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パフォーマンスエリア 15:文化遺産 

主旨：文化遺産の伝統的な所有者や利用者と協力して、文化遺産を明らかにし、保護しま
す。文化遺産には、先住民のものと非先住民のものがあり、有形のもの（場所や物など）
と無形のもの（習慣、伝統、言語、信念など）があります。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

2 ビジネス倫理  

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転 

13 地域社会への影響とベネフィット  

14 先住民 

21 尾鉱管理 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。  

 

レベル 要件 

15.1 文化遺産の特定と管理 

基本プラクテ

ィス 

1. 文化遺産を特定し、保護し、尊重することをコミットメントとして

かかげます。 

2. 伝統的な文化遺産の所有者や利用者と協力して、ファシリティの活

動によって影響を受ける可能性のある文化遺産を特定し、次の情報

を提供します: 

a. 政府、世界遺産など、正式に指定された遺産、または法的に保

護された遺産。 

b. 文化機関、大学、市民社会、宗教団体などの関連組織。 

c. 信頼できる情報源からの公開データ。 

3. 文化遺産の管理に対する説明責任と責任を割り当てます。 

グッドプラク

ティス 

1. 文化遺産に悪影響を及ぼすリスクがある場合は、ファシリティの設

計変更や建設および操業手順を通じて、文化遺産への悪影響を回避

することを優先する代替案の分析を実施します。  

2. 関連する管理者と労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

に、文化遺産と伝統的な所有者と使用者にとっての重要性に関する

訓練を実施します。 

3. 先住民族の重要文化遺産に潜在的な悪影響がある場合は、「パフォ

ーマンスエリア:14 先住民族」で概要を述べた意思決定プロセスを通

じて作業します 
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4. 文化遺産の影響が避けられない場合は、影響を受ける伝統的な所有

者や利用者と協力して、文化遺産の価値と機能を維持することを目

的とした緩和策を策定し、実践します。 

5. かけがえのない文化遺産や重要文化遺産に避けられない影響がもた

らされる場合は、伝統的な所有者や使用者、および責任ある当局と

協力して、利用可能な最善の技術に沿ってその排除と保存を支援し

ます。 

6. 未知の文化遺産の偶然の発見や、これまで知られていなかった文化

遺産の新たな共有された伝統的知識を管理するプロセスを策定し、

実践します。 

7. ファシリティが文化遺産に悪影響を及ぼし、あるいは助長する場合

、影響を受ける伝統的な所有者や利用者と協力して策定された救済

策を提供または参加します。  

リーディング

プラクティス 

1. 文化遺産への悪影響を回避するために講じられた措置の有効性を、

伝統的な所有者や利用者と協力してモニタリングします。  

2. 文化遺産とその重要性について、伝統的な所有者と利用者に対する

意識向上トレーニングをすべての労働者（労働契約に関わらず同じ

職場で働く人）に実施します。トレーニングは、可能な限り、従来

の所有者や使用者と協力して計画し、実施する必要があります 

3. 操業に特化した活動以外の献身的なパートナーシップやプログラム

を通じて、伝統的な所有者や使用者と協力し、合意して、文化遺産

の保護に貢献します。これには、文化遺産の将来の管理や有形文化

遺産の返還、無形文化遺産とのつながりの持ち直しの支援が含まれ

る場合があります。 

4. 伝統的な所有者や使用者が、保護されるべき価値観に沿った文化遺

産保護措置の継続的な監視を行うことを支援します。 

5. 伝統的な所有者や使用者による文化遺産の維持、保存、称賛を支援

します。 

用語集と解釈ガイダンス  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、
人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の
悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  

文化遺産：慣習や慣行、場所、オブジェクト、芸術的表現、価値。文化遺産の多くは、有形
または無形の文化遺産として表現されます。 
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重要文化遺産：重要文化遺産には、影響を受ける先住民族のアイデンティティに不可欠な
文化遺産や、彼らの生活に文化的、儀式的、または精神的な影響力を持つ文化遺産がありま

す。重要文化遺産には、神聖な木立や神聖な水域、水路、神聖な木々、神聖な岩など、文化

的や精神的に重要な価値を持つ自然地域が含まれます。重要文化遺産は、（i）国際的に認

められた（文化遺産を長年の文化的目的で、または生きた記憶の中で使用してきた）地域社

会の遺産、または （ii） 法的に保護された文化遺産地域（そのような指定のためにホスト国

政府によって提案されたものを含む）と定義されます。これらの重要文化遺産の地域を、プ

ロジェクトごとに、また影響を受ける先住民族と協議しながら共同で明らかにすることは、

彼らの精神的、文化的、または歴史的な重要性と価値を理解するための不可欠なステップで

す。 

対処方法:人権への負の影響に対する救済策を提供するプロセスと、その負の影響を改善で

きる実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非

金銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や非反復の保証な

どによる被害の防止など、さまざまな形態があります。 

従来の所有者:土地、場所、価値観の地域に対して伝統的または歴史的なつながりや愛着や

関係を持つ個人またはグループを指します 

避けられない影響:アクションから生じ、緩和が非現実的であるような重大な影響。 

（文化遺産の）使用者:文化遺産に関連する個人やグループ、または文化遺産から継続的な
価値を引き出す個人やグループを指します。 

参考文献: 

• 国際金融公社（IFC）パフォーマンススタンダード 8:文化遺産（参照されていません

が、関連性があります） 

• ICMM緩和策の階層を実践するためのセクター横断ガイド 

 

 

  

https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-8
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/2015/implementing-mitigation-hierarchy
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パフォーマンスエリア 16:小規模採掘 

主旨：ASMに関連するリスクと影響を、それらが存在する場合に管理します。合法的な小
規模採掘（ASM） 事業者の専門化と形式化に貢献し、環境、社会、安全慣行の改善を支援し

、可能な場合は経済的機会を創出します。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

3 責任あるサプライチェーン 

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転 

5 人権  

11 セキュリティ管理 

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

13 地域社会への影響とベネフィット 

22 公害防止（22.3 水銀） 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、ファシリティの影響範囲内に小規模採掘が存
在する場合に適用します。  

 

レベル 要件 

16.1 ASMリスク評価、エンゲージメント、報告 

基本プラクテ

ィス 

1. ASMが法的枠組み内でどの程度操業されており、正当な ASMと見な

される可能性があるかどうかを判断します。  

2. 正当な ASMオペレーターが存在する場合、その操業や安全、環境、

社会慣行の正式な取り組みと改善を支援することをコミットメント

としてかかげます。 

グッドプラク

ティス 

1. ASMからファシリティへのリスクと影響を評価し、指定した間隔で

評価を更新します。  

2. リスク評価で特定されたファシリティに対する ASMリスクを管理し

、軽減します。 

3. 直接、または可能な場合は正当な ASMと協力する他のステークホル

ダーと協力し、組織管理の強化、水銀などの有毒物質や有害物質の

使用削減や安全性、人権、社会、環境管理プラクティスを改善する

ための能力開発を支援し、技術支援を提供します。 

4. ファシリティの苦情処理メカニズムの利用可能性をファシリティの

影響範囲内の ASM業者に伝えます（「パフォーマンスエリア 17：苦

情処理管理」を参照）。 
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5. リスクベースのデューディリジェンスは「パフォーマンスエリア 3：

責任あるサプライチェーンに従って、正当な ASM 業者から直接的ま

たは間接的に調達する場合に実施します。 

リーディング

プラクティス 

1. 正当な ASM業者が合法的な市場に販売できるように支援する機会を

明らかにします。  

2. ASM地域社会における代替的な生計手段や経済的発展その他の社会

改善を ASMの代表者や政府その他の関連するステークホルダーと協

力して支援します。特に、脆弱で過小評価グループに焦点を当てま

す。 

3. ASMの正式化を目指した地域、国、やその他の複合ステークホルダ

ーの取り組みを積極的に提唱し、参加します。 

用語集と解釈ガイダンス  

影響範囲:必要に応じて、以下の影響を受ける可能性のある領域を網羅します: 

a) ファシリティの現在の活動や操業、そして後で発生する可能性のある予測可能な開
発や、影響を受ける地域社会の生活が依存している、生物多様性または生態系サー
ビスに対する間接的なプロジェクトの影響、 

b) ファシリティによってコントロールされておらず、他の方法では建設や拡張がされ
ず、それなしではファシリティの活動が実行できない関連ファシリティ。79 

小規模採掘（ASM）:主に簡素化された探査、抽出、処理、輸送を伴う公式または非公式の採

掘作業を指します。ASMは通常、資本集約型ではなく、労働集約型テクノロジーを使用して

います。ASMには、個人ベースで働く男性と女性だけでなく、家族グループで働く人々やパ

ートナーシップで働く人々、または協同組合や数百人から数千人の鉱山労働者（労働契約に

関わらず同じ職場で働く人）がエンゲージメントする他の種類の法的協会や企業のメンバー

として働く人々も含まれます。80  

正当な ASM:小規模採掘の合法性には、多くの状況固有の要因が関わるため、定義が難しい

概念です。このガイドの目的上、合法とは、とりわけ、適用法に合致する小規模採掘を指し
ます。適用される法的枠組みが施行されていないときや、そのような枠組みがないとき、小

規模採掘の合法性の評価は、小規模の鉱山労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）

や企業が適用可能な法的枠組み（存在する場合）内で操業するための誠実な取り組みの他、

それらが利用可能になった場合の公式化の機会への彼らのエンゲージメントを考慮に入れま

す（ほとんどの場合、小規模鉱山労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）には、そ

のための能力、技術能力、または十分な財源が非常に限られているか、まったくないことを

考慮します）。いずれの場合も、すべての鉱業と同様に、小規模採掘は、鉱物の採掘、輸送
、取引に関連する紛争や深刻な虐待の一因になっている場合、合法とは見なされません。81 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの操業に関連する悪影響を

 
79 IFC パフォーマンススタンダード 1 ガイダンスノート（2012）より引用 
80OEC 紛争地域や高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガイダン

ス（2016 年）より引用 
81紛争地域および高リスク地域からの責任ある鉱物のサプライチェーンのための OECD デューディリジェンスガ

イダンス（2016 年）より引用 

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2021/20210614-ifc-ps-guidance-note-1-en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722599935&id=id&accname=guest&checksum=D1664AA73B04E6443E46A2170B1CE747
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722599935&id=id&accname=guest&checksum=D1664AA73B04E6443E46A2170B1CE747
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722599935&id=id&accname=guest&checksum=D1664AA73B04E6443E46A2170B1CE747
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受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

参考文献: 

• 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのための経済

協力開発機構（OECD）デューディリジェンスガイダンス（第 3版） 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722605439&id=id&accname=guest&checksum=C59822A90549B96E1356F598C8353BF1
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パフォーマンスエリア 17:苦情処理管理 

主旨：国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」（原則 31）の 8つの実効性基準に沿っ

た苦情処理メカニズムを実践することにより、ステークホルダーやライツホルダーなどの
地域社会が問題や懸念を提起し、その解決を目指します。ファシリティが引き起こしたか

または関連した人権への悪影響やその他の危害について非司法的救済へのアクセス権限を

提供するか、それを可能にします。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

2 企業倫理と誠実性 

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転 

5 人権 

7 労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）の権利 

12 ステークホルダーエンゲージメント 

13 地域社会への影響とベネフィット 

14 先住民 

17 苦情処理管理 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。  

 

レベル 要件 

17.1 ステークホルダーおよびライツホルダーのための苦情処理メカニズム 

基本プラクテ

ィス 

1. ファシリティのステークホルダーやライツホルダーから提起された

問題や懸念を、差別や報復から保護するために彼らの身元を保護す

る方法で受け取り、追跡し、対応するための苦情処理メカニズムを

確立し、実践します。 

2. 苦情処理管理や解決のための責任と説明責任を、ファシリティの上

級管理職レベルを含めて割り当てます。 

3. 苦情処理メカニズムの利用可能性を伝え、ファシリティレベルでス

テークホルダーやライツホルダーがアクセスできる体制を整えます

。 

4. 苦情処理メカニズムに関する苦情処理の説明責任と責任を負う労働

者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）や地域社会にエンゲー

ジメントする人々に訓練を実施します。 

グッドプラク

ティス 

 

1. 8つの UNGPの有効性基準を満たす運営レベルの苦情処理メカニズム

を確立し、実践します。これらの UNGPでは、正当性のアクセシビリ

ティ（詳細については用語集を参照）、身元を保護するための守秘

義務 に支えられている苦情申立人に対する差別や報復からの保護に

力点が置かれています。  
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2. 影響を受ける可能性のあるステークホルダーやライツホルダーと協

議し、彼らのニーズに対応する方法で苦情処理メカニズムの設計に

ついて、苦情評価と公平な方法での明確なプロセスステップやタイ

ムライン、マイルストーンの概要を示す必要があります。 

3. 解決について苦情を申し立てたステークホルダーやライツホルダー

をエンゲージメントさせ、必要に応じて苦情や救済の状況に関する

最新情報を提供し、合意の得られたスケジュールに従って成果を伝

え、苦情を解決します。  

4. 苦情処理メカニズムを通じてファシリティが引き起こしたか助長し

た人権への負の影響から救済するか、その他の正当なプロセスを通

じてその救済に協力します。 

5. 苦情処理メカニズムは、内部で定期的に見直し、更新するとともに

、その一部には、ステークホルダーやライツホルダーに、そのメカ

ニズムの使用経験や改善のための提案についてエンゲージメントさ

せることとします。 

6. 苦情処理メカニズムを通じて提起された問題と懸念の数と種類、お

よびそのような問題への対応、解決や是正のために取られたアクシ

ョンの種類について、苦情申立人の機密保持と保護に関する規定に

沿って、経営陣に報告します。 

リーディング

プラクティス 

1. ステークホルダーやライツホルダーと協働してメカニズムを設計し

ます。 

2. 8つの UNGPの有効性基準に基づき、影響を受けた人々に対する苦情

処理メカニズムの有効性について、指定した間隔で内部審査を実施

します。 

3. 苦情処理メカニズムを通じて提起された問題や懸念の数と種類、そ

のような問題への対応、解決、是正のために取られたアクションの

種類について、苦情申立人の機密保持と保護に関する規定を踏まえ

て公開します。 

4. 苦情処理メカニズムを通じて提起された問題や懸念を、ステークホ

ルダーやライツホルダーとのパターンについて指定した間隔で、内

部でレビューし、根本的な原因を評価し、根本的な原因に対処する

予防アクションを講じます。 

5. 運営レベルの苦情処理メカニズム によって解決されない問題を提起

した人に、未解決の問題や懸念に対する他の正当な救済手段を指示

します。 
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用語集と解釈ガイダンス  

影響を受けるステークホルダー:ファシリティの運営、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください。） 

守秘義務:苦情処理メカニズムの文脈では、機密保持により、苦情申立人は報復を避けるた
めに自分の身元を保護する方法で苦情を申し立てることができますが、苦情の受理と処理を

担当する個人は、苦情申立人を追跡して追加情報を要求することや、苦情の状況に関する最

新情報を提供することができます。 

苦情処理メカニズム: 個人またはグループが、ファシリティが彼らに与える影響について懸

念を提起し、人権への影響などの救済を求めることができる正式な手段を指します。82 

対処方法:人権への負の影響に対する救済を提供するプロセスと、その負の影響を是正でき

る実質的な成果を指します。これらの成果には、謝罪や返還、名誉回復、金銭的または非金

銭的補償、懲罰的制裁（刑事または行政を問わず）、さらには差止命令や非反復の保証など

による被害の防止など、さまざまな形態があります。 

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

UNGPの有効性基準:UNGPは、その有効性を支えるために、非司法的な運営-レベルの苦情処
理メカニズムについて、以下の基準を指定しています: 

a. 合法性: 使用を意図したステークホルダーグループからの信頼を得て、苦情処理メカ

ニズムの公正な実施に責任を負います。 

b. アクセスできる: その使用を意図しているすべてのステークホルダーグループに知ら

れており、アクセスの障壁（メカニズム、言語、リテラシー、コスト、物理的な場

所、報復の恐れに対する認識の欠如など）に直面する可能性のある人々に適切な支

援を提供します 

c. 予測可能: 各ステージの指標になる時間枠、利用可能なプロセスと成果の種類、およ

び実践を監視する手段に関する明確で既知の手順を提供します 

d. 公平性: 被害を受けた当事者が、公正で情報に基づいた尊重し合う条件で苦情処理プ

ロセスに従事するために必要な情報源や序言、専門知識への合理的なアクセス権限

を確保できるよう努めます。 

 
82 OHCHR 人権を尊重する企業の責任:解説ガイド（2021）より引用 

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf
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e. 透明性: 苦情の当事者にその進捗状況を通知し、メカニズムの有効性に対する信頼を

築き、危機に瀕している公共の利益を満たすために、メカニズムのパフォーマンス

に関する十分な情報を提供します。 

f. 権利の適合性: 成果と救済が国際的に認められた人権との合致を保証します。 

g. 継続的な学習の源泉: 関連する手段を利用して、メカニズムを改善し、将来の苦情や

害を防ぐための教訓を明らかにします。 

h. エンゲージメントと対話に基づく: その設計とパフォーマンスにおいてその使用を意

図しているステークホルダーグループの意見を聞き、苦情に対処し解決する手段と

して対話に焦点を当てます。 

参考文献: 

• 国連（UN）、ビジネスと人権に関する指導原則  

• ICMM地域レベルの懸念と苦情の処理と解決:鉱業/金属セクターにおける人権 

  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/2019/grievance-mechanism#:~:text=These%20criteria%20state%20that%20to,based%20on%20engagement%20and%20dialogue.
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パフォーマンスエリア 18:ウォータースチュワードシップ 

主旨：水へのアクセスは人権であり、基本的な生態系の要件であり、多くの地域社会の福

祉と生活や精神的実践と文化的実践に不可欠であることを認識し、他の利用者が利用でき

る流域資源の全体的な品質とアクセシビリティを支援し、水利用の効率を向上させるため

のミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）を使用して、ウォータースチ

ュワードシップを実践します。  

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

2 企業倫理と誠実性 

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転  

19 生物多様性、生態系サービス、自然 

21 尾鉱管理 

22 汚染防止 

24 閉山 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。 

 

レベル 要件 

18.1 水の管理とパフォーマンス  

基本プラクテ

ィス 

1. 水資源の責任ある管理を公約としてかかげます。  

2. ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）を適用して

、緩和策よりも影響の回避を優先します。 

3. 水管理の責任と説明責任を割り当てます。  

4. ファシリティの運営ライフサイクル全体にわたる水質と水量の要件を

明らかにします。 

5. ファシリティの下流の地表水および地下水に対する短期、中期、長期

のリスクと影響を明らかにし、評価し、ミティゲーションヒエラルキ

ー（影響の緩和の優先順位）の適用に基づいて明らかになったリスク

のコントロールを実践し、緩和策の影響の回避を優先します。 

6. 特定されたリスクに基づいて、水質と水量のパラメーター、およびコ

ンプライアンスパフォーマンスの両方について、地表水 と地下水の

水監視プログラムを実践します。 

7. 重大なコンプライアンス違反と是正アクションを上級ファシリティ管

理者に伝えます。 
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グッドプラク

ティス 

 

1. 監視データに基づいて、ファシリティ全体の運営上の予測可能な水収

支を準備し、指定した間隔で更新します。 

2. 水文地質学的状況を特徴付け、特定されたリスクから得られる詳細レ

ベルで地下水資源のリスクを予測します。 

3. ファシリティ内の水管理慣行が、環境要件やその他の有益な使用など

、流域の地表水や地下水への累積的な影響にどのように寄与している

かを評価します。 

4. 排出が環境要件、地元の使用者およびライツホルダーが利用できるフ

ァシリティの下流の流域資源の質と量に影響を与える可能性があるか

どうかを考慮し、地表水と地下水への影響とリスクを軽減するための

計画を策定し、実践します。 

5. ファシリティにおけるさまざまな潜在的な気候変動シナリオに関連す

るリスクと、それらが水収支、水質、浸食、堆積物、干ばつ、雨水関

連のコントロールシステムを管理するためのものなどの水関連インフ

ラに与える可能性のある影響を指定した間隔で評価します。  

6. 処理水の使用効率を改善する機会を明らかにします。また、実現可能

と特定された機会を実践することにより、再利用の増加などを通じて

、処理水の使用量を削減するよう努めます。これは、製粉などの生産

プロセスに使用される水に適用されるが、採掘や加工に使用されない

処理や排出のためにファシリティ全体で収集されたコンタクトウォー

ターは対象外です。 

7. 転用などの水源コントロールの機会を評価し、可能であれば、コンタ

クトウォーターの生成を回避し、コンタクトウォーターと非コンタク

トウォーター の混合を防ぐ機会を実践して、水処理の必要性を最小

限に抑えます。 

8. 他の水利用者や流域の健康など、他の有益な使用を保護し、リスクを

軽減するための水関連の目標や目標を設定します。 

9. 目的や目標を達成するためのアクションの進捗状況を定期的にモニタ

ーし、ファシリティレベルの上級管理職に報告します。 

10. 水に関する役割と責任に応じたトレーニングを関係者に実施するとと

もに、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）オリエンテー

ションの一環として水リスクと影響に関する訓練を実施し、労働者（

労働契約に関わらず同じ職場で働く人）が問題を明らかにして報告で

きる状況を整えます。  
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リーディング

プラクティス 

 

1. 報告年度にファシリティの水質関連の目的や目標を達成するか、目的

や目標が未達の場合は、理由を評価し、学んだ教訓を取り入れて、来

年に目的や目標を達成する可能性を高めます。 

2. 重大な違反に関連する対応と学習を、可能かつ有用な場合は他の関連

する水利用者と共有し、他の人々が学んだことから利益を得ることが

できる状況を整えます。  

3. ファシリティのライフサイクルの閉山段階にあるときの水処理の必要

性を減らすために、閉山時の長期的なリスクを軽減する安全で安定し

た地形の必要性とバランスを取りながら、長期的かつ積極的な水管理

の必要性を最小限に抑えるために、ファシリティの寿命全体にわたる

対策を計画、設計、実践します。 

4. 有効性について独立審査を実践し、水管理に関連するマネジメントシ

ステムとプロセスの実践をモニターします。 

 

レベル 要件 

18.2 共同流域管理 

基本プラクテ

ィス 

1. 水利学的文脈と水理地質学文脈など、ファシリティの水管理の地理的

範囲を定義する目的で、ファシリティに関連する流域境界を定義しま

す。 

2. 他の水利用者との関わりに対する責任と説明責任を割り当てます。 

3. 統合水資源管理（IWRM）に関連する流域ベースのプロセス、ならび

に水利用者、ステークホルダー、ライツホルダーを IWRMの進捗レベ

ルに応じて明らかにします。 

4. ファシリティ関連の流域の水利用者と関わり、彼らが水資源をどのよ

うに使用し、評価しているかをよりよく理解し、対処すべき水関連の

ストレスがどこにあるかを明らかにします。 

グッドプラク

ティス  

1.  IWRMプロセスが成熟していない場合は、特定された他の水利用者

と協力して、特定された社会環境要因に関連する水問題な流域の集

合的な水問題を理解します。IWRMプロセスが成熟している場合は

、確立された IWRM機器で、必要に応じてこの情報を取り出します

。  
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2. IWRM プロセスが成熟していない場合は、特定された他の水利用者

と協力して、環境水要件や水ストレ 

スなど、水質と水量に関連する短期、中期、長期の社会環境リスクと影響

を、特定、評価、優先順位を付け、適応管理計画の策定に参加します。

IWRM プロセスが成熟している場合は、必要に応じて IWRM 機器の継続的

な改善に参加します。 

3. 運営上の水管理プラクティスが、統合された水資源管理プロセスを

通じて特定されたような特定された流域関連リスクとどのように関

連しているかを、他の水利用者に知らせるためのデータと情報を提

供します。  

リーディング

プラクティス 

 

1.  存在する場合は、統合された水資源管理プロセスに参加して、水関連

の機会を明らかにし、優先順位を付けます。 

2. 運営プラクティスが IWRMの策定にどのように関連しているかを通知

し、共同緩和オプションの策定にどのようにエンゲージメントするかを

議論するために、他の水利用者がデータと情報を利用できる状況を整え

ます。 

3.LP1に従って水関連の機会が明らかになり、統合された水資源管理プロ

セスを通じて他の水利用者が希望する場合、ファシリティの参加により

、以下の少なくとも 1つをファシリティの流域で行います:  

• 土地利用計画が存在する場合には、その土地利用計画に含まれ

る目標など、流域規模の目標を設定する。  

• 流域計画の策定。  

• 流域規模の目標の追跡（上記 aを参照）と、進捗状況に関する

水関連のステークホルダーやライツホルダーとのエンゲージメ

ント。  

• 流域規模での共同監視。  

 

レベル 要件 

18.3 水報告 

基本プラクテ

ィス 

1. ファシリティレベルの主要な水活動や水源、使用、排出の説明を公開

します。 
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グッドプラク

ティス 

1. 設定された目的や目標に照らして、運営上の取水量やその他の管理さ

れた取水量（水源、量、水質別）、総排出量、および総消費量を公開し

ます。 

2. 重大な罰金や規制アクションは、「パフォーマンスエリア 2：企業倫理

と誠実性」、「2.1 グッドプラクティス、2」に従って公表します。 

リーディング

プラクティス 

1. 以下の枠組みや同等の枠組み（規制要件など）のいずれかに沿って、

ファシリティレベルの水データを公開します: 

a) ICMM 水報告:グッドプラクティスガイド 

b) MCA水収支フレームワーク 

c) GRIの 303:水と廃水 2018 年版基準 

2. 水質に関する公開報告の独立監査 を完了し、結果を公表します。  

用語集と解釈ガイダンス  

共同流域管理:ファシリティと他の水利用者やステークホルダー、ライツホルダーとの間の
統合水資源管理に関する協力を指します。水道局など、水域ガバナンス構造や管理取り組み
が確立されている場合、ファシリティの これらの取り組みへの参加は、法律で義務付けら

れている場合でも、18.2に基づく要件の実践の根拠として使用できます。 

コンタクトウォーター:ファシリティの妨害的フットプリントと接触した水です。  

 定義された頻度: 定義された頻度が必要な場合、その頻度は関連する手順や関連文書で定義

します。この文書には、頻度が設定された根拠が含まれます。  

下流使用者:ファシリティの影響を受けた水や排水を受ける地域のファシリティからの下流

の水の利用者を指します。  

ファシリティ関連流域境界:ファシリティの運営が影響を与える可能性がある（または影響

を与えると考えられる）水文システムの物理的特性を明らかにします。これには、上流の水

供給に関連する集水域や、集水域の境界を越える地下水帯水層が含まれる場合があります。  

地下水:地表下の水は、岩石や砂や砂利の層（帯水層）内の細孔や割れ目に蓄えられます。 

水文学的背景:流域の水文学的条件の特定。  
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統合水資源管理（IWRM）83:国連環境計画（UNEP）では、IWRM を、重要な生態系のサステナ

ビリティを損なうことなく、公平な方法で経済的福祉と社会的福祉を最大化するために、水

や土地、および関連資源の協調的な開発と管理を促進するものと定義しています。 

IWRM は、持続不可能な使用と不十分なサービスをともなった水資源管理に対する従来の断

片化されたセクター手法の解決策として、認識が広まっているセクター横断的な手法です。

IWRM の基本にあるのは、水資源が生態系の不可欠な要素であり、天然資源であり、社会的

利益と経済的利益であるという考え方です。 

有限の水資源のさまざまな用途が相互依存関係にあるというのが IWRM の基本です。例えば

、灌漑需要が高く、農業による汚染が発生すると、飲料水や工業用淡水が減少します。汚染

された都市廃水や産業廃水で、河川が汚染され、生態系が脅かされます。漁業や生態系を保

護するために一定の水量を川に残さなければならない場合（環境の流れ）、作物の栽培に流

用できる水量が減少する可能性があります。 

IWRM の実践は、世界の環境を保護し、経済成長と持続可能な農業開発を促進し、ガバナン

スへの民主的参加を促進し、人間の健康を改善するのに役立ちます。 

重大な違反:重大な違反には、規制や許可の超過、報告が必要なインシデント、報告の失敗

、または計画外または許可されていない水の放出につながる可能性のあるマネジメントシス

テムまたはプロセスコントロールの重大な混乱などがあります。  

ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）：この階層では、悪影響を回避す

ることから始まり、最小化、回復、相殺の順に、悪影響に対処するためのアクションに優先

順位を付けます。  

ノンコンタクトウォーター:ファシリティのフットプリントと接触していない水。この水は

、コンタクトウォーターにならないように、多くの場合、ファシリティの周囲で回収され、

迂回されます。 

処理水:ファシリティの運営プロセスで使用された水。   

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

 
83UNEP 統合水資源管理（日付なし）より引用 

https://www.unep.org/topics/fresh-water/water-resources-management/integrated-water-resources-management
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指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

地表水:氷床、氷冠、氷河、氷山、沼地、池、湖、川、小川など、地球の表面に自然に発生

する水を指します。 

上流使用者:ファシリティが使用する水源である地域のファシリティから上流の水の利用者

を指します。  

水収支:ファシリティに出入りする水の流れを明らかにしてマッピングするために使用され

る手法を指します。水収支は、水供給要件が時間の経過とともにどのように変化するかを理

解するために使用します。ファシリティの水収支は、取水量、排水量、水消費量という 3 つ

の主要要素で構成されています。ファシリティの水収支を計算するための実用的な式は、「

取水量 = 排出量 + 消費量 + ファシリティの境界内の貯水量の変化」です。5 取水口、コントロ

ールおよび処理システム、排水、水需要、監視ポイントのマッピングなど、水収支に含める

べき要素に関する追加ガイダンスは、18.3.L.1 で掲載した参考文献に記載されています。  

水管理: ファシリティのフットプリント内の水の流れと水質を管理するために取られるアク

ションに関連しています。 

ウォータースチュワードシップ: 社会的に公平で、環境的に持続可能で、すべての水利用者

にとって経済的に有益な方法で水を使用することを指します。  

流域と集水域:「流域」および「集水域」とは、すべての地表流出水と地下水が一連の小川

、川、帯水層、湖を通って海または単一の河口、河口、またはデルタの別の出口に流れ込む

土地の領域、およびファシリティの排水によって影響を受ける下流域を指します。ここで定

義されているように、集水域と集水域には、関連する地下水域が含まれ、水域の一部（湖や

川など）が含まれる場合があります。この「パフォーマンスエリア」の目的上、これら 2 つ

の用語は同義で使用できます。さらに詳細なガイダンスは、ICMM の鉱業/金属産業のための

集水域ベースの水管理実践ガイド（2015 年） およびウォータースチュワードシップ同盟に

記載されています。 

参考文献:  

• ICMM 水報告:グッドプラクティスガイド  

• オーストラリア鉱物評議会（MC）の水収支フレームワーク 

• グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）303:水と排水  

• CEO ウォーターマンデート  

  

  

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/2021/water-reporting
https://minerals.org.au/wp-content/uploads/2022/12/MCA-Water-Accounting-Framework-User-Guide-2.0-2022.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/topic-standard-for-water-and-effluents/
https://ceowatermandate.org/files/CEO_Water_Mandate.pdf
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パフォーマンスエリア 19:生物多様性、生態系サービス、自然  

主旨：ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）の適用と、管理プラクテ

ィスの実践により、生物多様性の少なくとも純損失ゼロまたは純利益ゼロを達成し、自然
によい未来に貢献して、生物多様性と生態系サービスに対する重大なリスクと影響を明ら
かにします。 

 

 その他の関連するパフォーマンスエリア:  

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転  

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

14 先住民族  

18 ウォータースチュワードシップ 

20 気候変動対策 

22 汚染防止 

24 閉山 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。  

 

レベル 要件 

19.1 生物多様性と生態系サービスと自然  

基本プラクテ

ィス  

1. 世界遺産に隣接する現在または将来の事業が、指定された顕著な普遍

的価値と相容れず、その完全性を危険にさらすことのないように、世

界遺産内での探査や活動を禁止します。 

2. 主要な生物多様性地域、ラムサール条約湿地（国際的に重要な湿地）

、法的 に指定された保護地域、およびそれらの緩衝地帯（制限が定

義されている場所）に設定された制限を遵守します。そのようなエリ

ア内で採鉱または関連するインフラが許可されている場合は、新しい

事業または既存の事業の変更が、指定された値と互換性があることを

確認します。 

3. 世界遺産周辺の禁止事項、指定保護地域 とその緩衝地帯の制限を、

関連する従業員や請負業者、ステークホルダー、ライツホルダーに周

知します。 

4. 生物多様性管理と所定の関する生物多様性に関する成果の達成につい

ての上級管理職の責任と説明責任を確立します。 

5. 影響地域における生物多様性のベースラインを確立し、可能な場合は

地域の知識を取り入れて、ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩
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和の優先順位）の「回避」初期段階を支援するために、実行可能な限

り迅速に重要な生物多様性の価値を明らかにします。 

6. ファシリティに関連する活動から影響を受ける地域の生物多様性に対

するリスクと影響を評価します。 

7. 生物多様性の著しい価値への影響に対処するためのアクションを優先

し、影響範囲内のファシリティレベルの監視と監視結果に応じた適応

管理などの生物多様性管理計画を策定します。 

グッドプラク

ティス 

1. 影響のある地域の地域社会をエンゲージメントさせ、生態系サービ

スの利用を理解し、生態系サービスに対する潜在的なリスクと影響

を評価します。生態系サービスの利用が、生態系サービスの提供を

維持、または改善する緩和措置で悪影響を受ける人々をエンゲージ

メントさせるか、それができない場合は、ミティゲーションヒエラ

ルキー（影響の緩和の優先順位）に沿ったサービスの代替提供を提

供します。 

2. 影響地域における生物多様性及び生態系サービスに対する重大なリ

スク及び影響に対処し、閉山の完了までに生物多様性の純損失ゼロ

を最小限に抑えるために、以下の活動を通じて取り組みます: 

a) 回避優先の視点で、探索の最も早い実現可能な段階からミティゲーシ

ョンヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）を適用し、プロジェクト

のライフサイクル全体を通じて継続する、 

b) 可能な限り進行的な回復や復元を追求し、残存する悪影響に対する相

殺をできるだけ早く開始する。 

3. 生物多様性管理計画に、生物多様性と生態系サービスに対するリスク

と影響に対処するためのアクションを組み込み、管理アクションの実

践と、指定した間隔で純損失ゼロまたは純利益ゼロに向けた進捗状況

を監視します。 

4. 関連するステークホルダーやライツホルダーと協議するかエンゲージ

メントさせ、生物多様性管理計画の策定を支援し、実践を支援します

。 
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5. 純損失または純利益をゼロにするために使用した方法論を公開します

。既存のファシリティで純損失ゼロが不可能な場合は、生物多様性へ

の影響と関連する時間枠に適切に対処するために、ミティゲーション

ヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）と追加の保全アクションがな

ぜ、どのように適用されるのかを公開します。 

6. 世界的に認められた報告慣行（TNFD、GRI、CSRD、ISSBなど）に従っ

た優先的な場所での事業における重要な自然関連の影響、依存関係、

リスク、機会を公開します。 

リーディング

プラクティス 

1. 定義されたベースラインに対して、閉山による生物多様性の純利益

を達成するための生物多様性管理計画を策定し、実践し、指定した

間隔で進捗状況を監視します。  

2. ガバナンス、戦略、リスク、影響管理に関連する配慮など、ビジネ

ス上の意思決定ツールとプロセスに自然への配慮を統合します。 

3. 生物多様性管理計画で特定されたアクションの策定と実施について、

ステークホルダーやライツホルダーと協力して、純損失ゼロまたは純

利益ゼロを達成し、純損失ゼロまたは純利益を達成するための重要な

地域の長期的な保護を確保します。 

4. 生物多様性と生態系サービスへの影響に対処するための措置の有効性

と、純利益を達成するための進捗状況を評価するために、指定した間

隔で独立審査を完了します。 

用語集と解釈ガイダンス  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、
人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の
悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  

影響範囲:必要に応じて、以下の影響を受ける可能性のある領域を網羅します: 

a) ファシリティの現在の活動や運営、そして後で発生する可能性のある予測可能な開
発や、影響を受ける地域社会の生活が依存している、生物多様性または生態系サー
ビスに対する間接的なプロジェクトの影響、 

b) ファシリティによってコントロールされておらず、他の方法では建設や拡張がされ
ず、それなしではファシリティの活動が実行できない関連ファシリティ。84 

 
84 IFC パフォーマンススタンダード 1 ガイダンスノート（2012）より引用 

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2021/20210614-ifc-ps-guidance-note-1-en.pdf
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生物多様性:陸域、海洋、その他の水生生態系（森林、草原、サンゴ礁など）など、すべて

の源泉からの生物間の変動性、およびそれらがその一部である生態学的複合体を指します。

これには、種内、種間、および生態系の多様性が含まれます。85 

生物多様性のベースライン:ファシリティで発生する生物多様性の価値（種、生息地、生態
系、または関連サービス）、プロジェクトの現在の状態、およびプロジェクトの開始前また

は特定の時点での傾向に関する情報を収集し、解釈するために行われた作業を指します。生
物多様性ベースラインは、プロジェクトの影響とリスクの評価、生物多様性緩和策の階層の
適用、および監視プログラムの設計をサポートします。地元の専門家やその他の知識豊富な

ステークホルダーやライツホルダー86のエンゲージメントは、生物多様性ベースラインの利
点につながります。 

生物多様性管理計画:生物多様性に対する影響または生態系サービスに対する影響を管理し
、生物多様性の保全、回復、補償、または強化の目標を達成するための運営ツールです。生
物多様性管理計画は、アクションや関連する責任、時間枠、そして該当する場合は監視要件
を規定しています。IFCでは、通常はファシリティの地域的な緩和策に焦点を当てる BMPと
、重要な生息地に位置するプロジェクトに必要で、自然生息地でのリスクの高いプロジェク
トに推奨される生物多様性行動計画（BAP）とを区別します。IFCは、BAP について、（i）

アクションのハイレベルな概要と、プロジェクトの緩和戦略が純利益 を達成する（または

純損失をゼロにする）方法の理論的根拠、（ii）ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩

和の優先順位）に従うための手法、（iii）内部スタッフと外部パートナーの役割と責任を説

明すると定めています。BMPが業務文書であるのに対し、ほとんどの場合、BAPはオフサイ

トエリアのアクション（相殺や追加アクションなど）が対象になり、外部パートナーがエン

ゲージメントします。87 

生物多様性の価値:採掘やその他の活動の結果として影響を受ける可能性のある種や生息地

、生態系レベルで適用される地域に存在する生物多様性の価値を指します。生物多様性の重
要な価値には、保全が懸念される種、法的に保護された種や生息地、またはステークホルダ
ーによって重要と特定された地域などがあります。IFCが特定した「重要な生息地」の適格

基準の対象になる生物多様性の価値の存在には、特に注意を払う必要があります。これには

、（i）IUCNレッドリストに指定されている絶滅危惧種、（ii）地域固有種（iii）渡り鳥など

群れを成す種の世界的に重要な集合体を支える生息地（iv）非常に脅威にさらされている独

自の生態系、（v）種の進化プロセスに関連する地域88などがあります。 

緩衝地帯:保護地域の境界に隣接する地域。異なる目的のために管理された地域間の移行ゾ

ーン。89 

指定保護地域:地理的に定義された地域であり、特定の保全目標を達成するために指定され

ているか、規制され、管理されています。90 

 
85Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
86生物多様性ベースラインデータ収集のための「グッドプラクティス」（2015 年）より引用 

87 IFC ガイダンスノート 6:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な管理 （2019）より引用 

88 IFC ガイダンスノート 6:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な管理 （2019）より引用 

89国連、生物多様性条約ツールキット:用語集（2008 年）より引用 

90国連、生物多様性条約ツールキット:用語集（2008 年）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
http://www.csbi.org.uk/our-work/good-practices-for-the-collection-of-biodiversity-baseline-data/#:~:text=A%20biodiversity%20baseline%20study%20is,trends%20before%20a%20project%20commences.
http://www.csbi.org.uk/our-work/good-practices-for-the-collection-of-biodiversity-baseline-data/#:~:text=A%20biodiversity%20baseline%20study%20is,trends%20before%20a%20project%20commences.
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Glossaries.pdf
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Glossaries.pdf
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Glossaries.pdf
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生態系サービス:植物、動物、または生態系が人々に提供するプラスの利益を指します。生
態系サービスの主なカテゴリーは、プロビジョニングや規制、文化、支援サービスであり、
多くのサービスが複数のカテゴリーに分類されることがあります。91  

ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）（生物多様性）:ミティゲーショ

ンヒエラルキーは、生物多様性と生態系サービスに関連するリスクを管理するためのフレ
ームワークです。これには、土地利用や土地管理、採鉱ファシリティ外の地域の保全に関す
る決定に影響を与える次の 4つの段階からなります: 

o 回避は、生物多様性と生態系サービスへの悪影響を予測し、防止するための対策を
講じることを意味し、多くの場合、潜在的な悪影響を減らす最も効果的な方法です

。  

o 最小化は、完全に回避できない影響（必要に応じて直接的、間接的、累積的な影響
など）の期間、強度、重要性、または程度を、現実的に可能な限り削減するための

措置を講じることを意味します。 

o 修復は、プロジェクトの活動によって劣化した生物多様性または生態系サービスの
復元に使用します。回避、最小化、復元を総合的に行うことで、プロジェクトの生

物多様性への残効性を可能な限り抑えることができます。 

o 相殺は、多くの場合、他の地域では、回避、最小化、修復または回復することが不

可能な、生物多様性や生態系サービスの損失を補うために、同じ価値の保全利益を

追求し、残存影響に対処して、生物多様性の全体的な純損失ゼロを達成します。92 

ネイチャーポジティブ:2050年までの完全な修復を視野に入れ、2020年のベースラインに対

して 2030年までに自然の損失を食い止め、逆転させるという世界的な社会的目標です。簡

単に言うと、2020年よりも 2030年に世界の自然をさらに確保し、その後も修復を続けると

いうことです。93 

純利益:生物多様性への影響を緩和策が上回り、生物多様性が以前よりも良好な状態に保た

れる純損失ゼロを達成し、それを超える開発プロジェクト、方針、計画、または活動の目標

を指します。94 

純損失ゼロ：開発プロジェクトや方針、計画や活動の目標で、生物多様性 への影響が、影

響を回避し最小限に抑え、影響を受けた地域を回復し、損失が残らないように最終的に残留

影響を相殺します。すべての新規事業と大幅な拡張について、純損失ゼロは、それぞれ操業

前または拡張前のベースラインを基準に測定します。既存事業の場合は、2020年以前のベ

ースラインを基準に測定します。この日付より後に行われる買収の場合、ベースラインは買

収日またはそれ以前の日付にします。95 

相殺：生物多様性の純損失ゼロやできれば純利益を達成するために回避や最小化、あるいは
修復や回復ができない重大な残留物、悪影響を補償するために取られ、講じられる措置を指
します。96 

 
91IPBES 生体系サービス （日付なし）より引用 
92CSBI 緩和策の階層 （2015）より引用 
93ネイチャーポジティブ・イニシアティブ ネイチャーポジティブの定義（2023 年）より引用 

94Copper Mark 基準ガイド（2023）および ICMM Nature:基本方針表明（2024）より引用 

95Copper Mark 基準ガイド（2023）および ICMM Nature:基本方針表明（2024）より引用 
96Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://www.ipbes.net/glossary-tag/ecosystem-service
http://www.csbi.org.uk/our-work/mitigation-hierarchy-guide/
https://www.naturepositive.org/app/uploads/2024/02/The-Definition-of-Nature-Positive.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/position-statements/nature
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/position-statements/nature
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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顕著な普遍的価値:「顕著な普遍的価値」とは、国境を越え、全人類の現在と将来の世代に
とって共通の重要性があるほど例外的な文化的や自然的意義を意味します。したがって、こ

の遺産の恒久的な保護は、国際社会全体にとって最も重要です。97 

優先地域:次のような場所として定義します：  

a. 重要な場所:組織によって、その直接事業、および上流と下流のバリューチェー

ンにおいて、重要な自然関連の依存関係や影響、リスク、機会が明らかにされた

場所を指します 

b. 機微な場所:その直接事業における資産や活動、そして可能な場合は上流と下流

のバリューチェーンが自然と接する場所を指します： 

▪ 生物多様性にとって重要な地域 

▪ 生態系の完全性が高い地域 

▪ 生態系の完全性が急速に低下している地域 

▪ 物理的な水リスクが高い地域 

▪ 先住民族、地域社会、ステークホルダーへの利益など、生態系サービ

スの提供にとって重要な地域98。 

進行性の回復や復元:閉山前のファシリティまたは鉱山の建設中や運営中に、回復や復元活
動を進めるための継続的な取り組みを指します。パフォーマンスエリア 24:閉山の回復の定

義も参照してください。 

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

世界遺産:1972年の世界遺産条約に基づいて設立されたサイトです。 

参考文献: 

• 分野横断生物多様性イニシアティブ （CSBI） 緩和策の階層を実践するためのクロス

セクターガイド 

• 国際金融公社（IFC）ガイダンスノート 6:生物多様性の保全と自然生物資源の持続可

能な管理 

• 国際自然保護連合（IUCN）の絶滅危惧種のレッドリスト  

• 自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD） 

• 国連、教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産  

  

 
97ユネスコ世界遺産条約（1972 年）より引用 
98TNFD 用語集（2023）より引用 

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/environmental-stewardship/2015/guidance_mitigation-hierarchy.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/environmental-stewardship/2015/guidance_mitigation-hierarchy.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/20190627-ifc-ps-guidance-note-6-en.pdf
https://www.iucnredlist.org/
https://tnfd.global/
https://tnfd.global/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/convention/
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/09/Glossary_of_key_terms_v1.pdf?v=1702506695
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パフォーマンスエリア 20:気候変動対策 

主旨： パリ協定に沿って科学的根拠に基づいた目標や目的を設定して、排出を回避し、削

減するための緩和策の階層を実践することにより、スコープ 1 と 2 およびスコープ 3 の温室

効果ガス（GHG）排出量を削減します。物理的な気候関連リスクと影響を明らかにし、適切

な適応策を策定し、実践します。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

1 企業の要件 

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転  

8 多様性、公平性、包括性 

22 汚染防止 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」の 20.1 と 20.3 の要件は、企業レベルで実践され、

保証されることを目的としていますが、可能な場合は、ファシリティレベルで実践し、保証

することができます。20.2 の要件は、ファシリティレベルで実践され、保証されることを目

的としています。 20.3 は、企業の報告メカニズムを通じて対処されることを目的としてい

ますが、報告にはファシリティレベルの細分化された情報を含めることとします。 

 

レベル 要件 

20.1.企業の気候変動戦略（企業レベル）  

基本プラクテ

ィス 

1. 企業レベルでの温室効果ガス（GHG）排出量の削減コミットメント

としてかかげます。 

2. 取締役会や経営幹部レベルなど、気候関連のリスクと機会のガバ

ナンスに関する説明責任、責任、報告プロセスを策定します。 

3. 気候関連企業のリスクと機会の評価を実施します。 

グッドプラク

ティス 
 

1. 気候関連のリスクと機会に対処するための企業レベルの気候変動

戦略とコミットメントを策定して公開し、これをパリ協定および

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の目標と整合的な

既存の活動および計画された新規プロジェクトの事業計画および

意思決定と統合します。  

2. スコープ 1 および 2 の GHG 排出量に関する企業の気候変動戦略の

目的と整合的な企業目標を設定し、すべての重要な排出源を網羅
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し、WRI GHG プロトコルまたは組織の境界と重要性に関する関連す

る規制の定義に整合させます。  

3. TCFD のシナリオプランニング要件に沿って、気候関連の重要な企

業リスクと機会、およびそれらが企業の事業、戦略、財務計画、

リスク管理に与える影響を明らかにし、評価、管理します。  

4. 定義された頻度でスコープ 3 の GHG 排出源を明らかにし、定量化

し、審査します。 

リーディング

プラクティス 

 

1. スコープ 3 の GHG 排出量を企業の目標や目的に含めます。 

2. 関連するサプライヤーや顧客と協力して、スコープ 3 の GHG 排出

量の目的や目標の実践とモニターを行います。 

3. 気候変動戦略には、次の要素のうち少なくとも 2 つを含めます:  

a) 気候変動の緩和または適応の測定可能な改善につながる気候変動

対策への計画的投資や実際の投資。  

b) 気候変動戦略関連を実行する従業員に関する主要業績評価指標（

定期的確認含む）。 

c) 社会的や自然に基づく共有ベネフィットを提供する認定されたオ

フセットを含めます。 

4. 気候変動戦略において、地域のステークホルダーやライツホルダ

ーに社会的価値とベネフィットを提供する気候適応への投資を含

めます。 

5. 規制されたカーボンプライシング制度の対象にならない限り、新

規プロジェクトや拡張などの主要な投資決定に社内カーボンプラ

イス を統合します。 

6. 2050 年までに排出量をネットゼロにするというコミットメントを

策定し、このコミットメントを達成するための短期と長期の科学

的情報（ＳＢＴ）に基づいた目標とアクションを示し、気候戦略

がこれを反映していることを実証します。 
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7. 短期と長期の GHG 排出量目標や目的が特定されたタイムスケール

で達成済みであるか、達成される予定であること、あるいは逸脱

が発生した場合に軌道に戻るための是正行動計画があることを実

証します。  

 

レベル 要件 

20.2.気候変動管理（ファシリティ レベル） 

基本プラクテ

ィス 

1. 非エネルギーGHG 排出の重要な発生源など、スコープ 1 および 2

の GHG 排出量を明らかにし、定量化するメカニズムを含めたエネ

ルギー使用および GHG 排出管理および監視システム」を確立しま

す。 

2. 気候変動および関連する適応策によるインフラへの物理的影響と

リスクを明らかにするための高度な分析を実施します。 

 

グッドプラク

ティス 
 

1. 企業のスコープ 1 および 2 の GHG 排出量パフォーマンス目標や目

的に対するファシリティレベルの貢献を定義します。 

2. GHG 排出量パフォーマンス目標や目標の達成に向けた明確な短期

と長期のアクションを対象にした計画を策定し、実践します。 

3. GHG 排出量のパフォーマンス目標や目標に対する進捗状況を実証

します。 

4. ファシリティに対する潜在的な気候関連の影響から生じるリスク

を明らかにし、評価、更新し、それらのリスクが周辺地域や地域

の影響を受けるステークホルダーおよびライツホルダーに与える

影響を考慮します。 

5. 特定された潜在的に重大かつ物理的な気候への影響に対応し、パ

フォーマンス目標や目標の達成を支援する緩和策と適応策を明ら

かにし、優先順位を付け、実践します。 

6. 地域の影響を受けるステークホルダーやライツホルダーと、ステ

ークホルダーやライツホルダーが関心を持つ気候関連アクション

に関連する進捗状況について関与エンゲージメントさせます。こ
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れらには、行動計画の実践や緩和アクション及び適応アクション

、並びに目的や目標に向けた進捗に関する進捗含まれることがあ

ります。  

7. 少なくとも年に一度、気候変動に関連するファシリティのアクシ

ョンの 内部審査を実施します。  

8. エネルギー効率を改善するための対策を明らかにし、可能な場合

は実践し、エネルギーミックスに他の低排出エネルギー供給を組

み込みます。 

リーディング

プラクティス 

 

1. 企業のスコープ 3 の GHG 排出量の パフォーマンス目標や目的への

ファシリティレベルの貢献を企業レベルで確立された重要なソー

スに基づいて定義します。 

2. 気候変動対策に関連する相互の関心分野について、影響を受ける

地元のステークホルダーやライツホルダーと協力します。これに

は、行動計画の策定と実践、緩和策と適応策、ならびに目的や目

標に向けた進捗状況の監視が含まれる場合があります。 

3. 特定されたタイムスケールでパフォーマンス目標を達成するか、

順調に進んでいるかを追跡し、場合によっては是正アクションを

明らかにして実践します。 

4. 次の主要なプラクティスのうち少なくとも 2 つを適用してくださ

い: 

a) エネルギー使用量と GHG 排出量の目標達成に関する重要業績評価

指標を担当する従業員に割り当てる。  

b) 生物多様性や地域社会に共有ベネフィットをもたらすための気候

変動適応策や緩和策を設計する。 

c) 物理的な気候への影響と適応管理について、他の組織やステーク

ホルダー、ライツホルダーとの積極的なパートナーシップを追求

する。 

d) 気候影響評価や適応策の設計において、地域社会の文化的知識や

伝統的知識を考慮する。 
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レベル 要件 

20.3.気候変動に関する年次公開報告  

基本プラクテ

ィス 

1. エネルギー使用量とスコープ 1 と 2 の GHG 排出量データを公開し

ます。 

2. WRI GHG プロトコルまたは規制報告要件に基づく基準的な定量化手

法と推定手法を適用して、エネルギー排出量データと GHG 排出量

データをプロセス排出量データなど、同等の単位に変換します。  

グッドプラク

ティス 

 

1. ファシリティレベルのスコープ 1 と 2 の GHG 排出量データと目標に

対する進捗を、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提

言に沿って公開します。 

b) 原単位目標が使用されている場所では、対応する GHG 排出量の絶

対的な増減を公開します。 

c) 使用する場合は、目標達成のために相殺措置を年間に発生する総排

出量の割合として計算して、相殺措置の認定の出所と性質を公開し

ます。 

d) 緩和策と適応策の両方に対する TCFD の推奨事項に沿って、ファシ

リティによる潜在的な物理的気候影響の評価、および関連するリス

クを管理するための計画またはアクションを、影響を受けるステー

クホルダーやライツホルダーなどに指定した間隔で公開します。  

 

 

 

 

リーディング

プラクティス 

1. ファシリティの製品の炭素含有量や炭素強度を計算し、要求に応じ

て顧客が利用できる条件を整えます。 

2. GHG 排出量の公表に関する独立審査を完了し、公開開示に保証書を

含めます。  

3. スコープ 3 の GHG 排出量に関する重要なデータや、定めた目的や

目標の進捗を企業レベルで毎年公開します。 

用語集と解釈のガイダンス: 

影響を受けるステークホルダー:ファシリティの運営、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください。） 

カーボンプライス:温室効果ガス（GHG）排出の外部コストを捕捉する手段を指します。 
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気候関連リスク – 気候関連リスクには、物理的リスクと移行リスクの 2つのカテゴリーがあ

ります。物理的リスクは、気候変動による物理的影響に関連しています。一部の物理的リス

クは、ハリケーンや洪水、山火事、干ばつなどの特定の異常気象によって引き起こされる深

刻なリスクです。また、気温の継続的な上昇や海面上昇、熱波の長期化と頻繁な増加など、

気候パターンの長期的な変化に関連する慢性的なリスクもあります。物理的リスクは、事業

や輸送、サプライチェーン、または従業員や顧客の安全に影響を与える場合、突発的な重大

な財務的影響をおよぼすおそれがあります。移行リスクとは、低炭素経済への移行に内在す

るリスクです。これには、GHG排出量、ネットゼロカーボン排出の取り組み、炭素税方針

、エネルギーおよび燃料コスト、国内または世界のエネルギー方針などの問題に関する気候

関連方針や規制、開示要件の進化に関連するリスクが含まれます。移行リスクは、継続的な

直接的な財務的影響を与えるおそれがあり、組織の評判にも影響を与えるおそれがあります

。99 

目的や目標を達成するための経時的な進捗状況の実証:この「パフォーマンスエリア」には

、目標および目標を達成するための経時的な進捗状況を実証するための要件が含まれます。

これは、目標の達成と一致する適切な方向のデータ傾向を示すことによって行うことができ

ますが、排出量削減プロジェクトの計画、設計、建設、試運転に関連するマイルストーンな

ど、目標を達成するためのアクションによっても実証することができます。測定結果に基づ

いてファシリティが間違った方向に向かい始めた場合、軌道に戻るための是正アクションの
実践も、進捗状況を実証するために使用できます。 

ファシリティの気候管理 要件と企業アクション:ファシリティレベルでの削減に貢献する企
業アクションが取られた場合、これらは 20.2の要件が満たされた根拠として使用できます

。例えば、企業レベルがフリート全体の電気自動車の機会を追求している場合、これらはフ
ァシリティレベルで認識できます。  

ファシリティレベルの公開要件:ファシリティレベルの情報開示の要件は、ファシリティレ
ベルの情報が含まれている場合、企業の報告チャネルを通じて対処できます。  

長期/短期:  

a. 短期的: 5〜10年のタイムライン内のコミットメント、目標、または目的を指しま

す。100 

b. 長期的:10年以上のタイムラインのコミットメント、目標、または目的を指します

。 

内部審査:年次内部審査とは、前回の内部審査からのアクションの状況を評価し、気候に関

連するアクションの有効性の継続的な改善を確保することを目的としています。内部審査プ

ロセスでは、改善の機会を明らかにし、関連する行動計画を説明します。内部審査では、前

回の気候変動に関連する内部審査以降の、以下のような変化の潜在的な重要性を明らかにし

、評価します：  

• 法的要件や基準、ガイダンス、業界のベストプラクティス、ならびにステークホ

ルダーに対するコミットメントの変更。  

• 鉱山の操業条件（生産率など）またはファシリティ環境条件の変化。  

• 外部環境に対するファシリティに起因する、またはその逆のファシリティに対す
る外部環境に起因するリスクの性質と重要性に影響を与える可能性のある変更。  

 
99気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言（2016 年）より引用 
100SBTi 企業の短期基準版 5.1（2024）より引用 

https://www.ibm.com/account/reg/signup?formid=urx-51746
https://www.ibm.com/blog/carbon-pricing-carbon-tax-and-the-global-effort-to-decarbonize/
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Recommendations-of-the-Task-Force-on-Climate-related-Financial-Disclosures.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf
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内部審査では、法的要件の遵守や基準、方針、コミットメントへの適合、是正アクションの

状況など、ファシリティとそのエネルギーおよび GHG 排出マネジメントシステムの全体的

なパフォーマンスに関連する重要な問題の概要も提供します。 

ネットゼロ:ネットゼロエミッション（カーボンニュートラルとも呼ばれる）とは、大気中
に放出される GHG排出量が、他の場所での同等の削減とバランスが取れていることを意味

します。101 

ネットゼロと 1.5°Cのコミットメントと目標: 「グッドプラクティスレベル」を達成する目的

で、企業がネットゼロをコミットメントにかかげている場合、このコミットメントは 1.5°C

のコミットメントという「グッドプラクティス」の要件の意図を満たしています。目標につ

いても同じことが言えます。  

非エネルギーGHG排出量:非エネルギーGHG排出量とは、化石燃料を燃焼させずに発生した

排出量です。非エネルギーGHG排出の例としては、漏洩メタンや炭酸塩鉱石の酸性化など

があります。  

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

科学に基づいた目標または目的:科学的根拠に基づいた目標は、企業が温室効果ガス（GHG

）排出量を削減するための明確な道筋を示し、気候変動の最悪の影響を防ぎ、健全な科学に

基づいて将来を見据えたビジネスの成長を支援します。102科学的根拠に基づいた目標の設定

は、科学的根拠に基づいた目標の取り組みの下で行う必要はなく、ISO 14068 などの他の温

度に合わせた目標設定方法を使用することもできます。 

スコープ 1、2、3の GHG排出量:  

a. スコープ 1 の GHG 排出量:報告ファシリティ￼が所有する発生源やコントロールする

発生源からの全世界の直接排出量の合計（定常燃焼、移動燃焼、プロセス排出、フ

ュージティブ排出など）。 

b. スコープ 2の GHG 排出量:ファシリティが電気や熱、冷房または蒸気の形でエネルギ
ーを消費することにより引き起こした間接的な GHG排出量。 

c. スコープ 3 の GHG 排出量:ファシリティの活動の結果として、他者が所有する発生源
やコントロールする発生源から発生する間接排出（スコープ 2排出量を除く）。 

スコープ 1およびスコープ 2の目標:目標は、スコープ 1とスコープ 2で別々に設定するこ

とも、GHG排出量に幅広く対応する単一の目標に統合することもできます。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの運営に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

 
101TSM 気候変動議定書（2021 年）より引用 
102SBTi 科学的根拠に基づく目標（日付なし）より引用 

https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/04/Climate-Change-Protocol-English.pdf
https://sciencebasedtargets.org/how-it-works
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社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

ファシリティレベルの貢献:ファシリティレベルの貢献は、企業としてのスコープ 1および 2

の排出量パフォーマンス目標や目的に及ぼす影響を判断することを目的としています。すべ

てのファシリティが同じように排出量を削減する機会があるわけではないため、一部のファ

シリティは削減に貢献する場合もあれば、排出量の現状を維持するか、増加を最小限に抑え

るための目標を設定するファシリティもあります。以下のリストは、ファシリティが貢献す
るために選択できる方法の種類を網羅しているわけではないため、貢献を明確にする別の方

法があるかもしれません。貢献は、1種類の貢献である場合もあれば、複数の種類の貢献が

含まれる場合もあります。  

a. 数量目標とは、ファシリティが排出するエネルギーの絶対量、または二酸化炭素換
算（CO2e）を指します。このような目標は、生産とは無関係です。通常、販売量の

目標は、現在または過去のデータ（「2015年のベースラインから 5%削減」など）を

基準にして定義しますが、通常の予測に対して設定されることもあります。  

b. 原単位目標とは、生産に対する消費または排出量の比率を指します。これは、多く

の場合、データの「正規化」と呼ばれます。例としては、製造された銅カソード 1

トンあたり、または処理された鉱石 1トンあたりの排出量またはエネルギー使用量

があります。  

c. 活動ベース目標とは、特定の活動により将来のエネルギー消費または GHG排出量が

削減されるか、回避される確立された目標です。このような目標には、プロジェク

トが実践されなかった場合に消費されるはずのエネルギーが消費されないことにつ

ながる取り組みやプロジェクトが含まれる場合があります。  

d. 統制目標は、エネルギーの消費または GHGの放出のいずれかに関連する活動に対す

るコントロールの有効性のレベルまたは尺度を確立します。管理には、生産設備の

運営制限や、さまざまな採掘活動のコントロール要件が含まれる場合があります。

以下のような例が挙げられます:  

e. エネルギーの主要な消費者または GHG排出量の排出者である単位運転の運転制限へ

の適合（「乾燥機の上限および下限内での運転に 100%適合」など）  

f. 管理統制の遵守（「アイドリング・ストップ方針の 95%の遵守」など） 

参考文献: 

• 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） 

• 温室効果ガスプロトコル  

• 科学的根拠に基づく目標取り組み（SBTI）  

• ISO 50001エネルギー管理 

  

https://www.fsb-tcfd.org/
https://ghgprotocol.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
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パフォーマンスエリア 21:尾鉱管理 

主旨：国際的に認められた基準に沿った包括的なリスクベースの管理およびガバナンス慣

行を反映した尾鉱マネジメントシステムを実践することにより、尾鉱ファシリティを設計
、建設、運営し、安全に閉山します。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転  

 9 安全で健康的で、尊重し合う職場 

10 緊急時の準備と対応 

12 ステークホルダーのエンゲージメント  

15 文化遺産 

17 苦情処理管理  

18 ウォータースチュワードシップ  

22 汚染防止 

23 サーキュラーエコノミー 

24 閉山 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、通常、採掘された鉱石の破砕、粉砕、処理か

ら尾鉱を生産するすべてのファシリティに適用します。  

 

レベル 要件 

21.1 尾鉱管理  

基本プラクテ

ィス 

1. 尾鉱管理に関する世界業界基準（GISTM）またはカナダ鉱業協会（

MAC）の尾鉱管理プロトコルを実践することにより、尾鉱の責任ある

管理をコミットメントとしてかかげます。2024年 1月 1日以降に生

産を開始する鉱山での河川尾鉱の使用は禁止されています。 

グッドプラク

ティス 

 

1. GISTMまたは MACの尾鉱管理プロトコルへの適合要件を実践し、

その達成を追求します。  

2. GISTMまたは MACの尾鉱管理プロトコルのすべての関連要件を内

部審査し、非従来型の尾鉱管理解決策に適用します。 

3. GISTMの ICMM 適合プロトコルまたは MACの尾鉱管理プロトコル

のいずれかで指定された間隔で、尾鉱ダムの適合性状況の内部審

査を実施し、独立監査を完了します。 

4. GISTMの ICMM 適合プロトコルまたは MACの尾鉱管理プロトコル

のいずれかで指定された間隔に沿って、尾鉱ダムの全体的な適合
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状況を公開し、ギャップを明確に明らかにし、それらに対処する

ためのアクションの期限付きの概要を提供します。 

リーディング 

プラクティス 

1. GISTMまたは MACの尾鉱管理プロトコルに完全に準拠している こ

とを実証します。  

 

用語集と解釈のガイダンス: 

適合性:基準に準拠しているとは、基準のすべての「要件」を満たすことを意味します。適
合性は通常、自主的な基準や手順に適用します（多くの場合法的要件を超える場合がありま
す）が、「コンプライアンス」という用語は一般的に法的義務と規制上の義務を果たすこと

に関連しています。特に GISTMに関連して、ICMM適合プロトコルでは、適合とは、オペレ

ーターが GISTMのすべての適用要件（法律に抵触しない）を実践するためのシステムとプ

ロセスが整っていることを実証できることを意味すると定めています。この「統合鉱業基準

」で使用されている定義と GISTMとの間に違いがある場合は、GISTMの定義がこの「パフォ

ーマンスエリア」に適用します。MACの尾鉱管理プロトコルに関連して、適合性は、プロ

トコルに付随する尾鉱管理適合表に対して定義します。 

従来とは異なる尾鉱管理解決策:これには、湖沼や河川、深海の尾鉱処理、またはダムの建

設を伴わないその他の尾鉱処理オプションが含まれます。GISTMまたは MACの尾鉱プロト

コルの適用要件を見直し、実践する際に、ファシリティは、尾鉱による潜在的リスクと実際

のリスクを明らかにし、影響を受けるステークホルダーの権利を尊重し、閉山など、尾鉱シ
ステムのライフサイクルのすべての段階で彼らを意味ある形でエンゲージメントさせ、尾鉱

を管理するシステムを導入し、監視と見直しを実践し、関連情報を公開します。103 

尾鉱：価値のある商品とそれらが発生する岩石または土壌から分離して残った処理済みの岩

石や土壌で構成される採鉱の副産物です。104 

参考文献: 

• 国際尾鉱審査 尾鉱管理に関する国際業界基準 

• カナダ鉱業協会（MAC）の尾鉱管理プロトコル  

 

  

 
103尾鉱管理中核要件に関する Copper Mark ガイダンス（2023）より引用  

104国際審査 尾鉱管理に関する国際業界基準（2020）より引用 

https://globaltailingsreview.org/global-industry-standard/
https://mining.ca/wp-content/uploads/2024/03/Tailings-Management-Protocol-2023-03-09-ENG.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/The-Copper-Mark-Guidance-on-Criterion-31_Tailings-Management_26SEP23100.pdf
https://globaltailingsreview.org/global-industry-standard/
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パフォーマンスエリア 22:汚染防止 

主旨：ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）を適用して、汚染を防止

し、放出と廃棄物を管理し、ファシリティが引き起こし、寄与し、または直接関連する人
間の健康と環境に対するリスクに対処します。人の健康と環境を保護するために水銀の排

出を削減するという水俣条約が定めた目標を支持します。  

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

4 新規、拡張、住民移転 

9 安全で健康的で、尊重し合う職場  

10 緊急時の準備と対応  

18 ウォータースチュワードシップ 

19 生物多様性、生態系サービス、自然 

 21 尾鉱管理 

23 サーキュラーエコノミー 

24 閉山 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、汚染防止に焦点を当てています。一部のサブ

カテゴリーは、すべてのファシリティに普遍的に適用できます（22.1 非鉱業廃棄物および危

険物管理」や「22.3」の非 GHG大気排出など）。他のサブカテゴリー（特に 22.4水銀と

22.5シアン化物）は、より限定されたファシリティのサブセットにのみ適用します。22.5シ

アン化物は、これは運営にシアン化物を使用するファシリティに限定します。  

 

レベル 要件 

22.1 鉱業以外の廃棄物および危険物管理 

基本プラクテ

ィス 

1. 廃棄物軽減階層（防止、再利用や最小化、リサイクル、エネルギー

回収、廃棄）と、国内法および適用される国際条約（バーゼル条約

、ロッテルダム条約、ストックホルム条約など）に沿って、廃棄物

を管理し、最小限に抑えることをコミットメントとしてかかげます

。 

2. 有害廃棄物や無害廃棄物などの廃棄物の流れを明らかにし、発生す

る廃棄物の量を回避、削減し、残留廃棄物を再利用するか、リサイ

クルする機会が存在するかどうかを明らかにします。 

3. 危険物を危険性の低い代替品に置き換える機会や、安全な廃棄など

、残留廃棄物を責任を持って管理するなど、事業活動全体で発生す

る廃棄物の量を回避し、削減するためのアクションを実践します。 

4. ファシリティに入るすべての危険物の危険性とリスクを評価します

。 
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グッドプラク

ティス 

 

1. 有害物質の輸送、取り扱い、保管、安全な廃棄に関連する影響など

、発生した廃棄物が人間の健康と環境（土壌、植物、動物、淡水、

海洋水域など）に悪影響を及ぼすリスクを明らかにします。 

2. 人の健康と環境への害のリスクに比例して、廃棄物から特定された

悪影響 に対処するためのアクションを実践します。 

3. 廃棄物および有害物質の管理と削減に関連する目標や目的を設定し

、監視します。 

4. 国連の「世界調和災害分類、表示システム」または同等の関連規制

システムに従って、鉱業製品の危険性を評価し、関連する労働者（

労働契約に関わらず同じ職場で働く人）を訓練し、安全データシー

トとラベリングを通じて労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働

く人）と顧客に伝えます。 

5. 国際的に認められた報告基準に沿って、廃棄物に関連するパフォー

マンスを公開します（「パフォーマンスエリア 1」を参照）:企業の

要件 1.2）。 

リーディング

プラクティス 

1. 技術的に実現可能で、経済的かつ環境的に実行可能な場合は、再利

用やリサイクルなどを通じて、廃棄物を回収するか、再利用するた

めのアクションを明らかにし、実践します。 

 

レベル 要件 

22.2 鉱業廃棄物（尾鉱を除く、「パフォーマンスエリア 21:尾鉱管理」を参照） 

基本プラクテ

ィス 

1. 廃棄物軽減階層に沿って 鉱業廃棄物 を管理し、最小限に抑えること

をコミットメントとしてかかげています（つまり、防止、再利用や

最小化、リサイクル、廃棄）。 

2. 鉱業廃棄物の流れを明らかにし、発生する鉱業廃棄物の量を回避し

、削減する機会が存在するかどうか、残留鉱業廃棄物を再利用する

か、あるいはリサイクルします。 

3. 鉱業廃棄物の発生を回避、削減し、残留鉱業廃棄物を責任を持って

安全に管理するためのアクションを実践します。 
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グッドプラク

ティス 

 

1. 鉱業廃棄物は、地球物理学的安定性と地球化学的安定性を達成す

るように設計された方法で処分します（酸性岩排水の可能性を考

慮に入れるなど）。 

2. 人の健康と環境に害を及ぼすリスクに比例して、鉱業廃棄物から

特定された悪影響に対処するためのアクションを実践します。 

リーディング

プラクティス 

1. 影響を受ける ステークホルダーを開発アクションにエンゲージメ

ントさせ、人間の健康と環境への害のリスクに比例する鉱業廃棄

物による 特定された悪影響に対処します。 

 
 
 

レベル 要件 

22.3 非 GHG大気排出 

基本プラクテ

ィス 

1. 大気排出の潜在的な原因を明らかにし、大気排出を回避するか、最

小限に抑えるためのアクションを講じ、センシティブ・レセプター

の存在と位置に基づいて大気質モニタリングプログラムを実践しま

す。  

2. 硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、揮発性有機化合物（VOC

）など、重要性評価の対象になる定義された基準データからさまざ

まな種類の大気汚染に関するベースラインデータを確立します。 

グッドプラク

ティス 

1. ファシリティの運営活動とインフラからの大気排出が、人々と環

境（土壌、動植物、水域など）に及ぼすリスクと影響を明らかに

します。 

2. ミティゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）に沿っ

て、定義されたベースラインに対する大気排出削減の目標または

目的を設定し、対応するアクションを策定します。  

3. 大気排出および関連する悪影響を回避し、最小限に抑えるための

アクションの実践を監視します（該当する場合は、センシティ

ブ・レセプターとのエンゲージメントなど）。 

4. オゾン層破壊物質（ODS）の大気中への放出を防止するための措

置を実践し、ODSを取り込んだシステムまたは機器の整備や廃止

措置を行う際には、ODSがコントロールされた方法で収集され、
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再利用されない場合は、銀行取引または破壊のために適切な受け

入れファシリティに送られる状況を整えます（モントリオール議

定書で義務付けられている場合）。 

5. 国際的に認められた報告基準に沿って、大気排出に関連するパフ

ォーマンスを公開します（「パフォーマンスエリア 1:企業の要件

1.2」を参照）。 

リーディング

プラクティス 

1. ステークホルダー、特に高感度受容体を参加型監視にエンゲージ

メントさせる機会を提供します。 

 
 

レベル 要件 

22.4 水銀 

基本プラクテ

ィス 

 

1. 水俣条約に基づき、加工ファシリティにおける金の抽出に水銀を使

用すること、および水銀を使用して第三者が生産した金を調達する

ことを禁止します。 

2. マテリアルスチュワードシップを適用して、鉱体に自然に発生し、

処理やその他の廃棄物の流れの副産物として生成される水銀の責任

ある管理を促進します。 

3. ファシリティの活動から生じる大気への重要な水銀排出を明らかに

し、それらを最小限に抑えるためのコントロール措置や技術を実践

します。 

4. 水銀を含む廃棄物 は、水俣条約に基づくガイダンスに従って管理し

、処分します。 

グッドプラク

ティス 

1. 国際的に認められた報告基準に沿って、事業からの水銀抽出源の

重要なポイントで水銀の大気排出量を定量化し、公開します（「

パフォーマンスエリア 1：企業の要件 1.2」などを参照）。 

2. ASM に関する顧客に関する水銀が発生する場合、水銀の排除を支

援するために存在する取り組みに参加します。 

リーディング

プラクティス  

1. 副産物として生成された水銀は、責任を持って処分し、それが世

界的なマーケットでアクセス可能になるのを防ぎます。  
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2. 水銀防止を目的とした地域や国内または国際的な複合ステークホ

ルダーの取り組みを積極的に提唱し、参加します（「パフォーマ

ンスエリア 16：小規模採掘」を参照）。 

 
 

レベル 要件 

22.5 シアン化物 

基本プラクテ

ィス 

1. ファシリティがシアン化物を使用する場合、国際シアン化物管理コ

ードに定められた実施基準に沿って、シアン化物の輸送、保管、使

用、および廃棄を管理することをコミットメントとしてかかげます

。 

2. 国際シアン化物管理コードへの適合性の自己評価を実施します。 

グッドプラク

ティス 

  

1. ファシリティがシアン化物を使用する場合、国際シアン化物管理

コードの認証を取得し、維持します。 

2. シアン化物の輸送、および該当する場合、保管や廃棄には、

International Cyanide Management Institute 認定サプライヤーを使用

してください。 

リーディング

プラクティス 

1. ステークホルダーと協力して、国際シアン化物管理コードの幅広

い業界採用を奨励します  

 

 

レベル 要件 

22.6 偶発的な汚染放出  

基本プラクテ

ィス 

1. ファシリティから、または資材の輸送、取り扱い、保管、廃棄から

、大気、土壌、地表水、地下水、または海水に偶発的に放出される

おそれのある汚染物質のリスク評価を実施します。 

2. 定期的な検査と監視、記録の保持、是正アクションなど、偶発的な

汚染の放出を防ぐための対策を実践します。 

グッドプラク

ティス 

1. ファシリティが操業活動および関連するインフラ（プロセス材料

の輸入、製品や廃棄物の輸出など）によって大気、土壌、地表水
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、地下水に偶発的に放出される重大な汚染物質の人や環境に対す

るリスクと影響を評価します。 

2. 「パフォーマンスエリア:10 緊急時の準備と対応」）に従って、緊

急時の準備と対応計画で重大で偶発的な汚染放出に対処します。 

3. 重大で偶発的な汚染放出による残留悪影響を、時間が許す限り影

響を受けるステークホルダーと協議して是正します（場合によっ

ては、これを防ぐために迅速なアクションが必要なので注意して

ください）。 

4. インシデント後の内部審査を実践して、直接の原因と根本的な原

因を理解し、是正アクションと予防アクションを明らかにして実

践し、上級管理職に報告します。 

5. 重大な悪影響を伴う重大で偶発的な汚染の放出、および関連する

法的アクションや罰金を、国際的に認められた報告基準に沿って

公開します（「パフォーマンスエリア 1:企業の要件 1.2」を参照）

。 

リーディング

プラクティス 
1. 即時の根本的な原因と是正アクションと予防アクションの詳細を

把握するため、インシデント後の内部審査の結果を地域の影響を

受けるステークホルダーに提供します。 

 

 

レベル 要件 

22.7 騒音、振動、光害/迷惑行為 

基本プラクテ

ィス 

1. 騒音、振動、または光害/迷惑の潜在的な発生源を明らかにし、許可

要件とセンシティブ・レセプター（人、動植物）の存在と位置に基

づいて監視プログラムを実践します。  

2. 定義された標準基準日から、さまざまな種類の騒音、振動、または

光害/迷惑に関する ベースラインデータ を確立します。 

グッドプラク

ティス 

1. 騒音、振動、光害/迷惑行為が人、動植物に及ぼすリスクと影響を

明らかにします。 
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2. 騒音、振動、または光害/迷惑による 悪影響 を回避、最小化、ま

たはその他の方法で軽減するための対策を実践します。 

3. 許可要件と人、動植物の存在と位置ごとに指定した間隔で通知さ

れる緩和策の有効性を監視します。 

リーディング

プラクティス 
1. ステークホルダー、特に高感度受容体を参加型監視にエンゲージ

メントさせる機会を提供します。 

用語集と解釈のガイダンス: 

偶発的な汚染の放出:人や環境に損害を与えるリスクのある、環境に対する意図しない突発

的な汚染物質の放出を指します。例としては、固定貯蔵容器の封じ込めの喪失、道路交通事

故による貯蔵容器の偶発的な破裂、鉄道や港湾施設での製品、プロセスケミカル、燃料の積

み下ろし中の事故などがあります。  

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、
人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の
悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  

影響を受けるステークホルダー:ファシリティの操業、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください。） 

ベースラインデータ:変更を定量化するため、既存の条件（または定義された時点で存在し

ていた条件）の説明により、（衝突後の条件などとの）比較を行うことができる始点（プロ

ジェクト前の条件など）が得られます。105 

バーゼル、ロッテルダム、ストックホルムのコンベンション:バーゼル条約、ロッテルダム

条約、ストックホルム条約は、有害な化学物質や廃棄物から人間の健康と環境を保護すると

いう共通の目的を共有する多国間環境協定です106。  

シアン化物物質:シアン化物は、急速に作用する、潜在的に致命的な化学物質であり、体が

酸素を使用する能力を妨げます。シアン化物は、シアン化水素（HCN）や塩化シアン（CNCl

）などの無色のガスまたは液体にすることができます。シアン化物は、シアン化水素（HCN

）、塩化シアン（CNCl）、シアン化カリウム（KCN）、および主にシアン化ナトリウム（

NaCN）などの結晶（固体）形態にすることもできます107。 

危険物:物理的または化学的特性により、人の健康、財産、または環境に対するリスクを表

す材料を指します。108 

有害廃棄物:人の健康や環境に潜在的に危険性や有害性がある廃棄物を指します。109 

 
105RJC 行動規範（2019 年）および Copper Mark 基準ガイド（2023 年）より引用 
106UNITAIR Portfolio より引用（日付なし） 
107CDC シアン化物より引用:曝露、除染、治療 （日付なし） 

https://www.cdc.gov/chemicalemergencies/factsheets/cyanide.html  
108IFC パフォーマンススタンダード 5（2012）より引用 
109Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-COP-2019-V1.2-Standards-updated-130623.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-portfolio/basel-rotterdam-stockholm-conventions#:~:text=Overview,from%20hazardous%20chemicals%20and%20wastes.
https://www.cdc.gov/chemicalemergencies/factsheets/cyanide.html#:~:text=Cyanide%20is%20a%20rapidly%20acting,or%20potassium%20cyanide%20(KCN)
https://www.cdc.gov/chemicalemergencies/factsheets/cyanide.html
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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鉱業廃棄物:廃石（または表土）、使用済み鉱石（浸出パッドから）、製錬から出るスラグ

材料などの他の鉱業廃棄物の流れが含まれます。廃石には、地層の性質や採用される採掘方

法に応じて、細かい砂から大きな岩まで、粒状の砕けた岩が含まれます。使用済み鉱石は通

常、砂の粒子から小石までさまざまなサイズがあります。 

非鉱業廃棄物:ファシリティによって生成された固体または液体の材料で、廃棄物やまたは
不要になったものが含まれます。鉱業の場合、これには鉱石の抽出、選鉱、または処理中に

発生する廃棄物が含まれます。この基準の目的上、廃石投棄場に置かれた材料が含まれます

が、尾鉱は除外します（「パフォーマンスエリア 21：尾鉱管理」を参照）。廃棄物は、適

切に管理されていないと、汚染を引き起こし、環境に悪影響を与える可能性があります。 

粒子状物質（PM）:気体ではなく、固体粒子や液滴など、空気中のすべてのものを指します

。ほこり、汚れ、すす、煙などの一部の粒子は、肉眼で見るのに十分な大きさであるか、ま

たは暗い色をしています。また、電子顕微鏡でしか検出できないほど小さいものもあります

。粒子状物質 には以下が含まれます: 

o PM10:一般的に直径が 10マイクロメートル以下の吸入されるおそれのある粒子、そ

して 

o PM2.5:一般的に直径が 2.5マイクロメートル以下の微細な吸入されるおそれのある

粒子です110。 

センシティブ・レセプター:大気汚染への曝露により健康に悪影響を及ぼすリスクが高い人

々が含まれます。これらの人々には子供、高齢者、喘息患者、および基礎疾患のあるその他

の人々が含まれる場合があります。センシティブ・レセプターの位置には、病院、学校、デ

イケアセンターが含まれる場合があります。一部の動植物種は、大気汚染に対しても非常に

敏感です。  

参考文献: 

• 国際シアン化物管理コード  

• 水銀に関する水俣条約および関連利用可能な最善の技術および環境慣行に関するガ

イダンス  

国連（UN）、化学品の分類および表示に関する世界調和システム（GHS） 

  

 
110USEPA 粒子状物質（PM）の基本 （日付なし）より引用 

https://cyanidecode.org/
https://minamataconvention.org/en
https://minamataconvention.org/sites/default/files/2021-06/BAT_BEP_E_interractif.pdf
https://minamataconvention.org/sites/default/files/2021-06/BAT_BEP_E_interractif.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/660120?ln=en&v=pdf
https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics#:~:text=PM%20stands%20for%20particulate%20matter,seen%20with%20the%20naked%20eye
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パフォーマンスエリア 23:サーキュラーエコノミー  

主旨：ファシリティの設計、操業、廃止における、材料の収集、再利用、リサイクル、廃
棄物の削減、資源効率の向上を通じてサーキュラーエコノミーを推進します。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

1 企業の要件 

3 責任あるサプライチェーン 

4 新規プロジェクト、拡張、住民移転 

18 ウォータースチュワードシップ  

19 生物多様性、生態系サービス、自然 

20 気候変動対策 

21 尾鉱管理 

22 汚染防止  

24 閉山 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、プロセスと製品設計の両方における循環性に

焦点を当てます。23.1は、採鉱ファシリティにおける循環原理の適用に焦点を当て、23.2は

特に製錬所を対象として、プロセスの設計と二次材料の処理に関連する要件を取り上げてい
ます。  

 

レベル 要件 

23.1 すべてのファシリティにおけるサーキュラーエコノミー管理 

基本プラクテ

ィス 

1. 資源効率の向上、再処理、再利用、回収、リサイクルを通じて、フ

ァシリティの操業にサーキュラーエコノミーの原則を適用すること

をコミットメントとしてかかげます。  

2. ファシリティからのすべての廃棄物の流れ、鉱物や非鉱物、再処理

、再利用、またはリサイクル可能な廃棄物を分別する機会を明らか

にし、文書化します。 

グッドプラク

ティス 

 

1. 資源効率の向上、再利用回収、リサイクルを通じて、プレコンシ

ューマースクラップ、循環スクラップ、尾鉱以外の廃棄物を最小

限に抑え、排除する機会を明らかにします。 

2. 尾鉱の生産を最小限に抑える機会を明らかにします。 

3. 工業プロセスや廃棄物の流れから商業的に実行可能な製品の生産

機会や回収機会を明らかにします。 
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4. 将来の土地利用機会の検討や、ファシリティに残っている廃棄物

の再利用、回収、リサイクルの可能性など、閉山計画に循環性の

原則を適用する機会を明らかにします。 

リーディング

プラクティス  

1. サーキュラーエコノミーの目的や目標に向けた進捗状況を指定し

た間隔で、企業レベルで設定、監視、公開します。 

2. サプライヤーや顧客、や隣接する産業活動と協力して、ファシリ

ティで使用される材料や設備の循環性を高める機会を明らかにし

、推進します。 

3. ファシリティまたは企業レベルでのイノベーション取り組みへの

支援などの新技術を適用することにより、尾鉱やその他の廃棄物

を削減機会や排除機会を明らかにし、推進します。  

 

 

レベル 要件 

23.2 製錬所の追加要件 

グッドプラク

ティス 

1. 使用済み製品の寿命が尽きたときの回収、再利用、リサイクルを促進

する機会を明らかにします。 

2. 再生 されたポストコンシューマー材料を組み込む機会を明らかにしま

す。 

3. リサイクル素材の含有量は、認められた方法論や業界のガイドライン

（利用可能な場合）を使用して測定します。 

4. 廃棄物について、廃棄物の種類と原産国を考慮したリスクベースのデ

ューディリジェンスを実施します。 

リーディング

プラクティス 

1. 要請に応じて、リサイクル素材に関する情報を商業パートナーに提供

します（リサイクル素材を決定するために適用された方法とシステム

の境界など）。 

2. 廃棄物のサプライチェーンにおける人権リスクと環境リスクを明らか

にして評価し、その深刻度と可能性に基づいて優先順位を付けます（

「パフォーマンスエリア 3：責任あるサプライチェーン」を参照）。 
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3. ステークホルダーと協力して、優先的な影響を防止し、軽減するため

の行動計画を策定し、実践します。 

4. 材料の回収や再利用、リサイクルをベースラインに対して、また材料

摂取量の割合として増加させ、その際に環境的および経済的実行可能

性と安全性、技術的考慮事項と法的考慮事項が優先される状況を整え

ます。 

 

用語集と解釈ガイダンス  

サーキュラーエコノミー：サーキュラーエコノミーでは、材料生産者と製品製造業者は、
エンドユーザーや地域社会、小売業者、サービスプロバイダー、廃棄物管理ファシリティと

協力して、製品や材料の再利用、保守、修理、改修、リサイクルによる「クローズドループ

」に取り組んでいます。鉱業セクターでは、サーキュラーエコノミーには、採鉱プロセスに

循環の原則を適用することを指す「プロセス循環性」と、回収、再処理、再利用を通じて金

属や鉱物が循環し続けることに焦点を当てた「製品循環性」が含まれます。111 

サーキュラーエコノミーの原則:サーキュラーエコノミーは、製品とプロセスの設計によっ
て推進される 3つの原則に基づいています。廃棄物と汚染物質を排除し、製品と材料を（そ

れらの最高価格で）循環させ、自然を再生します。112 

リサイクル素材:リサイクル材料とは、鉱物または金属の加工中や製品製造中に発生するエ

ンドユーザーやポストコンシューマー、廃棄物やゴミの鉱物または金属など、以前に処理さ

れた鉱物または金属を指し、鉱物加工業者または金属加工業者またはその他の下流の中間加

工業者に戻され、新しいライフサイクルを開始します。113 

廃棄物： 

a. プレコンシューマースクラップ：材料が意図的に製造されていない製造プロセス

または同様の廃棄物の流れから転用された場合、最終用途に適さず、それを生成

したのと同じプロセス内で再生することはできません。114 

b. ポストコンシューマースクラップ:消費者から返還を要求された材料、または個人

、家庭、商業、産業、公的ファシリティによってその製品のエンドユーザーとし

て意図された用途で使用された商業製品で、意図された用途ではもはや使用でき

なくなった商業製品を指します。115 

c. 循環スクラップ：循環スクラップは、ホームスクラップ またはインハウススクラ
ップと呼ばれることもあり、同じファシリティで生成され、回収される材料です
。116 

製錬所:製錬が行われるファシリティ。製錬では、金属を元素または化合物として処理鉱石
から分離し、適切な炉で高温に加熱することにより、通常は炭素などの還元剤とフラックス

 
111Copper Mark 基準ガイド（2023）および ICMM サーキュラーエコノミー（2023）より引用 
112エレン・マッカーサー財団の「サーキュラーエコノミー入門（日付なし）より引用 
113OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガ

イダンス、金に関する補足（2016）より引用 
114Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
115Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 
116Copper Mark 基準ガイド（2023）より引用 

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://www.icmm.com/en-gb/our-work/innovation-for-sustainability/circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview#:~:text=In%20a%20circular%20economy%2C%20products,remanufacture%2C%20recycling%2C%20and%20composting.
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722600424&id=id&accname=guest&checksum=8D90C975D4E5EF90FE0C5E022293D263
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1722600424&id=id&accname=guest&checksum=8D90C975D4E5EF90FE0C5E022293D263
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/10/RRA-v3.0-Criteria-Guide_2023.pdf
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剤の存在下で、流動性を促進し、不純物を除去します。本基準の目的上、これは金採掘作業

の不可欠な部分として不純物を除去するための金の製錬を除外します。 

ステークホルダー:利益団体や政府機関、組織など、「統合鉱業基準」の対象になる「パフ

ォーマンスエリア」に関連する権利や利益を有し、ファシリティの操業に関連する悪影響を

受けるか、受けるおそれのある個人や個人グループ、組織、またはそれらの正当な代表者を

指します。政治家や商業関係の企業や工業関係の企業、労働組合、学者、宗教団体、全国の

社会団体や環境団体、公共機関、メディア、地域社会などが含まれます。正当な代表者には

、企業が人権に与える影響に関連する経験と専門知識を持つ、労働組合の他、市民社会組織

、その他の人々が含まれます。 

参考文献: 

該当なし 
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パフォーマンスエリア 24:閉山 

主旨：関係当局、ステークホルダー、ライツホルダーと協議して、漸進的な回復と閉山の
ための計画と設計を行い、閉山に関連する環境的および社会的なリスクと影響に対処し、

閉山と閉山後のコミットメントの実践を可能にするための財政的準備を行う。 

 

その他の関連するパフォーマンスエリア:  

12 ステークホルダーのエンゲージメント 

13 地域社会への影響とベネフィット 

14 先住民族  

16 小規模採掘 

18 ウォータースチュワードシップ  

19 生物多様性、生態系サービス、自然 

20 気候変動対策 

21 尾鉱管理 

22 汚染防止 

23 サーキュラーエコノミー 

 

適用範囲:この「パフォーマンスエリア」は、すべてのファシリティに適用します。  

 

レベル 要件 

24.1 閉山管理 

基本プラクテ

ィス 

1. 環境と社会への配慮を統合し、人や環境に継続的な重大なリスクをも

たらさない物理的および化学的に安定した閉山後の条件を達成する責

任ある閉山をコミットメントとしてかかげます。 

2. 規制要件に沿った閉山計画を作成し、影響を受ける可能性のあるステ
ークホルダーやライツホルダーのエンゲージメントに基づいて、環境
的側面と社会的側面と推定閉山費用を統合します。 

グッドプラク

ティス 

1. 土地や生物多様性、水域、水源、労働者（労働契約に関わらず同じ

職場で働く人）、地域社会、インフラおよび閉山後の責任に関連す

る人などのステークホルダーとライツホルダーと協議して、閉山と

回復に関連するリスクと影響を明らかにします。 

2. 影響を受けるステークホルダーやライツホルダーと協力して、労働

者（労働契約に関わらず同じ職場で働く人）や地元のサプライヤー

などの採鉱終了後の地域社会が、閉山が近づくにつれて閉山を通じ

て提供される機会を明らかにします。 

3. 土地の回復や有益な将来の土地利用、生物多様性と水源の保護、酸

性岩排水や金属浸出の回避など、悪影響を防ぎ、機会を実現するた
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めの閉山措置と成功基準に関する閉山計画の一環として影響を受け

るステークホルダーやライツホルダー、地方自治体の計画当局と協

力します。 

4. ステークホルダーや ライツホルダー を巻き込み、閉山 計画プロセ

スの一環として、土地やインフラの代替的な生産的、レクリエーシ

ョン的、または保全的な利用のための閉山後の潜在的な機会を明ら

かにし、文書化します。 

5. ファシリティの稼働期間中、段階的な閉山手法に沿って、閉山計画

に従って閉山措置を実践し、監視します。 

6. 閉山中および閉山後の閉山およびリハビリテーション活動の監視、

維持、管理を行います。 

7. 閉山および再生計画を実践するためのコストを見積もり、指定した

間隔で更新し、少なくとも年に一度、企業レベルの報告を通じて公

開されるこれらのコストを満たすための適切な財務準備措置を講じ

ます。  

8. 保証、債券、またはその他の金融商品（場合によっては法的に規定

されている）を通じて、閉山のための財務保証を確立します。財務

保証には、法的に許容される場合の自己資金が含まれることがあり

ます。  

9. 地域の環境や社会、経済状況に関する情報を指定した間隔で更新し

、閉山計画に情報を提供し、提案された 閉山措置に対する信頼度を

徐々に向上させます。 

10. 活動の変化や社会的、環境的、経済的状況の変化に適応し、継続的

なエンゲージメントを通じて特定された影響を受けるステークホル

ダーと権利所有者の優先事項を反映するために、指定した間隔で閉

山計画を見直し、更新します。 

11. 健康や安全、環境の保護のための保守、監視、緊急時の準備プログ

ラムを盛り込んだ一時的または突発的な閉山措置を策定し、可能な

限り影響を受けるステークホルダーとライツホルダーをプロセスに

エンゲージメントさせます。  
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リーディング

プラクティス 

1. 閉山費用の見積もり方法と、少なくとも年に一度、すべてのファシ

リティの費用と関連する財務規定を公開します。 

2. 影響を受けるステークホルダーやライツホルダーと協力して、ファ

シリティの存続期間中、労働者（労働契約に関わらず同じ職場で働

く人）や地元のサプライヤーなど、採掘後の地域社会の機会を明ら

かにします。 

 

用語集と解釈ガイダンス  

酸性岩排水（ARD）と金属浸出:尾鉱や廃石、ヒープリーチやストックパイルなどの特徴には

、空気にさらされると酸化する黄鉄鉱などの硫化物鉱物が含まれている可能性があります。

水が酸化した硫化物と接触すると、水が酸性化し、尾鉱や廃石の金属が浸出（溶解）するお

それがあります。これにより、AMD （酸性坑廃水とも呼ばれる）という酸性水が流出し、地

下水への浸透や、地表の小川への出現によって、生物多様性や飲料水に影響を与えるおそれ

があります。効果的な予防と管理がなければ、ARDは採掘が停止した後も何十年も何世紀に

もわたって水路や水生環境を汚染し続けるおそれがあります。さらに、金属の浸出は非酸性

条件でも発生する可能性があります。117 

悪影響：ファシリティが引き起こし、あるいは助長するか直接的に関連するおそれのある、
人権や環境に対する悪影響です。実際の悪影響は、すでに発生した悪影響や、現在発生中の
悪影響を示します。潜在的な悪影響は、発生するおそれのある悪影響を示します。  

影響を受けるステークホルダー:ファシリティの操業、アクション、決定によって影響を受
ける個人、または個人や組織のグループ、またはその正当な代表者です。（「ステークホル

ダー」も参照してください。） 

閉山:ファシリティや製錬所、および関連インフラとファシリティの廃業措置を計画、管理
し、影響を軽減し、閉山後の環境的目標と社会的目標を達成するための回復措置を実施する
プロセス。118 

119財務保証:政府機関への保証債券や保険証券、信用状、信用枠その他の金融商品または口

座など、鉱山の所有者が保持する金額と形式で政府機関が必要とする鉱山事業または活動に

関連する金融商品や、鉱山活動に関連する金融商品。 主に、鉱山の所有者や操業者にその

意思がないか、できない場合採鉱ファシリティの閉山と回復のための資金提供に使用します
。120 

財務引当金:通常、法定会計および報告をサポートするための情報開示を表し、最低限の法

的責任やコンプライアンスに基づいており、資産の残存寿命にわたる報告時（通常は毎年）

の鉱山インフラの現在の生態系が乱れた拠点および廃業措置の閉山および回復コストの割引
キャッシュフロー推定値を表します。IAS第 37号に基づく資産排除債務 IAS第 37号とも呼

ばれます。3 

 
117INAP 酸および金属を含む排水（日付なし）より引用 
118鉱山閉山の概要（日付なし）より引用 https://stories.uq.edu.au/smi/2022/csrm-mine-closure-hub/mine-closure-

overview/index.html  
119責任ある鉱業のための IRMA 基準（2018）より引用 
120鉱山閉山のための ICMM 財政コンセプト（2019 年）より引用 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-37-provisions-contingent-liabilities-and-contingent-assets/
https://www.inap.com.au/acid-drainage/#:~:text=When%20sufficient%20base%20minerals%20are,or%20neutral%2Falkaline%20pH%20conditions
https://stories.uq.edu.au/smi/2022/csrm-mine-closure-hub/mine-closure-overview/index.html
https://stories.uq.edu.au/smi/2022/csrm-mine-closure-hub/mine-closure-overview/index.html
https://stories.uq.edu.au/smi/2022/csrm-mine-closure-hub/mine-closure-overview/index.html
https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2018/07/IRMA_STANDARD_v.1.0_FINAL_2018-1.pdf
https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2018/07/IRMA_STANDARD_v.1.0_FINAL_2018-1.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/environmental-stewardship/2019/guidance_financial-concepts-for-mine-closure.pdf
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段階的閉山:鉱山の建設中および操業中の閉山活動を進めるための継続的な取り組みの実践
です。121 

リハビリテーション：ファシリティおよび周囲の土地の有益な利用を考慮した上で、意図
された採掘後の土地利用をサポートする安全で安定した状態に土地を戻すことを指します。

回復には、「埋め立て」（すなわち、開発前の生態系と関連サービスおよび生物地球化学的
機能の回復）や、より一般的には妨害された土地の転用が含まれることがあります122。 

ライツホルダー:ライツホルダーとは、特定の義務者（人権を尊重、促進、実現し、人権侵

害を回避する特定の義務や責任を有する国家または非国家主体など）との関係において特定

の権利を有する個人または社会集団です。通常は、すべての人間が、世界人権宣言の下で、

ライツホルダーになります。状況によっては、往々にして、先住民のように人権が十分に認

識、尊重、保護されていない特定の社会集団が存在します。 

 

参考文献: 

• ICMM統合鉱山閉山:グッドプラクティスガイド  

• ICMM鉱山閉山のための財務コンセプト 

 

 
121ICMM 統合鉱山閉山ガイド（2019）より引用 
122SMI 鉱山閉山ハブ（日付なし）および RJC 鉱山の治癒と閉鎖（日付なし）より引用 

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/2019/integrated-mine-closure
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/environmental-stewardship/2019/guidance_financial-concepts-for-mine-closure.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/environmental-stewardship/2019/guidance_integrated-mine-closure.pdf?cb=60008
https://smi.uq.edu.au/csrm-knowledgehub/mine-closure-hub#qt-tabs_mine_closure_hub_items-foundation-tabs-4
https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/Mine-Rehabilitation-and-Closure-RJC-Guidance-draftv1.pdf

